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第１章 はじめに 

 

１．ナトリウム漏えい事故からこれまでの経緯 

 平成７年１２月８日、動力炉・核燃料開発事業団（以下「動燃」という。）高

速増殖原型炉もんじゅにおいて、２次主冷却系ナトリウム漏えい事故が発生し

た。当時の規制行政庁である科学技術庁は、ナトリウム漏えい事故に対する事

故報告書（「動力炉・核燃料開発事業団高速増殖原型炉もんじゅナトリウム漏え

い事故の報告について」（平成８年５月２３日、科学技術庁））において、当該

事故の直接原因は温度計さやの破損であり、ナトリウムが漏えいしたが、原子

炉を通らない２次系のナトリウム漏えいであり、放尃性物質による周辺環境及

び従事者への影響はなく、炉心の冷却は損なわれず原子炉は安定に維持され、

原子炉等規制法の求める災害防止上の観点からは原子炉施設の安全は確保され

たとする一方、 

○もんじゅは高い信頼性を確保すべきものとしていたにもかかわらず、現実

に漏えいが発生した 

○漏えいを初期段階で把握し、ナトリウム火災の拡大に至らないよう適切に

対処できなかった 

○現場状況の情報が正しく科学技術庁に提供されず速やかな公表もされなか

った 

として安全規制の観点から極めて重く受け止めるとともに、安全の側面と国民

の安心、信頼という側面との両面から原子力の問題を扱う必要性を再認識させ

られることとなったとした。原子力安全委員会は、平成８年９月２０日、「動力

炉・核燃料開発事業団高速増殖原型炉もんじゅ２次系ナトリウム漏えい事故に

関する調査審議の状況について」において、事故原因を、 

○発生の段階においては温度計設計のミス。要因として品質保証活動の不全 

○拡大の段階では漏えい規模の不適切な判断。要因として異常時運転手順書

の不整合、ナトリウム漏えい検知システムの不備 

○対外対応の段階においては、情報の不適切な取扱い。要因として事故対応

体制の不備、信頼と情報公開が密接不可分にあることの認識不足 

とした。 
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 科学技術庁及び原子力安全委員会の原因究明を受け、科学技術庁に設置され

た「もんじゅ安全性総点検チーム」は、平成１０年３月３０日に報告書「動力

炉・核燃料開発事業団高速増殖原型炉もんじゅ安全性総点検結果について」（以

下「安全性総点検」という。）を取りまとめた。 

 

原子力安全・保安院（以下「当院」という。）は、平成１３年６月１８日、

核燃料サイクル開発機構（当時）に対し、安全性総点検の指摘を踏まえた対応

計画を定め、その実施状況を報告するよう指示した。これに対し、同機構は、

平成１３年６月２９日、安全性総点検の指摘とそれへの対応を整理・具体化し

た「高速増殖原型炉もんじゅ安全性総点検指摘事項に対する対応計画」を当院

に提出した。同機構は、その実施結果を「高速増殖原型炉もんじゅの安全性総

点検に係る対処及び報告」（以下「安全性総点検報告」という。）として、これ

までに４回（平成１３年７月（第１回）、平成１４年６月（第２回）、平成１８

年１０月（第３回）及び平成１９年１０月（第４回））の報告（第３回報告以降

の報告については、独立行政法人日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」

という。）として報告）を行い、当院はその内容の評価を行ってきた。 

 

第４回報告の評価を確定させる段階で、平成２０年３月２６日に１次メンテ

ナンス冷却系ナトリウム漏えい検出器（ＣＬＤ）の不具合による誤警報発報事

象が発生した。原子力機構による原因究明の過程で類似の複数のナトリウム漏

えい検出器についての電極の変形が確認されたため、当院は平成２０年４月７

日、原子力機構に対してナトリウム漏えい検出器の点検計画の策定を指示し、

点検状況等について厳正に確認するため特別な保安検査を行うこととした。そ

の結果、この課題を契機として、原子力機構のもんじゅに対する経営、敦賀本

部の関与の不足など品質保証上や運転管理面等の課題が明らかとなり、引き続

き、特別な保安検査を４回実施した。 

当院は、平成２１年５月２５日、特別な保安検査を踏まえた試運転再開に当

たっての課題として、（１）自律的な品質保証体制の確立、（２）長期停止設備

健全性確認の確実な実施、（３）ナトリウム漏えい対策の確実な実施、（４）保

全プログラムに基づく保守管理の確実な実施の４項目からなる「高速増殖原型
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炉もんじゅ試運転再開に当たっての安全確認の考え方について」（以下「試運転

再開に当たっての安全確認の考え方」という。）を取りまとめた。 

当院は、平成２１年７月３０日、原子力機構において自律的なＰＤＣＡサイ

クルが回り始めたことが確認できたことから、特別な保安検査を終了するとと

もに、試運転再開の実現に向けてＰＤＣＡサイクルのチェック（Ｃ）、アクショ

ン（Ａ）の部分の一段の深化が必要であると指摘した。これを受け、原子力機

構は、第３回報告の「品質保証体制・活動の改善」及び第４回報告の「運転手

順書、運転管理体制等の改善」に係るさらなる取組や再確認も含め、もんじゅ

試運転再開に向けた安全管理面及び設備面の取組を行った。 

その取組結果を踏まえ、理事長による臨時マネジメントレビューを実施した

上で、平成２１年１１月９日、当院に、ナトリウム漏えい事故に係る安全性総

点検の指摘に加え、特別な保安検査終了時の指摘も踏まえて、試運転再開への

取組を総括した「高速増殖原型炉もんじゅ安全性総点検に係る対処及び報告に

ついて（第５回報告）」（以下「第５回報告」という。）を提出（平成２２年

２月９日、補正版を提出）した。 

また、設備面の取組としては、原子力機構は、ナトリウム漏えい対策の設備

改善工事の結果確認と併せて、プラントが長期間停止していることに鑑み、全

ての設備の健全性を確認するため、平成１８年９月６日に「長期停止プラント

（高速増殖原型炉もんじゅ）の設備健全性確認計画書」（以下「設備健全性確認

計画」という。）を策定し、さらに、特別な保安検査の指摘を受けて、点検方法

等の妥当性確認を行った上で、設備の健全性確認を実施してきた。当院は、設

備健全性確認計画が策定された段階及び特別な保安検査で設備健全性確認のプ

ロセスを確認している。平成２１年１０月１５日には、「もんじゅ試運転再開に

向けた設備健全性の確認の考え方について」（以下「設備健全性の確認の考え方」

という。）を取りまとめた。原子力機構は、設備健全性確認計画の実施結果を第

５回報告の一部として提出した。 

なお、原子力安全委員会は平成１４年１２月１２日、当院に対して、核燃料

サイクル開発機構高速増殖原型炉もんじゅの原子炉の設置変更（原子炉施設の

変更）に関し、設置変更許可後の段階に規制行政庁が確認すべき重要事項とし

て、「技術的能力と関連する品質保証に係る確認」、「空気雰囲気へのナトリウム
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漏えい対策に係る確認（床ライナの詳細設計、２次系ナトリウムの抜き取り（ド

レン）の所要時間）」、「蒸気発生器伝熱管内の水・蒸気ブロー性能に係る確認」

について報告を求めた。当院は、これまでに、確認すべき重要事項のうち「技

術的能力と関連する品質保証に係る確認」及び「空気雰囲気へのナトリウム漏

えい対策に係る確認（床ライナの詳細設計）」について原子力安全委員会に報告

しており、前者については平成１９年６月２５日に、後者については平成１６

年１月２６日に、その妥当性が原子力安全委員会において確認された。 

 

２．本評価の位置付け 

第５回報告は、原子力機構が安全性総点検の指摘に加え、特別な保安検査終

了時の指摘も踏まえて試運転再開への取組を総括したものである。 

本評価は、第５回報告について、当院がこれまでに積み重ねてきた評価を基

礎として、「試運転再開に当たっての安全確認の考え方」で示した確認すべき事

項に基づく特別な保安検査終了時の指摘も踏まえたその後の取組状況の確認を

加えて、試運転再開すなわち０％出力性能試験（以下「炉心確認試験」という。）

を開始するに当たっての安全性を総合評価するものである。 

当院は、本評価に当たり、独立行政法人原子力安全基盤機構が第５回報告に

対して独自に行った評価も参考とした。また、総合資源エネルギー調査会原子

力安全・保安部会もんじゅ安全性確認検討会及び高速増殖原型炉もんじゅに関

する技術的事項に係る意見聴取会において委員等から専門家意見を聴取した。 

なお、本評価においては、原子力安全委員会が示した確認すべき重要事項の

一つである「空気雰囲気へのナトリウム漏えい対策に係る確認」のうち、「２次

系ナトリウムの抜き取り（ドレン）の所要時間」に対する当院の確認結果につ

いて、併せて取りまとめた。 

 

３．安全性総点検で指摘された課題毎の報告の時期及び内容 

原子力機構は、先述の安全性総点検の指摘への対応計画では、（１）設備改

善、（２）品質保証体系・活動の改善、（３）運転手順書、運転管理体制の改

善、（４）安全性研究等の反映の４項目からなる計画を取りまとめた。 

一方、当院は、「試運転再開に当たっての安全確認の考え方」で、特別な保
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安検査を踏まえた試運転再開に当たっての課題として、（１）自律的な品質保証

体制の確立、（２）長期停止設備健全性確認の確実な実施、（３）ナトリウム漏

えい対策の確実な実施、（４）保全プログラムに基づく保守管理の確実な実施の

観点を、また、「設備健全性の確認の考え方」で、止める、冷やす、閉じ込める

及びもんじゅ特有に係る主要設備の基本的な安全機能並びに経年的影響という

観点を示した。 

これらを踏まえ、品質保証、運転管理及び保守管理から成る安全管理面と設

備面の観点から項目を再整理し、評価を行った。 

安全性総点検で指摘された課題毎の原子力機構による報告の時期及び内容は

次のとおりである。第５回報告により、試運転再開に当たって必要な安全性総

点検の指摘に対する対応計画はすべて報告された。併せて、プラントが長期間

停止していることから行われた、設備健全性確認の実施結果の報告についても

安全性総点検報告として報告された。 

 

（１）安全管理面 

①品質保証 

第１回報告及び第２回報告において設備改善工事に向けその改善の実施

内容を報告。第３回報告において、設備改造工事等での活動実績等を基に

自己評価を行い、その結果を報告。平成２０年３月に発生したナトリウム

漏えい検出器誤警報発報事象を契機として品質保証上の課題が顕在化した

ことから、第５回報告において追加報告。 

 

②運転管理 

第２回報告において運転手順類の体系化、改正手順の改善の実施内容を

報告。第４回報告において、設備改善を踏まえたナトリウム漏えいを確認

した場合の原子炉停止、ナトリウムの抜き取り（ドレン）等の運転手順、

運転員教育・運転員支援体制の強化、事故時対応体制の改善を報告。平成

２０年３月に発生したナトリウム漏えい検出器誤警報発報事象を契機とし

て運転手順書等の課題が顕在化したことから、ナトリウム漏えい警報発報

時の手順の明確化等を行うとともに、第４回報告への影響を確認し、第５
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回報告において追加報告。 

 

 ③保守管理 

第３回報告までは、品質保証の一環として報告していたが、第５回報告

において、平成２１年１月に導入した保全プログラムに基づく保守管理に

ついて報告。 

 

④新知見の反映 

安全研究の反映については、蒸気発生器伝熱管破損対策について、第１

回報告において対応を報告。それに基づく対策工事の結果を第４回報告にお

いて報告。燃料温度評価の高度化及び制御棒の長寿命化について、第４回報

告において報告。軽水炉や高速炉の事故・故障等の最新情報の反映について

は、品質保証の一環として報告していたが、第５回報告において、構築した

仕組みの運用状況について報告。 

 

（２）設備面 

 ①ナトリウム漏えい対策等改造工事 

○ナトリウム漏えい対策に係る設備の改善 

第１回報告において実施内容を報告。改造工事に対する許認可を受け、

平成１９年５月に本体工事を完了し、その結果を第４回報告において報

告。 

○信頼性向上等を目的とした設備改善（ナトリウム漏えい対策以外） 

設備改善実施毎に第２回報告、第３回報告、第４回報告において順次

報告。 

 ○ナトリウム漏えい検出器の改善 

   第５回報告において、ナトリウム漏えい検出器の改善について報告。 

 

②長期停止プラントの設備健全性確認 

平成１８年９月に設備健全性確認計画を策定し、実施結果を第５回報告

において報告。 
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第２章 安全管理面に係る評価 

 

１．品質保証 

 

（１）平成２１年度第１回保安検査（特別な保安検査）終了時までの当院の評

価及び指摘 

科学技術庁及び原子力安全委員会によるナトリウム漏えい事故の原因究明

において以下のとおりとされた。 

自主保安設備として設置された２次系の温度計さやの設計ミスが原因で当

該温度計さやが破損した。動燃は、温度計さやの設計図面を検討の上で承認

しており、その過程で設計上の問題点を指摘、改善できなかった点で問題が

あった。２次冷却系と１次主冷却系の温度計さやは形状と寸法比が相当に異

なっているが、この違いについて比較検討がなされず、所要の機能と健全性

を有していることが確認されなかった。このことから、温度計の設計に関連

する要因として品質保証活動の不全が摘出された。 

安全性総点検においては、品質保証体制の見直しとして、①品質保証活動

の推進組織の改善、②品質保証活動の推進の改善、③文書の制定・改正の改

善、④品質保証規則の階層区分と名称の改善について、品質保証活動の見直

しとして、①設計審査の充実、②最新技術情報の反映機能の強化、③品質保

証関連事項等の教育の充実、④保修票発行基準の明確化、⑤不適合管理の適

正化、⑥内部監査等の充実、⑦メーカ品質保証監査の実施、⑧確実な保守の

実施、⑨文書合議基準等について指摘され、原子力機構はこれらの指摘に対

する改善を行い、その結果を第３回報告までに報告した。 

当院は、第３回報告に対する評価において、第１回報告及び第２回報告に

より確認した「品質保証体系・活動の改善」に関し、改造工事等の実施にお

いて、設計審査の充実、内部監査の充実、メーカ品質保証監査の充実等の品

質保証活動の仕組みが機能していることについて、安全文化・組織風土の視

点も考慮し評価を行った。 

その後、業務の中心が設備健全性確認に移行していった平成２０年３月２

６日に発生したナトリウム漏えい検出器誤警報発報事象を踏まえ、平成２０
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年４月７日、ナトリウム漏えい検出器に関する点検等を指示した。当院は、

点検等の実施状況等を確認するため実施した、平成２０年度第１回保安検査

（特別な保安検査）の結果、原子力機構のもんじゅに対する経営、敦賀本部

の関与の不足、管理・意思決定の仕組みの改善が必要と考えられるので、平

成２０年７月１０日、その対応を行動計画として取りまとめ報告するよう指

示した。原子力機構は、品質保証に関して一定の仕組みは構築され運用を始

めたものの、品質保証体制・活動が十分根付いていないことが明らかとなっ

たとして、当該事象等の根本原因分析も踏まえ、平成２０年７月３１日に行

動計画を策定し、経営の積極的関与、もんじゅ組織の強化、品質マネジメン

トシステムの改善等を行った。 

当院は、特別な保安検査で、理事長、本部長を補佐する体制の強化（理事

長を補佐するもんじゅ特別推進本部、本部長を補佐するもんじゅ特別チーム

の設置）、保全部門を中心とした現場体制の強化（１部体制から３部体制へ）、

総合調整業務等のスタッフ部門の強化（運営管理室、安全品質推進室、敦賀

本部もんじゅ総括調整チームの設置）など原子力機構の品質保証体制が強化

され、これに伴い、迅速な人員・予算の追加投入、工程管理の改善、不適合

管理委員会による不適合管理スキームの積極運用等の改善実績が積み重ねら

れてきたことを確認した。このことから、当院は、自律的なＰＤＣＡサイク

ルが回り始めたと評価し特別な保安検査を終了するとともに、試運転再開に

はさらに取組の有効性の分析・評価を一層進め、試運転再開の実現に向けて

更に取り組むべきことをより具体的に示し行動に移すことなど、チェック

（Ｃ）、アクション（Ａ）の部分の一段の深化が必要であると指摘した。 

 

（２）第５回報告における原子力機構の取組の要点 

理事長は、試運転再開の諸準備を確認することを目的として臨時のマネジ

メントレビューを実施することとし、理事長をはじめほぼすべての役員、各

拠点の所長等が出席し、もんじゅに特化して現地で２日間（平成２１年１０

月２１日及び２２日）に亘って密に実施した。 

試運転再開に当たり目指す、もんじゅのあるべき姿を示した上で、品質保

証、運転管理、保守管理、設備健全性確認等において方針、計画、役割分担
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を定めて実施し、それらの取組結果の評価・分析、改善の対処方針・内容を

整理して理事長に報告した。理事長は、行動計画等の実施結果の記録に基づ

く報告を受け、現場巡視を行い設備の管理状況を確認し、運転員や保守管理

担当者へのインタビューを通じてレビューを行った。その結果、行動計画に

基づく改善活動が定着し、自律的な品質保証活動が確実に実施され、試運転

再開に向けた準備が整っていること、役職員一同が一体となって試運転再開

に向けて取り組んでいることを確認し、試運転を再開できる状況に至ってい

ると判断した。また、今後とも、現場の意見を吸い上げ、経営が積極的に関

与するとともに、ナトリウム漏えい警報の信頼性向上等、もんじゅの安全・

安定運転に向けた改善を継続的に実施することが重要であることを確認した。 

理事長は、組織としての課題を明確にし、内部監査体制の充実、トラブル

事象の迅速な要因分析・対処、高速増殖炉の保守管理技術の確立等の改善事

項等に関して、品質目標を見直し、その取組をフォローするなど適切に対応

するよう指示した。 

 

潜在する不適合の予防のためのＱＭＳ文書体系の改善活動（業務プロセス

フロー分析）や重要業務の事前のプロセス確認（品質保証診断）について、

業務の進展に合わせ計画的に継続するとともに、顕在化した不適合の対処の

ための不適合管理委員会の積極運用を継続し、試運転再開までに処理すべき

不適合は処理の目途をもって工程管理している。平成２１年１０月に発生し

たナトリウム漏えい検出器に係る運転上の制限（ＬＣＯ）逸脱事象や平成２

１年１２月に発生した非常用ディーゼル発電機の自動負荷投入確認試験にお

ける補助冷却設備空気冷却器用送風機不作動事象（以下「送風機不作動事象」

という。）においても、要因分析、対策立案を行い、対策を実施した。 

また、職員の使命感を醸成するため、経営層は、試運転再開に当たり目指

す姿、職員一人ひとりの使命感の再認識、高いモチベーションと誇りを持っ

たプロフェッショナルとしての業務実施等、活動実施における基本姿勢を提

示するとともに、職員は、「通報三原則の徹底（一人一人の意識改革）」、「運

転再開に当たって（もんじゅの意義・役割について、安全を確保する上で留

意すべきこと）」等をテーマにした職員グループ討議を実施した。 
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（３）当院の評価 

今回の臨時マネジメントレビューは、もんじゅに特化し理事長以下ほぼす

べての役員が参加して行われており、組織強化の効果として、もんじゅに対

する原子力機構の経営の関与強化の現れと見ることができる。 

当院は、当該レビュー結果を確認することにより、特別な保安検査を受け

て策定された行動計画に基づく取組とその評価・反映が行われた段階に比し

て、①理事長が自ら行うという経営層のレベルの点、②もんじゅ、敦賀本部

に加え東海本部もさらに関与を強めるという組織の幅の点、③安全性総点検

の指摘及び当院が特別な保安検査終了時に指摘した事項に止まらず幅広く試

運転再開の準備全般を対象としているという取組の幅の点、④取組結果の分

析・評価、改善の対処方針が整理されて理事長に報告され、品質保証活動の

質の向上に資する具体的な改善指示がなされているという分析・評価の質の

点において、チェック（Ｃ）、アクション（Ａ）の深化に取り組んでいると評

価する。 

潜在する不適合の予防のための業務プロセスやＱＭＳ文書の改善活動を継

続していることを確認した。 

発生した不適合の処置は管理されて進められていることを確認した。また、

平成２１年１０月に発生したナトリウム漏えい検出器に係るＬＣＯ逸脱事象

や平成２１年１２月に発生した送風機不作動事象について、自ら早期に問題

を発見し、自主的に要因分析、対策検討を行い、それらが設備面、ソフト面、

人的な面、作業環境面それぞれにおいて必要な深さで行われ、立案された対

策が実施されていることを確認した。 

自律的な品質保証体制においては、重大な事態に至る前の早期に問題を自

ら発見して要因分析し是正ができること、改善努力を継続していくことが重

要であるところ、上記の臨時マネジメントレビュー、潜在する不適合の防止

のための取組及び発生した不適合の対応について、その重要な機能が発揮さ

れた実例として、取組効果や不適合原因の分析を深めるという点で改善が進

んでいると認められ、試運転再開に必要とされる自律的な品質保証体制の確

立に向けた取組が適切になされていると評価する。 
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品質保証は改善努力が常に継続されなければ务化が懸念されるものである。

高速増殖炉は運転経験が尐なく、また研究開発段階であることから、もんじ

ゅにおいては試運転再開後業務が大きく進展していくこととなるので、原子

力機構は、その進展に合わせ、試運転再開後も自らの発意で品質保証の改善

を、業務を実施しながら効率的に行っていくことが必要である。今回のよう

なマネジメントレビューについて、原子力機構は、試運転再開後も必要に応

じ、必要な広さ、深さで実施することが望まれる。また、職員の能力を維持・

向上させるとともに、特別な保安検査の過程での対応のように必要に応じ人

材投入を積極的に行っていくこと、経験から知見を得て学習しさらなる向上

を図っていくことが重要である。 

業務プロセスフローは業務が「見える化」され、不適合の要因分析・対策

検討に有用であると考えられることから、原子力機構は今後要因分析や対策

検討にも活用することが必要である。 

試運転再開後の業務が進展していく中で品質保証を機能させていくには、

職員のＱＭＳを使いこなそうという姿勢や業務に対する使命感がますます重

要となる。原子力機構は、その醸成活動に取り組んでおり、その継続・強化

をしていくことが必要である。 

平成２１年１０月のＬＣＯ逸脱事象は、安全上の影響はなく、原子力機構

が早い段階で自ら発見し自主的に対応を行っており適切であるが、指揮命令

系統という組織の基本的事項に関連している。これは原子力機構が管理の改

善等のために平成２１年２月に行った大きな組織変更・強化の効果をさらに

安定的に発揮していこうという過程で修正されていくべき留意事項と考えら

れる。理事長は臨時マネジメントレビューにおいて、組織強化の効果を確認

する一方、組織を増強した故の一層の内部コミュニケーションを指示してお

り、そのことも含め、原子力機構は実施している対策の効果について評価を

適時行い、必要な改善を継続していくことが必要である。 

送風機不作動事象については、直ちに安全機能に重大な影響を及ぼすもの

ではないが、重要な設備に係る不適合であることから、当院は、起動前準備・

点検の手順の妥当性確認のために行う起動前の立入検査において、原子力機

構の起動前準備作業として行う重要機器の作動確認の結果を確認する。試運
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転再開までに対応が必要な不適合、保修については、それらが完了している

ことを起動前の立入検査において確認する。また、当該立入検査においては、

原子炉起動の立会も行う。 

当院は、上述のとおり、試運転再開に当たっての最終確認として起動前の

立入検査を行うとともに、試運転再開後も保安検査、使用前検査等を厳正に

行っていく。 

原子力機構において、理事長は臨時マネジメントレビューにより、取組結

果の分析に加えもんじゅの現場での確認も行い、試運転再開のできる状況に

至ったと経営トップとしての判断を示した。原子力機構は、現在、試運転再

開に向けての最終段階の準備を進めている。試運転再開及びその後の炉心確

認試験の実施に当たっては、経営トップ以下一丸となって、ナトリウム漏え

い事故の教訓、専門的能力と組織力の双方の発揮の重要性、自らの任務への

使命、そして何よりももんじゅの安全確保に責任を持って当たることを改め

て銘肝して対応していくべきである。 
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２．運転管理 

 

（１）平成２１年度第１回保安検査（特別な保安検査）終了時までの当院の評

価及び指摘 

科学技術庁及び原子力安全委員会のナトリウム漏えい事故の原因究明にお

いては以下のとおりとされた。 

事故発生後に運転員が行った措置について事故の拡大防止の観点からみて、

①漏えい程度を正確に認識し、早期に原子炉を緊急停止すべきであった、②

現場確認と連続監視が適切に実施されていなかった、③２度目の現場確認後

トリップ操作を決定したが停止が遅れた、④温度低下を待たない緊急ドレン

の方法についても手順が整備されているべきであった、⑤換気空調システム

の早期停止が必要であった、といった問題があり、これらについては、異常

時運転手順書の記載に問題がある他、運転員の判断に適切性が欠けていたと

考えられる。この背景には、「教育・訓練の問題」、「運転体制・技術支援体制

の問題」等の不備がある。 

また、事故対応を指揮すべき者が対外対応に力をそがれたため指揮する者

が入れ替わり、正しい判断を下す指揮命令系統が不明確になった。さらに、

事故対応では、現場等を熟知した技術者が事故処理に専念する体制の確立が

必要であるが、対外対応、来訪者対応を含めて情報の取扱いを行うべき要員

が不足していたため、事故処理を行うべき要員がそれに動員され、結果とし

てどちらも十分に行えなかった。このような役割分担の不徹底が、動燃内部

で情報を共有化できず、情報の混乱を招いたと考えられる。事故後に公表し

た入域調査ビデオが編集したものであることがその後明らかになるなどの情

報の不適切な扱いの要因として「事故時の情報の重要性に対する認識の欠如」

が摘出された。 

安全性総点検において、運転手順書、教育訓練・運転管理体制、事故時対

応体制について、運転手順書間の相互の関係整理、制定・改正手続きの明文

化、運転手順書記載方法・内容等の改善、運転員教育・運転管理体制の充実

強化、現場で事故処理に当たるべき者が当該業務に専念できるよう事故時対

応体制の改善について指摘され、原子力機構はこれらの指摘に対する改善を
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行い、その結果を第４回報告までに報告した。 

その後、業務の中心が設備健全性確認に移行し、平成２０年３月のナトリ

ウム漏えい警報発報時に、漏えい警報が誤警報か否かの確認に時間を要し、

通報連絡が適切に行われず、通報連絡やＬＣＯ逸脱判断に遅れがあるなど、

運転管理面の課題が顕在化した。当院は、特別な保安検査を実施し、通報連

絡やＬＣＯ逸脱判断の迅速化を指摘するとともに、第４回報告に対する評価

の確定を保留した。当院は、第４回報告について、特別な保安検査及びその

後確認した内容も含め、以下のとおり評価を確定する。 

 

１）運転手順書 

当院は、第２回報告について、類似異常事象の手順書の統合、想定異常

事象の追加、運転手順書の制定・改訂時の設計要求事項の適合性確認や専

門家の意見反映等の審査・承認手続きの明確化（「運転手順書管理要領」の

制定）が行われており、安全性総点検の指摘を踏まえた取組が行われてい

ると評価した。 

また、当院は、第４回報告について、運転手順書記載方法、内容等の改

善について、以下のとおり、改造工事を踏まえた対応手順の整備、個々の

運転手順書の記載内容の整合、異常が進展した場合に次に見るべき手順書

の明示等が行われており、安全性総点検の指摘に対応した改善が行われて

いると評価した。 

 

①異常時運転手順書の記載内容の充実 

安全性総点検において、目的を達成するために十分な内容となっている

か等の観点から運転手順書の改善を行うことが必要であるとの指摘がなさ

れた。 

当院は、原子力機構がナトリウム漏えい対策工事等の設備改善内容を反

映して、「ナトリウム漏えいの早期検知」、「ナトリウム漏えい量の抑制」及

び「ナトリウム漏えいの影響緩和」の各設備を有効に機能させるよう、異

常時運転手順書の改訂を実施したことを確認した。 

具体的には、ナトリウム漏えいを判断するための警報の組合せを表に整
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理すること等により、運転員の判断を容易にするための工夫が施されてい

るとともに、ナトリウム漏えいと判断した場合、原子炉を手動でトリップ

する手順とされていること、漏えい判断のための整理表については、平成

２０年３月のナトリウム漏えい検出器誤警報発報事象を踏まえ接触型ナト

リウム漏えい検出器（ＣＬＤ）に係る手順について一部修正を行ったこと

を確認した。 

ナトリウム漏えいを検知するナトリウム漏えい検出器でナトリウム漏え

い警報が発報した場合、ナトリウム漏えいによるものか、誤警報であるか

の判断は２４時間以内にするとともに、２４時間以内に判断ができない場

合には原子炉を停止することを確認した。 

漏えいナトリウムに対する床ライナの健全性を確保するため、２次系空

気雰囲気室でのナトリウム漏えいの場合、緊急ドレンを行う手順とし、２

次ナトリウム充填ドレン系について、漏えい発生から緊急ドレン開始まで

の作業は、ドレン操作等を見直した運転手順書の下での運転訓練シミュレ

ータを用いた模擬操作により漏えい発生から緊急ドレン開始までは１８分

以内に、緊急ドレンは、緊急ドレン模擬試験において２５分以内に完了す

ることを、保安検査及び使用前検査により確認した。すなわち、床ライナ

の健全性が担保される４３分以内（平成１６年１月に当院が報告し原子力

安全委員会が妥当とした、ナトリウム漏えいによる床ライナの健全性確認

のための腐食減肉の評価の前提となった漏えいの終息時間）に漏えいを終

息できることを確認した。なお、これは原子力安全委員会が示したナトリ

ウム漏えい事故対策工事に係る設置変更許可後に規制行政庁が確認すべき

事項に該当するものである。 

また、平成２０年３月のナトリウム漏えい検出器の誤警報発報事象を受

け、原子力機構が、ナトリウム漏えい検出器の種類別に運転員による確認

方法、確認に要する時間の目安、ＬＣＯ逸脱判断後の保守員の発報原因の

確認方法、確認に要する時間の目安を整理し、漏えい警報発報から誤警報

か否かの判断までの対応内容等を整理表にまとめたことを確認した。運転

員がナトリウム漏えいの有無を確認し誤警報と判断できない場合はＬＣＯ

逸脱とする手順等を具体的に規定するとともに、ナトリウム漏えい監視装
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置のいずれか１種類が動作不能でも、一定の条件のもとにＬＣＯを満たし

ているとみなすことができるとした条件を具体的に規定する等の改善を行

ったことを特別な保安検査で確認した。 

以上より、当院は、原子力機構が改訂された異常時運転手順書の記載内

容について、ナトリウム漏えいに係る警報発報時及びそれに伴うＬＣＯ逸

脱時の手順を明確化していること、保安規定を改正し原子炉主任技術者の

独立性を明確化していること等から、安全性総点検の指摘に対応した改善

が行われていると評価する。 

 

②手順書間の記載の整合性 

安全性総点検において、マニュアル間の整合性については全般的に整合

が図られているが、計器類の番号の不整合、記載項目の抜け等の細かい記

載上の相違についても今後の見直しにおいて正確なものとすること、警報

処置手順書で対処する範囲を超える場合に次に見るべき手順書を具体的に

明記することにより、手順書の使い易さとともに的確な対応が可能となる

との指摘がなされた。 

当院は、原子力機構が、運転手順書管理マニュアルにおいて、手順書の

改正手続きを行う場合、運転手順書間の整合性確認及び関係規定類との整

合性確認を行うことを明記していること、警報処置手順書において、異常

が進展した場合の次に見るべき手順書を明確にしていることを確認した。 

 

③徴候ベースの運転手順書 

安全性総点検において、動燃からアクシデントマネジメント対策として、

徴候ベースの運転手順書を現行のマニュアルに加えて整備・導入する方針

が示された。 

当院は、原子力機構が当該方針を踏まえ、軽水炉におけるアクシデント

マネジメントの整備を参考に徴候ベースの運転手順書として異常時運転手

順書Ⅱを整備する計画とし、確率論的安全評価による事故シーケンス分析

を行うなど計画的に整備を進めていることを確認した。また、防災訓練に

おいては、異常時運転手順書Ⅱとして、一部の徴候ベースの運転手順が組
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み込まれて実施されていることを確認した。 

 

２）教育訓練、運転管理体制 

安全性総点検において、教育訓練、運転管理体制については、もんじゅ

に係る運転員の教育訓練期間は軽水炉と比較して短い部分がある、また、

試運転では原子炉の特性を調べることが目的の一つとなっていることを考

慮し、試験内容に応じ運転員を技術的に支援できる者の配置が必要である

と指摘された。 

当院は、原子力機構がナトリウム漏えい事故以前の「もんじゅ運転訓練

シミュレータ」を用いた訓練に加え、ナトリウム漏えい事故教育及び事故

対応訓練の強化、もんじゅ用教材の製作、階層別の教育項目の追加・整理、

シミュレータ訓練では対応できない教育メニューの新設等を行うとともに、

実設備を模擬できるよう改善されたシミュレータ設備を用いた訓練を実施

していることを確認した。 

また、全ての教育訓練を対象とした教育評価システムを「教育訓練実施

要領」として定めるとともに、各運転班に対する教育訓練の定量的な評価

方法として「管理者立会訓練」及び「個人評価表」を導入し、教育・訓練

内容の見直しや教育・訓練での指摘事項の運転班での指導への反映する仕

組みを構築したことを確認した。 

さらに、運転員の教育・訓練の充実を図るため、平成１９年７月から「運

転直」のサイクルを５班３交替制から５班２交替制に変更することにより

引継時間を合理化するとともに、教育訓練を主に実施するため運転直勤務

を外れる期間を「研修直」として教育訓練期間を明確にし、十分な教育訓

練期間を確保できる体制を整備するとともに、運転体制等については、運

転直とは別に試験班を設け、プラント１課（現在の発電課）が所掌する試

験の実施状況、当直への技術支援、他課が所掌する試験への当直支援、試

験調整グループとの調整を担当する体制としたことを確認した。 

 当院は、第４回報告の教育訓練、運転管理体制等の改善について、上記

のとおり、現場の専門的能力の維持向上のため、ナトリウム漏えい事故教

育の追加による運転員の教育訓練項目の追加・整理、運転訓練シミュレー
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タ設備の充実、十分な教育訓練期間を確保するための運転体制の充実強化

等が行われており、安全性総点検の指摘に対応した改善が行われていると

評価した。 

 

３）事故時対応体制 

安全性総点検において、本社と事業所の役割分担が必ずしも明確ではな

く、事故時の情報の管理は十分でないことから、原子炉施設の故障等の対

応を現地主導、本社支援型とするとともに、情報責任者の指揮による情報

班を設置できるようにして、事故時の膨大な情報を管理することが必要で

あると指摘された。 

当院は、原子力機構が動燃改革等を通じて旧動燃の事故時対応体制の見

直しを行い、安全に関する権限と責任を事業所長へ集約した事業所主導体

制とし、本部機能を支援組織として位置付け、対応体制の改善を図り、旧

核燃料サイクル開発機構発足時に敦賀本部を設置し、事故時対応も含め一

元的な管理・運営体制に移行し、安全管理、危機管理、事故時対応が所長

の明確な責任の下で行うこととし、異常事態又は非常事態の外部への速や

かな通報連絡と事故時対応組織の立ち上げについて、基本的対応組織及び

その役割分担を明確にしたことを確認した。 

もんじゅに係る事故時対応体制について、事故・災害対策運用要領及び

災害対策要領を定め、基本的役割分担を明確にし、サイトに２４時間体制

で「連絡責任者」を常駐させ、異常が発生した場合に通報連絡に対して、

連絡責任者の判断のもと外部への通報連絡の実施、外部連絡や社内連絡に

関する情報の整理、集約及び確認を行う情報班の設置など、迅速な通報連

絡及び対応を行えるようにしたことを確認した。 

事故時対応の訓練について、総合防災訓練（年１回以上）、一斉呼出応答

訓練（月１回以上）、通報訓練（毎日）を行い、異常時発生の際の組織運営

の連携習熟を図っていることを確認した。 

当院は、原子力機構が、平成２０年３月のナトリウム漏えい警報発報時

に、外部機関への通報連絡に遅れがあったことから、平成２０年４月より、

第三者的な立場で適時客観的に所長に助言を行うことを任務とする「危機
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管理専門職」を配置するとともに、通報連絡の迅速化の確実性を高めるた

め、勤務時間外における連絡責任者の１名宿直体制から連絡補助者を加え

た２名宿直体制への改善等を行ったことを特別な保安検査で確認した。ま

た、平成２０年１０月には、事故対応の取りまとめ機能強化のため、担当

部署を旧技術課から安全品質管理室に変更したことを特別な保安検査で確

認した。 

また、トップへの迅速な連絡を行うため、従来のＦＡＸ及び電話による

着信確認に加え、敦賀本部幹部への携帯電話への事故・トラブル情報のメ

ール発信を導入したことを特別な保安検査で確認した。 

さらに、国・自治体への通報連絡については「事故・トラブル通報・連

絡要領」が策定されたことを、報道機関等への公表については「事故・ト

ラブル公表要領」を制定するとし、ナトリウム漏えい警報が発報した場合

は、予め計画された作業に伴う警報発報の場合及びナトリウムが充填され

ていない部位に係る警報発報の場合を除き公表すると整理したことを特別

な保安検査で確認した。 

以上より、当院は、上記のとおり、敦賀本部の一元的管理の下、所長の

明確な責任による体制、現場で事故処理に当たるべき者が当該業務に専念

できる体制の整備、通報連絡に係る公表基準の見直しにより、事故時対応

体制が強化されていることを確認したことから、第４回報告の事故時対応

体制の改善について、安全性総点検の指摘に対応した改善が行われている

と評価する。 

 

当院は、上記１）、２）及び３）のとおり、特別な保安検査において、異

常時の対応手順のうち、ナトリウム漏えい警報発報時及びそれに伴うＬＣＯ

逸脱時の手順の明確化、危機管理専門職、安全品質管理室の設置、勤務時間

外の連絡責任者の体制のさらなる強化、通報や公表の基準の整備による事故

時対応体制の改善が行われていることを確認したことから、特別な保安検査

を終了するとともに、改善されたナトリウム漏えいに係る警報発報時及びＬ

ＣＯ逸脱時の手順の保安規定その他関連文書への反映の完了が必要と指摘し

た。 
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（２）第５回報告における原子力機構の取組の要点 

①運転手順書 

改善されたナトリウム漏えいに係る警報発報時及びＬＣＯ逸脱時の手順

の保安規定その他関連文書への反映を実施するとともに、特別な保安検査

以前から、試運転再開に必要で保安上の項目である、運転管理、被ばく管

理、放尃線管理、物品調達管理、燃料管理、炉心管理及び教育訓練の２次

文書、３次文書の見直しについても、安全性総点検の指摘に対する対応と

併せて、運転手順書管理要領等に基づき、必要に応じ改正を行っている。

また、ナトリウム漏えい警報発報時等の取扱手順については、今後も試運

転再開後の運転経験を踏まえ改善を継続する。 

 

②教育訓練、運転管理体制 

平成１９年７月に発生した新潟県中越沖地震によるプラント各設備への

影響を参考事例とした机上での想定訓練、平成２０年のナトリウム漏えい

警報発報時の教訓を踏まえた教育、平成２１年１月より導入した保全プロ

グラムに関する教育訓練を新たに実施している。また、運転管理体制につ

いて、平成２１年１０月時点の発電課在籍者は７４名のうち、訓練運転員

を含む総運転員数は５８名（運転直１班当たり１１名～１２名）であり、

運転員以外に、点検作業管理及び試験管理を行う試験／点検班、プラント

管理を行うプラント管理チーム、運転手順書の見直しを行う手順書検討チ

ームを設け、プラント運転管理を行っている。 

 

③事故時対応体制 

平成２１年９月から、トラブル事例集等を活用したトラブル対応訓練を

もんじゅと敦賀本部が連携して月１回実施している。また、本訓練は、試

運転再開まで毎月行うこととしているが、その後の対応については、平成

２１年度の実施結果を評価し、平成２２年度以降の方針を決めていく方向

で検討している。 

平成２１年１０月７日のＬＣＯ逸脱事象について、「事故・トラブル公表
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要領」に基づき、週報として週末に公表したが、外部機関等の要請を踏ま

え、軽微な運転上の制限の逸脱事象については、速やかにホームページに

公表するよう運用を改善した。 

 

（３）当院の評価 

第４回報告の内容及び特別な保安検査以降に確認した内容から、以下を確

認し、安全性総点検及び特別な保安検査終了時の指摘に対応した改善が行わ

れていると評価する。 

・ナトリウム漏えいの早期検知、抑制、影響緩和等の設備改善を踏まえた

手順書の改善 

・通報連絡の要否など判断や操作に係る手順の明確化 

・ナトリウム漏えい事故教育の追加や十分な教育訓練期間を確保できる体

制の整備に取り組んでいること 

・敦賀本部の一元的管理の下、所長の明確な責任による事故時対応体制と

する改善、強化が行われていること 

手順書類や教育訓練について、運転経験や毎年度の取組結果等を踏まえた

評価・改善が継続的に行われていることを確認した。 

以上のことから、試運転再開に当たって必要な手順書、運転管理体制、事

故時対応体制が整備される仕組みが整っていると評価する。 

原子力機構は、ナトリウム漏えい警報発報時等の取扱手順については、試

運転再開後の運転経験を踏まえてさらに改善していくことが重要である。ま

た、運転経験を積む中で運転管理に係る不適合事象に適切に対応するなど経

験・知見を得てプラントの安全・安定運転に反映し改善を継続していくこと

が重要である。 

もんじゅにおいて想定され得るトラブル等の事例とその対応に関する事例

集等を用いて、より一層の国民・地元住民の理解促進に努めることが望まれ

る。 

当院は、試運転再開後もこれらの状況を保安検査等で確認していく。 
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３．保守管理 

 

（１）平成２１年度第１回保安検査（特別な保安検査）終了時までの当院の評

価及び指摘 

もんじゅでは、ナトリウム漏えい事故以降、原子力機構が自ら定めた要領

書（建設段階における保守管理の重要度管理要領）に基づく点検方法・頻度

に則った点検が必ずしも行われず、また、点検結果に基づく点検内容・点検

周期の評価が十分に行われてこなかった面があり、平成２０年９月の屋外排

気ダクトの腐食事象やナトリウム漏えい検出器の誤警報発報事象により保守

管理上の課題が顕在化したことから、原子力機構は、保全活動の継続的な評

価・改善を繰り返すことにより確実な保守管理を行うため、保全プログラム

（設備毎に点検頻度、内容等を定めた保全計画等）を策定し、改正省令に基

づき、平成２１年１月より導入した。 

当院は、特別な保安検査において、保全プログラムがもんじゅの特徴、設

備の重要度、これまでの点検実績、常陽・海外の高速増殖炉・軽水炉の運転

経験等を踏まえ策定されていること、メーカ推奨等を基に保守的な保全プロ

グラムとしたことを確認した。また、ナトリウム漏えい検出器の誤警報発報

事象、屋外排気ダクトの腐食孔発生事象等のトラブルの教訓を踏まえ、务化

兆候の把握を強化する等の観点から、「ナトリウム漏えい検出設備取扱の手

引」、「外面务化機器・設備の肉厚測定マニュアル」、「電気・計測制御設備の

絶縁抵抗管理マニュアル」が制定されたことを確認した。さらに、屋外設置

設備の巡視点検（１回／月）や接触型ナトリウム漏えい検出器（ＣＬＤ（密

閉型））の絶縁抵抗測定（１回／月）が保全計画に追加されたことを確認した。 

以上のことから、当院は、特別な保安検査を終了するとともに、試運転再

開に向けて保全プログラムに基づき点検が行われ、必要に応じその結果を反

映して保全プログラムが見直されることが必要であると指摘した。 

 

（２）第５回報告における原子力機構の取組の要点 

原子力機構は、保全プログラムに基づく点検結果を踏まえた保全の有効性

評価を行い、過去の点検実績の精査も踏まえ、点検項目の追加（１次冷却系
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ＳＩＤの点検を新たに毎月実施）、外観点検の頻度の統一、炉外燃料貯蔵設備

汲上げポンプ及び循環ポンプ用電磁接触器の定期的な交換の追加、２次主循

環ポンプ潤滑油系給油ポンプの分解点検頻度の２年から４年への見直しなど、

点検項目や点検頻度等の見直しを実施した。 

 

（３）当院の評価 

原子力機構がもんじゅの特徴を踏まえた保全プログラムを制定しているこ

とを確認し、同プログラムに基づく保守管理を実施するとともに改善を継続

していると評価する。 

原子力機構は、今後炉心確認試験終了までに、保守管理の有効性評価を行

い、その結果を踏まえ４０％出力プラント確認試験段階の保全プログラムを

制定することが必要である。また、現在取り組んでいる軽水炉にない設備等

についての部位毎に考慮すべき务化メカニズムと有効な保全方法の取りまと

めや、機器データベース及び保守管理データベースの整備を引き続き行い、

計画的に構築していくことが必要である。 

試運転再開後も、保守管理に係る不適合事象に適切に対応するなど保守経

験を積み重ねる中で保守管理の改善の継続が必要であるとともに、高速増殖

炉の保全手法の確立に努めることが重要である。 

当院は、試運転再開後もそれらの状況を保安検査等で確認していく。また、

試運転再開までに対応が必要な不適合、保修については、それらが完了して

いることを起動前の立入検査において確認する。 
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４．新知見の反映 

 

（１）平成２１年度第１回保安検査（特別な保安検査）終了時までの当院の評

価及び指摘 

 特別な保安検査を行うこととなったため、評価の確定を保留した第４回報

告のうち安全研究に係る部分は、特別な保安検査の結果とは直接的な関連が

特になかったことから、特別な保安検査終了に伴い、平成２１年１０月１５

日に評価を確定した。 

 

①安全研究の反映 

安全性総点検では、当時行われていた高速増殖炉に関連する安全性研究１

５，８３８件（旧動燃で平成８年１２月末まで、他の機関で昭和５８年以降

平成８年１２月までに行われたもの）のうち、最終的に反映すべきものとし

て１２７件を抽出し、その内容ともんじゅへの反映について検討が行われた。

その結果、安全性総点検の指摘として、最終的に反映すべきものとされた「蒸

気発生器伝熱管破損対策」、「燃料温度評価の高度化」及び「制御棒の長寿命

化」について、第４回報告において対応が報告され、当院は、その内容が妥

当であると評価した。評価の概要を以下に示す。 

 

○蒸気発生器伝熱管破損対策 

原子力機構は、伝熱管の高温高速引張り試験データの拡充、評価手法の

検証等を行い、高温ラプチャに対する破損裕度の評価を行うとともに、安

全余裕向上の観点から、蒸気発生器伝熱管破損対策工事として、検出機能

の強化対策及びブローダウン性能の強化対策工事を実施した。 

当院は、第４回報告に対する評価において、原子力機構が、これまでに

実施した評価手法の検証結果等から破損裕度の評価を行い、その結果から

安全裕度向上を目的とした設備改善を行う等、安全性総点検の指摘に対応

した改善が行われていると評価した。 

 

○燃料温度評価の高度化 
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原子力機構は、長期保管状態にある燃料中にはアメリシウムが蓄積する

ことから、燃料融点に係る新知見や常陽で得られた燃料溶融照尃試験デー

タ等を用いて行ったアメリシウム蓄積の影響評価に基づき、従来の燃料最

高温度の制限値と燃料最高温度評価の妥当性を確認した。 

当院は、第４回報告に対する評価において、原子力機構が申請した原子

炉設置変更許可申請の審査の過程においてそのことを確認していることか

ら、安全性総点検の指摘に対応した改善が行われていると評価した。 

 

○制御棒の長寿命化 

原子力機構は、制御棒の長寿命化における課題としては、ペレットの照

尃によるスエリング等により被ふく管が損傷する可能性を挙げ、これを回

避するための研究・開発を行い、ナトリウムボンド型長寿命制御棒の有効

性を確認し、高燃焼度炉心の４サイクル運転期間まで使用可能な制御棒概

念の成立性の見通しを得た。 

当院は、第４回報告に対する評価において、原子力機構が制御棒の長寿

命化に対し、今後、もんじゅに導入するための必要な設計検討、研究開発

を着実に実施し、制御棒の長寿命化の計画を進めていることを確認したこ

とから、安全性総点検の指摘に対応した改善が行われていると評価した。 

 

②最新情報の反映 

原子力機構は、第３回報告において、軽水炉や高速炉のプラントの事故・

故障等情報、研究開発成果情報等をもんじゅの運転管理、保守管理等へ継続

して反映するため、最新技術情報の反映に係る管理要領を制定するとともに、

当該要領に基づき、最新知見を収集し、専門家の意見も踏まえ、信頼性向上

対策検討会、最新技術情報評価検討会等において検討が実施されていること

から、当院は、最新知見を収集し、もんじゅ内及び調達先に反映し、共有す

る仕組みが構築されていると評価した。 

 

（２）第５回報告における原子力機構の取組の要点 

事故・故障等情報に関して、主に軽水炉の事故・故障情報等について、信
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頼性向上対策検討会で詳細な調査の必要性等の検討を行っており、これまで

に約９００件の情報を調査し、４２件について予防処置としてもんじゅに反

映した。また、研究開発情報に関して、情報収集、精査を継続して実施する

とともに、最新技術情報評価検討会で調査状況、反映の処理状況を確認して

おり、これまでに約１７００件の情報を調査し、５件についてもんじゅへ反

映した。 

 

（３）当院の評価 

新知見の反映について、最新技術情報の収集対象の追加を確認し、構築し

た新知見を反映する仕組みを継続的に運用していると評価する。 

当院は、試運転再開後もその状況を保安検査等で確認していく。 

原子力機構は、蒸気発生器伝熱管破損対策について、実際に水及び蒸気を

放出するブローダウン特性試験については、性能試験（４０％出力時）にお

いて実施し、蒸気発生器伝熱管破損対策に対する最終的な評価を行うことと

しており、それを着実に実施することが必要である。これは、平成１４年１

２月１２日に原子力安全委員会から示されたナトリウム漏えい事故対策工事

に係る設置変更許可後の段階に規制行政庁が確認すべき重要事項に該当する。

当院はその結果を保安検査、使用前検査等で確認する。 

また、原子力機構は、制御棒の長寿命化のため、今後ナトリウムボンド型

長寿命制御棒を採用する方針を示しており、当該制御棒に係る安全性につい

ては、今後、原子力機構が当該制御棒を採用する際に行う原子炉設置変更許

可申請に対し審査を行う。 
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第３章 設備面に係る評価 

 

１．ナトリウム漏えい対策等改造工事 

 

（１）平成２１年度第１回保安検査（特別な保安検査）終了時までの当院の評

価及び指摘 

①ナトリウム漏えい対策に係る設備改善 

安全性総点検においては、ナトリウム漏えい対策に係る改善策について「ナ

トリウム漏えいの早期検知」、「ナトリウム漏えい量の抑制」及び「ナトリウ

ム漏えいの影響緩和」の観点から、原子力機構が策定した改善策の有効性が

確認されている。 

原子力機構は、第１回報告において、ナトリウム漏えい対策の設備改善の

基本方針と改善内容について、第４回報告において改善結果（改善の内容、

確認試験内容及び確認試験結果等）を報告し、当院は、原子炉設置変更許可

に係る設備改善については、使用前検査において改造後の設備が技術基準を

満足していることを、使用前検査の対象となっていない設備改善については、

保安検査等において第４回報告に係る措置が講じられていることを確認した。

主な内容を以下に示す。 

 

○ナトリウム漏えいの早期検知 

機器・配管が設置された空気雰囲気室における保温材外へのナトリウ

ム漏えいに伴う燃焼を、早期かつ確実に検知するための煙感知型・熱感

知型のナトリウム漏えい検出器（セルモニタ）の設置、ナトリウム漏え

い時に中央制御室の運転員に事故情報を正確かつ迅速に提供するための

中央制御室内への総合漏えい監視システムの設置が行われたこと。 

 

○ナトリウム漏えい量の抑制 

ドレン時間を短縮して漏えいを早期かつ確実に停止できるようにする

ため、２次ナトリウム充填ドレン系において、ドレン配管の増設、既設

ドレン配管の大口径化、ドレン弁の多重化等が行われたこと。 
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○ナトリウム漏えいの影響緩和 

ナトリウム燃焼及びそれに伴うエアロゾル拡散を抑制するための蒸気

発生器室の換気装置自動停止インターロックの改造、２次主冷却系等の

部屋における窒素ガスの注入機能の追加、窒素ガス注入を効果的に行う

ための建物内の区画化等の改造が行われたこと。 

   

原子力安全委員会から平成１４年１２月１２日に示された確認すべき重要

事項の一つである「空気雰囲気へのナトリウム漏えい対策に係る確認」のう

ち、「２次系ナトリウムの抜き取り（ドレン）の所要時間」については、原子

力機構により緊急ドレン模擬試験が行われ、当院は、２次ナトリウム充填ド

レン系の緊急ドレンが２５分以内に完了することを使用前検査により確認し

た。 

当院は、第４回報告について、第１回報告において示された漏えいの早期

検知、抑制及び影響緩和の基本方針及び改造内容に基づき、設備の改善工事

が完了していることを使用前検査等で確認し、安全性総点検の指摘に対応し

た改善が行われていると評価した。 

 

②信頼性向上等を目的とした設備改善（ナトリウム漏えい対策以外の設備改

善） 

原子力機構は、運転員・保守員からの改善提案や試運転経験などを基に５

８件の設備改善を検討し、これらの改善提案について対応（改善工事５２件、

改善不要６件）を完了したことを第４回報告までに報告した。当院は、当該

信頼性向上のための措置が講じられていることを関連書類及び施設現場への

立ち入りにより確認した。 

当院は、第４回報告について、信頼性向上等を目的とした全５８件の設備

改善についての改善が完了していることを確認し、安全性総点検の指摘に対

応した改善が行われていると評価した。 

 

③ナトリウム漏えい検出器の改善 
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原子力機構は、平成２０年３月２６日のナトリウム漏えい検出器の誤警報

発報事象を踏まえた、平成２０年４月７日の当院指示に対して、平成２０年

４月１４日に策定した「高速増殖原型炉もんじゅナトリウム漏えい検出器に

関する点検計画」に基づき、原因究明及び点検を行い、その結果を平成２１

年２月２７日（平成２１年４月２１日、一部補正）に当院に報告した。当院

は、特別な保安検査等によりその内容を確認し、原子力機構の報告は妥当で

あると評価した。原子力機構は、対策工事を実施し、当院は以下のとおり確

認した。 

平成２０年３月の１次メンテナンス冷却系ナトリウム漏えい検出器（ＣＬ

Ｄ）の誤警報発報の原因については、ＣＬＤの据付不良（施工不良）と推定

され、当院は、原子力機構が施工不良の観点から全てのナトリウム漏えい検

出器及び差込構造を持つ計装品等の点検を実施し、留具がシーラント型のＣ

ＬＤ全２５２個を、留具の締付け管理がより確実にできるスウェージロック

型のものへ交換したことを使用前検査により確認した。 

平成２０年９月の２次系オーバフロータンクナトリウム漏えい検出器（Ｃ

ＬＤ）の誤警報発報の原因について、過去に同じ型のＣＬＤで経験していた

イオン・マイグレーションによる絶縁务化であり、当院は、原子力機構が、

２次系ＣＬＤのうち、銀ロウ付けのＣＬＤ全９１個中９０個について、イオ

ン・マイグレーションが起こりにくい金ロウ付けのＣＬＤへ交換したことを

使用前検査により確認した。 

特別な保安検査終了時に、改良型ＣＬＤへの交換を完了すべきことを指摘

した。 

 

（２）第５回報告における原子力機構の取組の要点 

特別な保安検査終了時に試運転再開までに完了させることが必要と指摘さ

れたナトリウム漏えい検出器の不具合の対策工事について、改良型の検出器

への交換を完了した。 

 

（３）当院の評価 

残っていた改良型ＣＬＤのへの交換がなされたことを使用前検査で確認し
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た。 

安全性総点検の指摘に対応した設備改善及び特別な保安検査終了時に指摘

したナトリウム漏えい検出器の不具合の対策工事の完了がなされていると評

価する。 
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２．長期停止プラントの設備健全性確認 

 

（１）平成２１年度第１回保安検査（特別な保安検査）終了時までの当院の評

価及び指摘 

高速増殖原型炉もんじゅは、平成７年１２月のナトリウム漏えい事故以降、

長期間運転を停止している。もんじゅの試運転再開に当たっては、原子力機

構による管理が適切に行われ、ナトリウム漏えい事故以前に使用前検査を実

施した機器・設備が当時の性能を維持していることを確認することが重要で

ある。 

このため、原子力機構は、平成１８年９月に設備健全性確認計画を策定し、

これに対し、当院及び原子力安全基盤機構は、立入検査を実施し、平成１８

年９月、原子力機構が策定した設備健全性確認計画が妥当であると評価した。 

原子力機構は、設備健全性確認計画に基づき、長期間停止していた設備の

健全性を確認し、安全に試運転が行えるプラント状態を確立するため、使用

前検査対象設備に自主保安設備を加えたもんじゅの全ての設備を対象とする

長期停止プラントの設備健全性確認として、改造を実施した設備の健全性確

認、機器・設備レベルでの健全性確認、系統・プラントレベルの健全性確認

を実施した。 

一方、平成２０年９月に屋外排気ダクトに腐食孔が確認される等、過去の

不具合や経年务化に対する設備健全性確認の点検方法や結果の評価が必ずし

も適切でなかったことが問題点として顕在化したため、原子力機構は、設備

健全性確認の点検方法等が妥当であるかどうかを検証し、必要な追加点検を

実施してきた。また、２次系オーバーフロータンクのナトリウム漏えい検出

器（ＣＬＤ）の誤警報発報は、過去の不具合事例が十分に反映されていなか

ったことが再発を防げなかった要因であることから、原子力機構は、過去の

不具合・务化事象を抽出し、それらが確実に把握できる点検方法となってい

ることを確認した。これに対し、当院は、原子力機構の行った点検・試験の

方法等の「設備健全性確認のプロセス」が妥当であることを確認し、特別な

保安検査を終了した。 

当院は、試運転再開に向けて、設備健全性確認を進め、試運転再開に必要
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な設備の健全性確認を完了することが必要であると指摘した。 

 

（２）第５回報告における原子力機構の取組の要点 

改造工事として、２次冷却系温度計の交換・撤去、ナトリウム漏えい対策

に係る設備の改善、蒸気発生器伝熱管破損対策に係る設備の改善について、

平成１７年３月に準備工事に着手し、平成１９年５月に本体工事を完了した。

改造設備の健全性に関して、改造設備の機器・設備が設計とおり製作、据付

けられ、計画された機能を発揮することを確認するため、製作、据付段階で

所定の試験・検査を実施するとともに、工事に係る試験・検査が終了した後、

平成１９年８月までに工事確認試験を実施し、設計要求どおりの機能・性能

が得られていることを確認した。 

平成１８年９月に策定した設備健全性確認計画に基づき、もんじゅの全て

の設備（使用前検査対象設備及び自主保安設備）を対象に、保守管理上の重

要度に応じた設備点検を行い、重要度の高い設備については、分解点検等も

実施するなど、機器・設備レベルの確認を実施した。また、平成２０年９月

の屋外排気ダクトの腐食孔発生事象やナトリウム漏えい検出器誤警報発報事

象を受け、過去の不具合や経年务化に対する設備健全性確認の点検方法が必

ずしも適切でなかったことが顕在化したことから、点検方法、点検結果及び

対応処置が、過去の不具合事例を踏まえた点検方法になっているか、結果の

評価が適切か等の設備健全性確認プロセス及びその結果の妥当性評価を実施

し、一部の設備について追加点検を実施したことを併せ、実施した点検方法

及び結果の評価が妥当であることを確認した。 

系統レベル又は複数の系統にまたがるプラントレベルの機能・性能につい

て確認するため、平成１９年８月からプラント確認試験を行い、①原子炉を

安全・安定に制御する機能の確認、②原子炉を冷却する機能の確認、③放尃

性物質の閉じ込め機能の確認、④燃料を安全に取り扱う機能の確認等の試験

を平成２１年８月までに実施し、それぞれの機能・性能が満足されているこ

とを確認した。 

その結果、原子炉格納容器全体漏えい率検査を除き、試運転再開までに必

要な設備健全性確認を終了し、炉心確認試験を行うことができる設備の状態
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であることを確認した。平成２１年１２月には、原子炉格納容器全体漏えい

率検査を実施し、試運転（炉心確認試験）再開に必要な全ての設備の健全性

を確認した。 

 

（３）当院の評価 

当院は、平成７年１２月のナトリウム漏えい事故以前に使用前検査を実施

した機器・設備が当時の性能を維持していることを確認するため、ナトリウ

ム漏えい事故後、試運転（炉心確認試験）再開までに確認すべき検査として、

原子炉等規制法に基づく検査１２１件（使用前検査）、電気事業法に基づく検

査６０件（使用前検査５８件、燃料体検査２件）を実施し、いずれの検査に

おいても、使用前検査等に係る技術基準に適合していることを確認した。 

また、安全上重要な設備のうち、止める、冷やす、閉じ込める及びもんじ

ゅ特有に係る主要設備の基本的な安全機能と経年的影響が懸念される主要設

備の健全性を使用前検査及び立入検査で確認した。このことに特別な保安検

査で設備健全性確認のプロセスの妥当性を確認していることを併せて、炉心

確認試験に必要な設備のうち使用前検査対象設備については、使用前検査に

係る技術基準に適合していることを確認した。 

原子力機構は、炉心確認試験時において使用しない水・蒸気系設備、固体

廃棄物処理設備、発電機に係る設備健全性確認は、４０％出力プラント確認

試験又は１００％出力性能試験（出力上昇試験）までに計画的に実施するこ

とが必要であり、当院は、その計画及び実施結果を保安検査、使用前検査等

により確認する。 

平成２１年１２月の送風機不作動事象については、直ちに安全機能に重大

な影響を及ぼすものではなく、また、原子力機構は適切に要因分析及び対策

立案を実施している。他方、重要な設備に係る不適合であることから、当院

は、原子力機構が起動前準備作業として行う重要機器の作動確認の結果を起

動前の立入検査において確認する。 
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第４章 総合評価 

 

当院は、以上のとおり、ナトリウム漏えい事故に係る安全性総点検の指摘及

び特別な保安検査結果を踏まえた改善が適切に行われていること、並びに設備

健全性が確認されたことにより、原子力機構は、試運転再開に当たって、安全

確保を十分行い得る体制となっていると評価する。 

 

 

第５章 今後の対応 

 

当院は、原子力機構が試運転再開時に行うこととしている炉心確認試験に係

る具体的な計画を策定した段階でその提出を受け、安全性の観点から妥当性を

評価し、試運転再開に向けた取組の最終確認として、原子炉起動前の立入検査

を行い、提出された計画の実施に係る運転操作等が確実に実施されることの確

認、原子炉起動の立会等を行う。 

炉心確認試験の実施中も立入検査、保安検査、使用前検査等によりその安全

性を継続的に確認する。炉心確認試験終了後にその結果を評価し、その後に予

定されている「４０％出力プラント確認試験」の実施に必要な安全確認の考え

方等を検討する。 

当院は、原子力安全委員会が決定（平成２２年２月４日）した「高速増殖原

型炉もんじゅの安全性総点検に対する対処及び報告を踏まえて今後事業者及び

規制行政庁に求める対応について」を踏まえ、今後とも、①高速増殖炉の特性

を踏まえた専門的知見の蓄積と向上を図るよう規制資源の一層の充実を含めて

対応を図ること、②原子力機構における運転実績等を踏まえ、安全上の重要度

を踏まえた規制の科学的合理性の一層の向上及びトラブル等の安全上の重要性

についての情報発信に引き続き努めていく。 
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（添付-1） 
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高速増殖原型炉もんじゅ試運転再開に当たっての安全確認の考え方について 

 

平成２１年５月２５日 

原子力安全・保安院 

 

１．経 緯 

高速増殖原型炉もんじゅについては、試運転中の平成７年１２月に発生した２次系ナ

トリウム漏えい事故以降、ナトリウム漏えい対策のための改造工事、初装荷燃料に係る

原子炉設置変更許可手続き等が行われ、試運転再開（０％原子炉出力性能試験）のため

の準備が進められている。また、当院は、平成１３年６月、当該漏えい事故を踏まえ旧

科学技術庁が包括的な「もんじゅ」の安全対策について取りまとめた「もんじゅ」安全

性総点検報告を基に対策を具体化し、その実施状況を報告するよう旧核燃料サイクル開

発機構に指示した。同報告はこれまで４回に分けて行われ、当院はその内容の評価を行

ってきた。 

一方、長期にわたるプラント停止の間、設備の経年务化、ナトリウム漏えい誤警報の

頻発等の新たな課題が発生し、特に昨年３月に発生した１次系接触型ナトリウム漏えい

検出器不具合による誤警報発報に伴い、施工管理上の課題のみならず、「もんじゅ」に係

る組織運営の在り方を含む品質保証体制上の重要な課題が顕在化した。これに対し、当

院は、特別な保安検査を実施し、敦賀本部の積極的関与、マニュアル遵守の徹底、組織

としての管理及び意志決定の仕組みの改善等の指摘を行い、その対応を行動計画として

取りまとめるよう原子力機構に指示した。原子力機構は、これを受け昨年７月末に行動

計画を当院に提出し、実施しているところ。 

行動計画の提出後、当院は３回にわたって行動計画の実施状況を確認するため特別な

保安検査を実施し、ナトリウム漏えい検出器不具合等に係る根本原因分析を踏まえた管

理体制の強化のための取組み状況等を確認しているところ。 

「もんじゅ」試運転再開に当たっては、試運転再開に必要な設備に係る使用前検査を

実施し、プラントとしての安全機能を確認するとともに、安全管理の在り方についても、

これまで実施された安全性総点検指摘事項への対応に加え、品質保証体制等の新たな課

題への対応の妥当性について、保安検査等により確認する必要がある。 

 

２．「もんじゅ」試運転再開に当たって確認すべき事項 

（１）設備面の確認 

「もんじゅ」は、現在、使用前検査を実施している段階にある。使用前検査は工事の

工程ごとに行い、試運転再開に当たっては、試運転に必要な設備が認可した設計及び技

（添付-2） 
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術基準に照らしその構造・機能に問題ないか確認する必要がある。この際、「もんじゅ」

は、平成７年１２月定格出力４０％での試運転の段階でナトリウム漏えい事故が発生し

て以降、一部の系統を除き停止しているので、その間の設備の経年务化を考慮し、検査

を実施する必要がある。（別紙１） 

 

（２）安全管理面の確認 

平成７年１２月に発生した漏えい事故に係るナトリウム漏えい対策及びこれを踏まえ

た「もんじゅ」の安全対策については、当院が対策の具体化を指示した安全性総点検に

おいて実施され、当院に報告されている。 

また、特に昨年３月に発生した１次系接触型ナトリウム漏えい検出器不具合による誤

警報発報を契機に、当院が作成を指示した行動計画の実施により、組織運営の改善を含

む安全文化・品質保証体制上の課題等の安全管理上の課題への対応が行われている。    

「もんじゅ」試運転再開に当たっての安全管理に係る課題については、当該安全性総

点検及び行動計画に網羅されていると考えられ、これらに具体化されている課題を次の

４つの安全管理上重要な事項に分類することとする。 

 

① 自律的な品質保証体制の確立 

② 長期停止設備健全性確認の確実な実施 

③ ナトリウム漏えい対策の確実な実施 

④ 保全プログラムに基づく保守管理の確実な実施 

 

更に、これらの安全管理上重要な事項を小項目として具体化し、これに応じて試運転

再開までに達成すべき目標及び着眼点を定めることとする。「もんじゅ」試運転再開に当

たっては、これらの目標が達成されている必要がある。（別紙２） 

 

３．今後の対応 

（１）行動計画の実施状況等の確認（特別な保安検査） 

当院は、これまで特別な保安検査において、行動計画の実施状況等を確認しているが、

今後の特別な保安検査（次回実施予定：平成２１年６月３日～６月３０日）においては、

別紙２の安全管理上重要な事項等を踏まえ、以下の事項が達成されていることを確認す

る。 

① 行動計画４２項目について実効性が得られるよう着実に実施されており、その結果、

もんじゅ管理体制の強化を始め安全文化・品質保証体制上の課題等について改善の取

り組みが行われ、自律的なＰＤＣＡサイクルが回り始めたことが確認できること。 
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② 長期停止設備健全性確認について、点検対象設備、点検方法、点検範囲、判断基準、

点検結果の評価及び対応処置についての妥当性が確認できること。 

③ 全てのナトリウム漏えい検出器について、これまでの不具合への対応が適切に実施さ

れるとともに、保守管理手法が確立されていること。また、すべてのナトリウム検出

器について、その種類、設置場所等に応じて、ナトリウム漏えい警報が発報した場合

に誤警報かどうかを判断する手順を含め対応手順が確立されていること。 

④ 設備の重要度等に応じた保全方法・保全頻度が適切に設定されているとともに、これ

までの点検実績等を踏まえ、保全プログラムが適切に見直されていること。 

 

（２）安全管理面の確認（保安検査） 

特別な保安検査終了後、原子力機構は、これまで当院に報告した安全性総点検の内容

について、行動計画における対応等を追加し、当院に報告する必要がある。 

当院は、原子力機構から報告書の提出を受け、別紙２に従い安全管理上重要な事項に

おける達成すべき目標を満たしているか保安検査により確認し、その妥当性評価を行う。 

 

（３）設備面の安全確認（使用前検査、立入検査） 

試運転再開に必要な検査項目（試運転に必要な設備を対象）について使用前検査を行

う。この際、改造、補修等が行われたものに加え、これまで使用前検査を実施した設備

であっても、構造の健全性や機能・性能の維持が確認できないものについては、改めて

使用前検査を行う。 

また、安全性総点検報告の一環として長期停止プラント設備健全性確認の実施結果に

ついて報告を受け、これを基に長期停止設備のうち安全上重要なもの（使用前検査によ

り確認したものを除く）について、独立行政法人原子力安全基盤機構とともに立入検査

を実施し、原子力機構が実施した点検記録の確認、設備の目視確認等により、その健全

性を確認する。 

 

（４）総合評価 

保安検査による安全管理面の確認（改訂された安全性総点検報告の評価）及び使用前

検査等による設備面の安全確認の状況は、逐次もんじゅ安全性確認検討会に報告し審議

を受け、当院として試運転再開の妥当性の評価を取りまとめる。また、その状況は、地

元等に積極的に説明を行う。 
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（
別
紙
１
）
 

 

「
も
ん
じ
ゅ
」
に
係
る
使
用
前
検
査
（
原
子
炉
等
規
制
法
）
に
つ
い
て
 

 

「
も
ん
じ
ゅ
」
で
は
、
建
物
・
機
器
・
配
管
等
の
使
用
前
検
査
が
昭
和

61
年

9
月
に
開
始
さ
れ
、
材
料
・
外
観
・
寸
法
・
据
付
等
の
検
査
を
行
い
、
平
成

6
年

9
月
に
、
 

○
 
イ
項
相
当
（
構
造
、
強
度
又
は
漏
え
い
に
係
る
試
験
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な
っ
た
時
に
構
造
、
機
能
又
は
性
能
を
確
認
す
る
検
査
）
 

の
最
後
の
使
用
前
検
査
を
実
施
し
た
。
ま
た
、
平
成

3
年

3
月
に
、
 

○
 
ロ
項
相
当
（
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
の
車
室
の
下
半
部
の
据
付
け
が
完
了
し
た
時
及
び
補
助
ボ
イ
ラ
ー
の
本
体
の
組
立
て
が
完
了
し
た
時
に
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
の
構
造
、
機
能
又
は
性
能
を

確
認
す
る
検
査
及
び
補
助
ボ
イ
ラ
ー
の
構
造
、
機
能
又
は
性
能
を
確
認
す
る
検
査
）
 

の
最
後
の
使
用
前
検
査
を
実
施
し
た
。
な
お
、
取
替
え
品
及
び
交
換
品
に
つ
い
て
は
、
イ
項
相
当
検
査
を
実
施
中
で
あ
る
。
 

更
に
、
平
成

3
年

7
月
か
ら
、
 

○
 
ハ
項
相
当
（
原
子
炉
に
燃
料
を
装
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な
っ
た
時
に
原
子
炉
に
燃
料
を
装
入
し
た
状
態
に
お
い
て
必
要
な
機
能
又
は
性
能
を
確
認
す
る
検
査
）
 

○
 
ニ
項
相
当
（
原
子
炉
の
臨
界
反
応
操
作
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な
っ
た
時
に
原
子
炉
が
臨
界
に
達
す
る
時
に
必
要
な
機
能
又
は
性
能
を
確
認
す
る
検
査
）
 

○
 
ホ
項
相
当
（
工
事
の
計
画
に
係
る
す
べ
て
の
工
事
が
完
了
し
た
時
に
原
子
炉
の
出
力
運
転
時
に
お
け
る
原
子
力
発
電
所
の
総
合
的
な
性
能
を
確
認
す
る
検
査
及
び
そ
の
他
工
事
の

完
了
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
検
査
）
 

の
使
用
前
検
査
を
開
始
し
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
以
下
に
使
用
前
検
査
一
覧
を
示
す
。
 

 ○
使
用
前
検
査
の
一
覧
 

１
.イ

項
相
当
（
ロ
項
相
当
含
む
）
 

１
.１

据
付
終
了
時
 

施
設
区
分
名
 

検
査
名
称
 

実
施
状
況
 

実
施
済
み
 

今
後
予
定
さ
れ
て
い
る
使
用
前
検
査
 

０
％
出
力
（
臨
界
を
含
む
）
ま
で
に
実
施
 

１
０
０
％
出
力
ま
で
に
実
施
 

核
燃
料
物
質
の
取
扱
設
備
及
び
貯
蔵
施

設
 

材
料
検
査
、
寸
法
検
査
、
外
観
検
査
、
据
付
検
査
、
耐
圧
漏
え
い

検
査
 等

 
○
 

－
 

－
 

共
通
 

外
観
検
査
、
据
付
検
査
 

○
 

－
 

－
 

計
測
制
御
系
統
施
設
 

材
料
検
査
、
寸
法
検
査
、
外
観
検
査
、
据
付
検
査
、
耐
圧
漏
え
い

検
査
 等

 
○
 

－
 

－
 

原
子
炉
格
納
施
設
 

材
料
検
査
、
寸
法
検
査
、
外
観
検
査
、
据
付
検
査
、
耐
圧
漏
え
い

検
査
 等

 
○
 

－
 

－
 

原
子
炉
本
体
 

材
料
検
査
、
寸
法
検
査
、
外
観
検
査
、
据
付
検
査
、
耐
圧
漏
え
い

検
査
、
密
度
検
査
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
均
一
度
検
査
、
欠
陥
検
査
、

溶
接
部
検
査
、
表
面
密
度
検
査
、
漏
え
い
検
査
、
構
成
確
認
検
査
 

等
 

○
 

－
 

－
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原
子
炉
冷
却
系
統
施
設
 

材
料
検
査
、
寸
法
検
査
、
外
観
検
査
、
据
付
検
査
、
耐
圧
漏
え
い

検
査
 等

 
○
 

－
 

－
 

そ
の
他
原
子
炉
の
附
属
施
設
 

材
料
検
査
、
寸
法
検
査
、
外
観
検
査
、
据
付
検
査
、
耐
圧
漏
え
い

検
査
 等

 
○
 

－
 

－
 

放
尃
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
 

材
料
検
査
、
寸
法
検
査
、
外
観
検
査
、
据
付
検
査
、
耐
圧
漏
え
い

検
査
 等

 
○
 

－
 

－
 

放
尃
線
管
理
施
設
  
 

外
観
検
査
、
据
付
検
査
 

○
 

－
 

－
 

 １
.２

据
付
終
了
後
（
ナ
ト
リ
ウ
ム
漏
え
い
対
策
工
事
 等

）
 

施
設
区
分
名
 

検
査
名
称
 

実
施
状
況
 

実
施
済
み
 

今
後
予
定
さ
れ
て
い
る
使
用
前
検
査
 

０
％
出
力
（
臨
界
を
含
む
）
ま
で
に
実
施
 

１
０
０
％
出
力
ま
で
に
実
施
 

核
燃
料
物
質
の
取
扱
設
備
及
び
貯
蔵
施

設
 

材
料
検
査
、
寸
法
検
査
、
外
観
検
査
、
据
付
検
査
、
耐
圧
漏
え
い

検
査
 

○
 

－
 

－
 

共
通
 

外
観
検
査
、
据
付
検
査
 

○
 

○
（
外
観
検
査
、
据
付
検
査
）
 

－
 

原
子
炉
格
納
施
設
 

材
料
検
査
、
寸
法
検
査
、
外
観
検
査
、
据
付
検
査
、
耐
圧
漏
え
い

検
査
 

○
 

－
 

－
 

計
測
制
御
系
統
施
設
 

材
料
検
査
、
寸
法
検
査
、
外
観
検
査
、
据
付
検
査
、
耐
圧
漏
え
い

検
査
 

○
 

－
 

－
 

原
子
炉
本
体
 

材
料
検
査
、
寸
法
検
査
、
外
観
検
査
、
据
付
検
査
、
耐
圧
漏
え
い

検
査
、
密
度
検
査
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
均
一
度
検
査
、
欠
陥
検
査
、

溶
接
部
検
査
、
表
面
密
度
検
査
、
漏
え
い
検
査
、
構
成
確
認
検
査
 

○
 

○
（
材
料
検
査
、
寸
法
検
査
、
外
観
検
査
、
密
度

検
査
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
均
一
度
検
査
、
欠
陥
検
査
、

溶
接
部
検
査
、
表
面
密
度
検
査
、
漏
え
い
検
査
、

構
成
確
認
検
査
）
 

－
 

原
子
炉
冷
却
系
統
施
設
 

材
料
検
査
、
寸
法
検
査
、
外
観
検
査
、
据
付
検
査
、
耐
圧
漏
え
い

検
査
 

○
 

○
（
材
料
検
査
、
寸
法
検
査
、
外
観
検
査
、
据
付

検
査
、
耐
圧
漏
え
い
検
査
）
 

－
 

そ
の
他
原
子
炉
の
附
属
施
設
 

材
料
検
査
、
寸
法
検
査
、
外
観
検
査
、
据
付
検
査
、
耐
圧
漏
え
い

検
査
 

○
 

－
 

－
 

放
尃
線
管
理
施
設
  
 

外
観
検
査
、
据
付
検
査
 

○
 

－
 

－
 

放
尃
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
 

材
料
検
査
、
寸
法
検
査
、
外
観
検
査
、
据
付
検
査
、
耐
圧
漏
え
い

検
査
 

○
 

○
（
材
料
検
査
、
寸
法
検
査
、
外
観
検
査
、
据
付

検
査
、
耐
圧
漏
え
い
検
査
）
 

－
 

 ２
.ハ

項
相
当
 

施
設
区
分
名
 

検
査
名
称
 

実
施
状
況
 

実
施
済
み
 

今
後
予
定
さ
れ
て
い
る
使
用
前
検
査
 

０
％
出
力
（
臨
界
を
含
む
）
ま
で
に
実
施
 

１
０
０
％
出
力
ま
で
に
実
施
 

核
燃
料
物
質
の
取
扱
施
設
及
び
貯
蔵
施

設
 

警
報
検
査
、
核
燃
料
物
質
貯
蔵
設
備
運
転
性
能
検
査
、
動
力
源
喪

失
検
査
 等

 
○
 

○
（
警
報
検
査
）
 

－
 

計
測
制
御
系
統
施
設
 

警
報
検
査
、
イ
ン
タ
ロ
ッ
ク
検
査
、
計
測
範
囲
確
認
検
査
、
制
御

棒
駆
動
機
構
常
駆
動
性
能
検
査
、
制
御
棒
そ
う
入
時
間
検
査
 等

 
○
 

○
（
警
報
検
査
、
計
測
範
囲
確
認
検
査
、
原
子
炉

保
護
設
備
ロ
ジ
ッ
ク
回
路
動
作
検
査
、
工
学
的
安

全
施
設
作
動
設
備
ロ
ジ
ッ
ク
回
路
動
作
検
査
、
原

子
炉
保
護
回
路
設
定
値
確
認
検
査
、
工
学
的
安
全

施
設
作
動
回
路
設
定
値
確
認
検
査
、
制
御
棒
駆
動

機
構
常
駆
動
性
能
検
査
、
制
御
棒
そ
う
入
時
間
検

査
）
 

－
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原
子
炉
格
納
施
設
 

警
報
検
査
、
イ
ン
タ
ロ
ッ
ク
検
査
、
ア
ニ
ュ
ラ
ス
負
圧
検
査
、
フ

ィ
ル
タ
性
能
検
査
 等

 
○
 

○
（
イ
ン
タ
ロ
ッ
ク
検
査
、
ア
ニ
ュ
ラ
ス
負
圧
検

査
、
漏
え
い
率
検
査
）
 

－
 

原
子
炉
施
設
全
体
 

燃
料
装
荷
前
総
合
検
査
 

○
 

－
 

－
 

原
子
炉
本
体
 

警
報
検
査
、
回
転
プ
ラ
グ
回
転
性
能
検
査
 等

 
○
 

－
 

－
 

原
子
炉
冷
却
系
統
施
設
 

警
報
検
査
、
イ
ン
タ
ロ
ッ
ク
検
査
、
ポ
ン
プ
運
転
性
能
検
査
 等

 
○
 

○
（
警
報
検
査
、
イ
ン
タ
ロ
ッ
ク
検
査
、
ポ
ン
プ

運
転
性
能
検
査
、
送
風
機
運
転
性
能
検
査
、
ポ
ン

プ
流
量
半
減
測
定
検
査
、
補
助
冷
却
設
備
起
動
性

能
検
査
）
 

○
（
警
報
検
査
、
イ
ン
タ
ロ
ッ
ク
検
査
、
主
蒸

気
安
全
弁
作
動
検
査
、
主
蒸
気
安
全
弁
漏
え
い

検
査
、
主
蒸
気
逃
が
し
弁
警
報
検
査
、
主
蒸
気

逃
が
し
弁
イ
ン
タ
ロ
ッ
ク
検
査
）
 

そ
の
他
原
子
炉
の
附
属
施
設
 

警
報
検
査
、
イ
ン
タ
ロ
ッ
ク
検
査
、
運
転
性
能
検
査
、
自
動
負
荷

検
査
 等

 
○
 

－
 

－
 

放
尃
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
 

警
報
検
査
、
イ
ン
タ
ロ
ッ
ク
検
査
、
液
体
廃
棄
物
処
理
装
置
運
転

性
能
検
査
 等

 
○
 

－
 

○
（
イ
ン
タ
ロ
ッ
ク
検
査
、
固
体
廃
棄
物
処
理

装
置
運
転
性
能
検
査
）
 

放
尃
線
管
理
施
設
 

警
報
検
査
、
校
正
検
査
 

○
 

－
 

－
 

 

３
.ニ

項
相
当
、
ホ
項
相
当
 

施
設
区
分
名
 

検
査
名
称
 

実
施
状
況
 

今
後
予
定
さ
れ
て
い
る
使
用
前
検
査
 

実
施
済
み
 

０
％
出
力
（
臨
界
を
含
む
）
ま
で
に
実
施
 

１
０
０
％
出
力
ま
で
に
実
施
 

原
子
炉
本
体
 
炉
心
 

炉
心
燃
料
集
合
体
 

ﾌﾞ
ﾗﾝ
ｹｯ
ﾄ燃

料
集
合
体
 

燃
料
装
荷
検
査
 

○
 

○
*1
 

○
*1
 

原
子
炉
本
体
 
炉
心
 

初
臨
界
確
認
検
査
 

○
 

－
 

－
 

原
子
炉
本
体
 

〔
試
験
用
集
合
体

A
及
び

B]
 

〔
試
験
用
し
ゃ
へ
い
体
〕
 

試
験
用
集
合
体
等
性
能
検
査
 

○
 

－
 

－
 

原
子
炉
本
体
 

原
子
炉
冷
却
系
統
施
設
 

炉
内
流
量
分
布
検
査
 

○
 

－
 

○
*2
 

原
子
炉
本
体
 

過
剰
反
応
度
測
定
検
査
 

○
 

○
*1
 

○
 

原
子
炉
本
体
 

計
測
制
御
系
統
施
設
 

反
応
度
停
止
余
裕
測
定
検
査
 

○
 

○
*1
 

○
 

原
子
炉
冷
却
系
統
施
設
 

ﾀｰ
ﾋﾞ
ﾝ保

安
装
置
検
査
（
停
止
中
）
 

○
 

○
*2
 

－
 

原
子
炉
冷
却
系
統
施
設
 

ﾀｰ
ﾋﾞ
ﾝ保

安
装
置
検
査
(無

負
荷
運
転
中
) 

○
 

－
 

○
*2
 

原
子
炉
冷
却
系
統
施
設
 

計
測
制
御
系
統
施
設
 

総
合
イ
ン
タ
ロ
ッ
ク
検
査
 

○
 

○
*2
 

－
 

原
子
炉
本
体
 

出
力
係
数
測
定
検
査
 

－
 

－
 

○
 

原
子
炉
本
体
 

原
子
炉
冷
却
系
統
施
設
 

計
測
制
御
系
統
施
設
 

出
力
変
更
検
査
 

－
 

－
 

○
 

原
子
炉
本
体
 

原
子
炉
冷
却
系
統
施
設
 

計
測
制
御
系
統
施
設
 

プ
ラ
ン
ト
ト
リ
ッ
プ
検
査
 

－
 

－
 

○
 

原
子
炉
本
体
 

原
子
炉
冷
却
系
統
施
設
 

計
測
制
御
系
統
施
設
 

１
次
主
冷
却
系
循
環
ポ
ン
プ
ト
リ
ッ
プ
検
査
 

－
 

－
 

○
 

原
子
炉
本
体
 

外
部
電
源
喪
失
検
査
 

－
 

－
 

○
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原
子
炉
冷
却
系
統
施
設
 

計
測
制
御
系
統
施
設
 

そ
の
他
の
原
子
炉
の
附
属
施
設
 

原
子
炉
本
体
 

原
子
炉
冷
却
系
統
施
設
 

計
測
制
御
系
統
施
設
 

発
電
機
負
荷
し
ゃ
断
検
査
 

－
 

－
 

○
 

原
子
炉
冷
却
系
統
施
設
 

タ
ー
ビ
ン
系
統
検
査
 

－
 

－
 

○
 

施
設
全
般
 

負
荷
検
査
 

－
 

－
 

○
 

原
子
炉
本
体
 

原
子
炉
冷
却
系
統
施
設
 

計
測
制
御
系
統
施
設
 

蒸
気
発
生
器
水
漏
え
い
検
査
（
模
擬
）
検
査
 

－
 

－
 

○
 

*1
：
設
備
改
造
（
変
更
許
認
可
）
に
よ
り
新
た
に
検
査
を
実
施
 

*2
：
既
に
実
施
済
み
の
検
査
で
あ
っ
て
も
、
設
備
が
長
期
間
停
止
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
、
再
検
査
を
実
施
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（別紙２） 

 

「もんじゅ」試運転再開に係る安全管理上重要な事項 

及びこれに応じた達成すべき目標等 

 

重要事項 達成すべき目標 着  眼  点 

１．自律的な品質保

証体制の確立 

（１）「もんじゅ」管理

体制の強化 

 

○経営層、管理職及び担当者が

個々の業務についてその目

的、内容、重要度、緊急性等

を考慮して職責を認識しなが

ら連携して業務を実施すると

ともに、進捗状況を管理する

取りまとめ役（判断を行う者）

を明確にしていること。 

○業務の実施を通じ、管理体制

に問題がないか自ら常に確認

し、是正する仕組みがあるこ

と。 

 

○理事会、マネジメントレビュー会議、敦賀本部会議、「もんじ

ゅ」所内各種会議等で案件に応じ、必要な検討が行われ、

適切な意志決定及び指示が行われているか。 

○意志決定が行われた案件について進捗管理を行う者が明

確であり、当該者が責任をもって案件を管理し、推進してい

るか。 

○意志決定の内容及び進捗状況が関係者で共有され、それ

ぞれが役割を認識しながら案件が処理されているか。 

○本部及び敦賀本部は、「もんじゅ」における業務の状況及び

問題点を把握しているか。 

○運営管理室及び安全品質管理室は、各部の業務の状況及

び問題点を十分把握し、必要な指示、指導を行っているか。 

○経営者及び管理職は、懸案の処理に当たって、十分な関与

を行っているか。 

○課題の処理が的確に行われているか。 

○管理体制上の問題点を積極的に明確にし、改善の取組み

が適切に行われているか。 

（２）根本原因分析

等に基づく組織風

土・安全文化・品質

保証体制上の問題

点の解明及び改善

策の実施・充実 

○個々の業務の実施面で、「も

んじゅ」始め原子力機構内の

コミュニケーションを十分に図

るとともに、外部に対して必要

な説明を行っていること。 

○個々の業務の実施において

それぞれの職責に応じた意志

決定を行う際、その技術的妥

当性、判断の合目的性、外部

の受け止め方等を慎重に考

慮していること。 

○組織風土・安全文化・品質保

証上の課題が不断に点検さ

れ、継続的に改善されている

こと。 

○業務の計画及び実施に当たって、現場に十分な説明が行

われているか、また、現場の声が十分汲み取られている

か。 

○業務の実施に当たって課題、背景等を十分踏まえた判断が

行われているか。 

○「もんじゅ」に係る重要なトラブル、動向等について、対外的

にどう説明するかの検討が十分行われ、積極的かつタイム

リーに公表されているか。 

○問題の処理に当たって、関連知見を広く集め、問題意識を

持ちながら多角的な検討を行い、対応を決めているか。 

○グループ討議、アンケート結果等から得られる組織風土・安

全文化上の課題が速やかに検討され、改善策が実施され

ているか。 
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重要事項 達成すべき目標 着  眼  点 

（３）これまでの特別

な保安検査指摘事

項、もんじゅ安全性

確認検討会指摘事

項及び行動計画の

実施を踏まえた行

動計画の充実 

○行動計画の実施状況が常に

点検され、各項目について実

施状況に応じた行動計画の変

更・充実とともに、実施体制の

見直しが必要に応じ行われて

いること。 

○行動計画の実施状況が適切に把握され、これを管理する体

制が明確になっているか。 

○行動計画の実施上の問題点が的確に把握され、その対応

策が検討されているか。 

○行動計画の見直し・充実に原子力機構幹部が積極的に関

与し、行動計画の実施に必要な予算、人員の確保等が行わ

れているか。 

○行動計画が実施状況を踏まえ適切に見直されているか。 

（４）行動計画の実

施 

 

○行動計画の達成状況の評価

に当たって各行動計画が策定

された背景、課題等を踏まえ

た実効性評価が適切に行わ

れ、行動計画が実施済みであ

ること、あるいは長期的に取り

組む課題が着実に実施されて

いること。 

○行動計画の実施状況の評価に当たって、実効性評価の判

断基準が明確にされ、客観的な評価が行われているか。 

○行動計画の実施スケジュールが明確にされ、判断基準に照

らし行動計画を実施済み、あるいは行動計画に基づき長期

的に取り組む課題が着実に実施されているということができ

るか。 

２．長期停止設備の

健全性確認の確実

な実施 

（１）点検の実施 

 

○長期停止プラント設備健全性

確認により安全上重要な設備

（使用前検査対象設備）であっ

て試運転再開に当たって使用

する設備について、判定基準

（使用前検査合格基準）を満

足することが確認されている

こと。 

○点検の結果、判定基準を満足

しないものについては、補修

等が適切に行われているこ

と。 

○点検後、長期間を経過してい

るものについては、再度の点

検等が行われていること。 

 

○ナトリウム漏えい対応設備も含め安全上重要な設備がすべ

て点検対象になっているか。 

○長期停止に伴う劣化事象を適切に把握できる点検方法が設

定されているか。 

○制御系、電気計装系等の付属設備についても、点検対象に

なっているか。 

○最新の知見を基に経年に伴う劣化事象が的確に把握され、

健全性評価が行われるとともに、必要な補修等が行われて

いるか。 

○点検のプロセスが明確化され、点検内容及び結果が適切に

記録されているか。 

○点検結果、これまでの運転・保守管理状況等を踏まえ、適

切な点検頻度や点検方法が検討されているか。 
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重要事項 達成すべき目標 着  眼  点 

（２）点検計画の見

直し 

 

 

○長期停止プラント設備健全性

確認計画が過去点検の実施

時期、劣化の発生状況等を踏

まえ判定基準が維持されてい

るかどうか適切に評価され、

必要に応じ見直されているこ

と。 

○過去の点検・補修、トラブルの発生等の評価が行われ、こ

れを踏まえ点検計画が適切に見直しされているか。 

○点検の過程で確認された劣化事象に関し、他の類似設備に

発生していないか検討され、必要に応じ点検が行われてい

るか。 

（３）長期停止プラン

ト設備健全性確認

計画における点検

対象、点検範囲及

び点検方法の妥当

性確認の実施 

○妥当性確認に当たって、想定

される劣化事象及び劣化部位

を明確にし、点検されているこ

と。 

○劣化が確認された場合、劣化

の状況をすべて把握できるよ

うな追加点検が行われている

こと。 

 

○劣化の抽出のため、これまでの補修実績、常陽や軽水炉に

おける経験等関連する知見が可能な限り収集され、参照さ

れているか。 

○劣化が確認された場合、当該劣化の状況が洩れなく確認・

評価されているか。 

○目視で劣化が確認できない部位については、代替手段で劣

化がないことが確認されているか。 

○点検のプロセスが明確化され、点検内容及び結果が適切に

記録されているか。 

 

（４）点検で劣化が

確認された場合の

対応（点検の拡大、

補修方法等）の妥

当性 

 

○当該劣化が判定基準を満たし

ているか適切に評価されてい

ること。 

○劣化に応じた補修等が行わ

れ、判定基準を満たすように

していること。 

○判定基準上問題ない劣化で

あっても管理を行うようにして

いること。 

○他の設備で同様の劣化が発

生していないか水平展開が行

われていること。 

○判定基準として使用前検査基準（設工認図書、技術基準等）

が使用されているか。 

○劣化があった場合の補修範囲及び補修方法は適切か。 

○直ちに補修の必要がない場合であっても、判定基準上問題

ないことの評価が適切に行われ、監視等の対応策が作成さ

れているか。 

○劣化が確認された場合の水平展開が十分行われている

か。 
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重要事項 達成すべき目標 着  眼  点 

３．ナトリウム漏え

い対策の確実な実

施 

（１）これまでに確認

されたナトリウム漏

えい検出器不具合

への対応 

 

 

 

 

○これまでに確認されたナトリウ

ム漏えい検出器不具合に係る

原因究明及び再発防止対策

が完了していること。 

○これまでに確認されたナトリウ

ム漏えい検出器不具合を踏ま

えたナトリウム漏えい検出器

に係る保守管理対策が確立さ

れていること。 

 

 

○これまでに確認されたナトリウム漏えい検出器（付属設備も

含む）に係る不具合が整理され、その原因究明及び再発防

止に係る対応が取りまとめられた「高速増殖原型炉もんじゅ

ナトリウム漏えい検出器の点検報告書」に従い対策工事が

すべて完了し、その結果が適切に評価されているか。 

○これまでの不具合対応を踏まえたナトリウム漏えい検出器

に係る保守管理手法が確立され保全プログラムに反映され

ているか。 

（２）ナトリウム漏え

い警報発報時の対

応策及び関連マニ

ュアルの整備 

 

○ナトリウム漏えい警報発報に

際の誤警報かどうか判定する

手順及び誤警報でない（ＬＣＯ

の逸脱）と判定した場合の運

転手順が明確にされ、保安規

定及び関連マニュアルに反映

されていること。 

○ナトリウム漏えいに係る通報

連絡及び公表の基準及び手

順が明確にされ、関連マニュ

アルに反映されていること。 

○すべてのナトリウム漏えい検出器の種類、設置場所等に応

じてナトリウム警報が発報した場合に誤警報かどうかを速

やかに判断する手順が検討され、明確になっているか。○

誤警報かどうか直ちに判断できない場合又は漏えいが確認

された場合は、安全確保のための判断及び操作を速やか

に行う手順となっているか。 

○ナトリウム漏えいに係る情報をその内容に応じタイムリー

に、かつ、容易に理解できるように公表することとなってい

るか。また、日頃から、ナトリウム漏えいに係る理解促進活

動が分かり易い形で行われているか。 
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重要事項 達成すべき目標 着  眼  点 

４．保全プログラム

に基づく保守管理

の確実な実施 

（１）保全プログラム

の整備 

 

 

○建設段階における保全プログ

ラムについて、最新知見を踏

まえ、適切な保全方法、保全

頻度が設定され、保全プログ

ラムが整備されていること。 

 

 

 

○保全に関する最新知見が常に収集され、保全プログラムに

反映できる仕組みが整備されているか。 

・設備の重要度 

・「もんじゅ」でこれまでの点検・補修記録等 

・常陽等国内外の高速炉、軽水炉及び一般産業における劣

化に係る知見 

・長期停止プラント設備健全性確認計画に基づく点検結果 

○予防保全を基本としているか。（設備の重要度等に応じて保

全方式が適切に設定されているか。） 

○点検手法及び点検頻度が適切に評価されているか。 

○これまでの点検・補修実績等を踏まえたものになっている

か。 

 

（２）保守管理の実

施 

 

○保全プログラムに基づき点検

等を実施するとともに、保全状

況に応じてこれが適切に見直

されていること。 

○保全プログラムに従い点検が実施されているか。 

○不具合が確認され、又は発生した場合、その対応が適切に

行われるとともに、不適合管理委員会等でその水平展開等

に係る検討が十分に行われ、その結果が保全プログラムに

反映されているか。 

○保全プログラムに従い実施された保全の実績を踏まえ、保

全方法等の有効性評価が行われ、その結果が保全プログ

ラムに反映されているか。 
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（参考１） 

 

１．もんじゅ安全性総点検指摘事項と実施スケジュール 

（第８回もんじゅ安全性確認検討会「資料８－５」抜粋） 
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２．「安全性総点検報告」への対応状況について 

 

 

○第１回報告 

①設備改善：ナトリウム漏えい対策設備の基本仕様の検討結果 

②品質保証体系・活動の改善：改造工事実施に係る品質保証体制・体系の見直し、設計

審査の充実等 

③安全性研究等の反映：蒸気発生器伝熱管破損対策に係る設備の基本仕様の検討結果 

  平成１３年 ７月 原子力機構から報告を受理（平成１４年５月一部改訂） 

  平成１４年１１月 確認結果を取りまとめ、原子力安全委員会に報告（第２回報告と

併せて報告） 

 

○第２回報告 

①設備改善：信頼性向上等を目的とした設備改善（ナトリウム漏えい対策以外の設備改

善） 

②品質保証体系・活動の改善：不適合管理の適正化、内部監査の充実等 

③運転手順書、運転管理体制等：運転手順書類の体系化及び改正手続きの改善 

平成１４年 ６月 原子力機構から報告の受理（平成１４年１１月一部改訂） 

平成１４年１１月 確認結果を取りまとめ、原子力安全委員会に報告（第１回報告と

併せて報告） 

 

○第３回報告 

①設備改善：信頼性向上等を目的とした設備改善（ナトリウム漏えい対策以外の設備改

善） 

②品質保証体系・活動の改善：ナトリウム漏えい対策等に係る改造工事の実施状況等 

平成１８年１０月 原子力機構から報告を受理（平成１８年１２月一部改訂） 

平成１９年 ２月 確認結果を取りまとめ、原子力安全委員会に報告 

 

○第４回報告 

① 設備改善：ナトリウム漏えい対策の設備改善の実施状況、信頼性向上等を目的とし

たナトリウム漏えい対策以外の設備改善の実施状況 

② 運転手順書、運転管理体制等：運転手順書類の充実、整合性の確保等 

③ 安全研究等の反映：蒸気発生器伝熱管破損対策の工事状況等 

   平成１９年１０月 原子力機構から報告を受理（平成２０年２月一部改訂） 

           現在、報告内容の確認を実施中 
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（参考２） 

 

「もんじゅ」組織運営に係るこれまでの指摘事項（抜粋） 

 

 （平成２０年度第１回特別な保安検査－平成２０年５月・６月） 

○敦賀本部は、「もんじゅ」で行われている点検等に対し、より積極的に関与すべきで

あり、敦賀本部として十分な確認・指示を行うべき。 

○トップマネジメントの関与、上級管理者の明確な方針の提示と実行等が十分に発揮で

きるような組織体制とはなっていない。敦賀本部においてトップが個別の重要案件に

主体的に関与して組織として十分な管理や適切な意思決定を行い、必要な判断及び指

示ができるような体制を構築すべき。 

 

（第１４回もんじゅ安全性確認検討会－行動計画案等） 

 ○（通報連絡遅れに関し）社会的に認められないということを本当に現場の方一人ひ

とりが全員受け止めているか。 

 ○（「もんじゅ」プロジェクトに関し）ＪＡＥＡの組織として、国の最重要事項をや

っているという矜持、プライドが必要。 

 ○職責と権限が明確になって、ふさわしい人材がいて、権限関係でもって物事が割と

クールに処理されるというのがまずあって、その上に人とか実質とかいうもので若

干の必要な修正を行うとうことではないか。 

  ○安全上何も問題がないのであればすべていいのか、そこが「もんじゅ」に携わって

いる者と国民とが大きくずれているところではないか。 

  ○数人の人間を品質保証に投入するよりも、１人の品質保証の神様みたいな、意地み

たいにそれをやるような人間が１人いることの方がずっと重要。 

  ○（通報連絡遅れに関し）教育すべきは現場の方ではなくて、何を優先すべきかを悩

んでいるということを知らなかった管理職や本部の方々なのではないか。 

 

 （平成２０年度第２回特別な保安検査－平成２０年９月、屋外排気ダクト損傷確認） 

  ○原子力機構は、ナトリウム漏えい検出器不具合に係る根本原因分析において、点検の

ための十分な体制を構築する意志決定ができなかったこと等についての組織要因分

析等の充実を行い、その結果を行動計画に反映する必要がある。 

  ○行動計画で明示された組織の見直し及び人的強化は、計画的に進められているものの、

重要な指揮命令系統の簡素化・明確化はまだ実施されていない。 

  ○ＷＡＮＯからの指摘に十分対応していなかったことに見られるように、外部からの指

摘を真摯に受け止め、対応しようとする姿勢や取組みが不十分。 

 

（第１５回もんじゅ安全性確認検討会－第２回特別な保安検査結果等） 

  ○トップが信頼されていなかったら、幾らマニュアルをつくっても、報告は遅れるし、
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報告をしないことが出てくる。トップへの信頼が大事であることを十分認識すべき。 

  ○一般的にさまざまな問題を起こす組織は、外から何を望まれているかということにつ

いて本当にわかっているかどうか、内部コミュニケーションに問題があって共通の価

値観が持てない、起きていることが適切に伝わってこない、事実に基づいてきちんと

判断していくという意思決定プロセスが成立していない、何かしなければいけないと

き極めてとことんやっていく、といった組織を運営する際の能力に問題がある。 

  ○電力会社から応援部隊が行っているのにもかかわらず、そういうことが本当に生かさ

れているのか。 

  ○２月の臨界に向けてどうしたいという情熱が感じられない。 

  ○我が国には非常に優秀な運転経験のある技術集団も存在する。そういうところの活用

をもっと検討すべき。 

  ○何人か電力の経験者を入れるだけではなくて、知識と経験をもっとトップに近いレベ

ルから生かすことは必要。 

 

（第１６回もんじゅ安全性確認検討会－運営・保安管理組織の見直し・強化等） 

 ○（管理体制の強化に関し）こういうところに配置する人々が、ある種の技術的能力

及びマネジメント能力を持って、今、起きている事象の意味がわかって、そのこと

をしかるべき人に伝え、同じ価値観でもって動いていくということを引っ張ってい

くようなことを期待したい。かなりしかるべき人で、しかるべき権限を与えていた

だかなければいけない。 

 ○起きている事象の意味がわかって、組織を動かすために、ある働きをしなければい

けないが、それが金縛りにあって動かなくなってしまう、ある種の価値観、習慣み

たいなものが存在していることや外でどんなこと思われているかということをち

ゃんと感じ取って、組織を動かしていかなければいけないというリーダーシップが

必要。 

○重視されているマネジメントのできる部長、室長が敦賀本部長や理事長の意思決定や

経営判断に直結するプロセスがどういう形で担保されているのか気になる。理事長や

敦賀本部の足りなかった部分を補うために、理事長や敦賀本部と部長との情報交換の

場が会議体として設定されているとか、それを確実にするためのプロセスが用意され

ている必要がある。 

 

 （平成２０年度第３回特別な保安検査－平成２０年１２月） 

  ○「もんじゅ」管理体制の強化については、組織上の問題点が整理され、改善策が具体

化されている。今後、根本原因分析等において現在検討されている組織風土・安全文

化上の課題の検討結果を踏まえた改善事項も反映し、引き続きマネジメントを充実・

強化する必要がある。 

  ○行動計画の実施については、実施体制が整備され、全体として着実に進められている

と考えるが、組織風土・安全文化面からの根本原因分析と改善策の具体化、ナトリウ
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ム漏えい検出器に係る点検、ＷＡＮＯピアレビュー改善事項への対応など重要な課題

への対応はまだ実施途上である。 

 

 （第１７回もんじゅ安全性確認検討会－第３回特別な保安検査等） 

  ○今度、組織の方をきちんとされるということであるが、ここに魂を入れるというか、

しかるべき人がちゃんとやってくれない限りは、幾ら形をつくってもだめ。炉安審

が保守管理専門委員会に変わったが、相変わらず責任逃れになる可能性がある。 

  ○職員一人ひとりが、例えば屋外排気ダクトのさびが安全上のどんな意味を持ってい

て、もんじゅの運転再開にどういう意味があるのかということを理解するという個

別の教育、個別の能力を高めていくことが重要。 

  ○点検をすればいいという話ではなくて、原因はどこにあって、その原因をちゃんと

取り除いているかどうかというところに思いが至るような技術力を担当の方々が

勉強する風土が非常に大事。 

 

（平成２０年度第４回特別な保安検査－平成２１年３月） 

  ○原子力機構は、業務の実施面で十分な改善を図り、組織体制が所期の目的に沿って運

営されるよう部署間の調整等を図るとともに、運営状況を自らチェックできる仕組み

を構築する必要がある。 

  ○ナトリウムの漏えいに係るＬＣＯの逸脱時の判断基準の見直し、ＷＡＮＯピアレビュ

ー改善事項への対応など重要な課題への対応はまだ実施途上である。 

 

（第１８回もんじゅ安全性確認検討会－第４回特別な保安検査等） 

 ○行動計画に多尐の不備がある、重要なところが抜けている、もしくはこの計画どお

り実施できない組織要因で何かがあるという状況のとき、そういうリスクへの対処

を認識しながら進めていくというのは必要。 

 ○考えられていることの思想がどれだけ本当に伝わっているか、計画そのものよりも

実行能力が大事。また、自分たちの考え方を絶えず国民にストレートに、できるだ

け早く考え方を伝えるという姿勢が大事。 

 ○ルールの根拠や意味を考え、問題点を探し出し、改善しようとする学習する意識を

醸成することは非常に大事。昔の事故の経験のある人とない人の差を埋めて更に新

しい技術を取得しようという意識をどうやって醸成するのか。 

  ○昨年のアンケートの結果で、コンプライアンスの重要性は外から言われて大事だと

いうことがわかっているが、中でさまざま起きていることに関してはなかなか伝わ

りにくいということを表しているか。 
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もんじゅ試運転再開に向けた設備健全性の確認の考え方について 

 

 

平成２１年１０月１５日 

原子力安全・保安 院 

 

 

１．設備健全性の確認の目的 

高速増殖原型炉もんじゅ（以下「もんじゅ」という。）は、建設工事の工程ごとに一連

の使用前検査を受検中であったが、平成７年１２月、４０％電気出力で試運転中に発生

した２次系ナトリウム漏えい事故以降、長期間運転を停止している。今後、試運転を再

開する（０％出力試験から再開）に当たっては、平成７年１２月以降、原子力機構によ

る管理が適切に行われ、ナトリウム漏えい事故以前に使用前検査を実施した機器・設備

が当時の性能を維持していることを確認することが重要である。このため、原子力機構

は、平成１８年９月に「長期停止プラント（高速増殖原型炉もんじゅ）の設備健全性確

認計画書」（以下「設備健全性確認計画」という。）を策定し、もんじゅの全設備の点検・

試験、プラントの長期停止に伴う補修・取替、ナトリウム漏えい対策のための改造工事

を行い、もんじゅの設備健全性確認を実施中である。 

当院は、もんじゅの試運転再開に当たり、試運転再開に必要な設備の健全性、すなわ

ち、もんじゅの機器・設備が使用前検査実施当時の性能を維持していることを確認する。

確認に当たっては、原子力安全基盤機構（以下「ＪＮＥＳ」という。）と合同で実施する。 

 

２．設備健全性の確認の方針 

（１）設備健全性の確認の対象設備の選定 

当院は、平成１８年９月、原子力機構が策定した設備健全性確認計画の妥当性を立

入検査を実施して確認するとともに、平成２１年度第１回保安検査（特別な保安検査）

においても、点検・試験の方法等の「設備健全性確認のプロセス」の妥当性を確認し

ている。 

このため、「設備健全性確認結果の妥当性確認」に当たっては、安全上の重要機能等

について確認すべき主要設備を選定してその結果を確認することとする。当院及びＪ

ＮＥＳが、健全性確認を行う設備は、使用前検査対象設備とし、その中から主要設備

を選定する。 

 

（２）設備健全性確認結果の妥当性確認の方法 

①使用前検査による確認 

（添付-3） 
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設備の务化等による「補修・取替」又はナトリウム漏えい対策のための「改造工

事」を行った機器・設備に係る検査については、ナトリウム漏えい事故後、使用前

検査を行ってきている。 

また、改造工事、補修・取替は行っていないが長期間運転を行っていないことか

らその健全性が明確とは言えない機器・設備については、機能・性能に係る使用前

検査を行ってきている。 

 

②立入検査による確認 

安全上重要な設備のうち「止める」、「冷やす」、「閉じ込める」及び「もんじゅ特

有」（※）に係る主要設備において基本的な安全機能を確認するため、①の使用前検

査を実施する点検・試験項目以外について立入検査を行い、原子力機構の行った健

全性確認計画に基づく点検・試験の結果を確認し、①の使用前検査結果と併せて健

全性を評価する。 

また、腐食等が顕在化した事象の発生を踏まえ、長期間停止していることによる

経年的影響（腐食、摩耗・浸食、絶縁务化等）の可能性のある代表的な設備を選定

して立入検査を実施し、同様に原子力機構の点検・試験の結果を確認する。 

  立入検査では、関連文書の確認及び機器・設備の現場確認等を行う。 

 

（※）「止める」、「冷やす」、「閉じ込める」には当たらないが、ナトリウムを使用する

高速増殖炉特有の観点から、もんじゅのプラント運営上重要な設備とする。 

 

③なお、０％出力試験時において使用しない、「水・蒸気系設備」、「固体廃棄物処理設

備」、「発電機」に係る設備健全性確認は、４０％出力試験又は１００％出力試験前

までに実施する。 

 

３．設備健全性の確認結果の評価 

  ２．の使用前検査及び立入検査は順次行っているが、当院は、原子力機構から現在実

施中の設備健全性確認計画の実施結果に係る報告書の提出を受けた後、これら使用前検

査及び立入検査による確認の結果により、原子力機構による設備健全性確認計画の実施

計画の妥当性を評価する。
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もんじゅ設備健全性確認の妥当性確認対象設備の選定について 

 

 

【止める機能】 

選定する設備及び試験 検査の種類及び内容 

機

器

・ 

設

備

レ

ベ

ル 

安 全 保

護 系 設

備 

・工学的安全施設作動設備  

・工学的安全施設作動設備(トリップ遮

断器開検出器) 

・原子炉保護系（１次系）  

・原子炉保護系（１次系以外）  

・工学的安全施設作動設備（安全保護回

路）  

外観点検：立入検査 

外観点検：使用前検査（補修・取替）  

 

性能・機能確認：使用前検査（長期停止）  

性能・機能確認：使用前検査（長期停止）  

性能・機能確認：使用前検査（長期停止）  

制 御 設

備・非常

用 制 御

設備 

・微調整棒駆動機構 外観点検：使用前検査（改造）  

性能・機能確認：使用前検査（改造、補修・取替）  

・粗調整棒駆動機構 

 

分解点検：立入検査 

性能・機能確認：使用前検査(補修・取替、長期停

止)  

・後備炉停止棒駆動機構 性能・機能確認：使用前検査(補修・取替、長期停

止)  

系統・プラント

レベル 

・安全保護系機能確認試験  

 

アナログ試験：使用前検査（長期停止） 

ロジック試験：使用前検査（長期停止） 

・微調整棒駆動機構作動試験 

 

 

 

 

・粗調整棒駆動機構作動試験 

 

 

 

・後備炉停止棒駆動機構作動試験 

 

 

 

・制御棒駆動機構関連設備制御系試験 

設定値確認試験：使用前検査（長期停止） 

可変速常駆動試験（定格流量）：使用前検査（改造、

補修・取替） 

スクラム特性試験（定格流量）：使用前検査（改造、

補修・取替） 

常駆動試験（定格流量）：使用前検査（補修・取替、

長期停止） 

スクラム特性試験（定格流量）：使用前検査（補修・

取替、長期停止） 

常駆動試験（定格流量）：使用前検査（補修・取替、

長期停止） 

スクラム特性試験（定格流量）：使用前検査（補修・

取替、長期停止） 

制御棒引抜阻止動作試験：使用前検査（長期停止） 

・外部電源喪失模擬試験  性能・機能確認：立入検査 

 

 

 

（添付-19） 
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【冷やす機能】 

選定する設備及び試験 検査の種類及び内容 

機

器

・ 

設

備

レ

ベ

ル 

１ 次 主

冷 却 系

循 環 ポ

ンプ 

・循環ポンプ  

 

・ポンプ軸封部  

外観点検：立入検査 

性能・機能確認：使用前検査（長期停止）  

分解点検：立入検査 

２ 次 主

冷 却 系

補 助 冷

却設備 

・温度検出取付管台の閉止キャップ  

・主配管  

・空気冷却器  

 

 

 

・送風機  

 

 

 

・補助冷却設備  

外観点検：使用前検査（改造）  

 

肉厚測定：立入検査 

外観点検（改造範囲）：使用前検査（改造）  

開放点検：立入検査 

性能・機能確認：使用前検査（長期停止）  

分解点検：立入検査 

外観点検（改造範囲）：使用前検査（改造） 

開放点検：立入検査 

性能・機能確認：使用前検査（改造、長期停止） 

２ 次 メ

ン テ ナ

ン ス 冷

却系 

・空気冷却器用送風機  

 

・電磁ポンプ 

開放・分解点検：立入検査 

性能・機能確認：使用前検査（長期停止）  

性能・機能確認：使用前検査（長期停止） 

系統・プラント

レベル 

・１次主循環ポンプ主モータ機能確認試

験  

・１次主循環ポンプポニーモータ運転試

験 

静特性試験：使用前検査（長期停止） 

 

ポニーモータ運転試験（Ｃループ）：使用前検査（長

期停止） 

・補助冷却設備機能確認試験 起動試験：使用前検査（長期停止） 

・メンテナンス冷却系設備機能確認 

 

警報確認：使用前検査（長期停止） 

系統運転性能確認：使用前検査（長期停止） 

・外部電源喪失模擬試験（再掲）  性能・機能確認：立入検査 
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【閉じ込める機能】 

選定する設備及び試験 検査の種類及び内容 

機

器

・ 

設

備

レ

ベ

ル 

原 子 炉

容器 

 

・原子炉容器  性能・機能確認：立入検査 

原 子 炉

格 納 容

器 

・格納容器本体  

・機器搬入口  

・エアロック  

・格納容器本体等  

肉厚測定：立入検査 

簡易点検：立入検査 

簡易点検：立入検査 

性能・機能確認：使用前検査（長期停止）  

系統・プラント

レベル 

・原子炉格納容器自動隔離弁機能確認試

験 

・原子炉格納容器エアロック機能確認試

験 

・原子炉格納容器全体漏えい率試験   

原子炉格納容器自動隔離弁機能確認試験：使用前検

査（長期停止） 

漏えい試験：使用前検査  

 

原子炉格納容器全体漏えい率試験：使用前検査（長

期停止） 

 

 

【もんじゅ特有】 

選定する設備及び試験 検査の種類及び内容 

機

器

・ 

設

備

レ

ベ

ル 

燃 料 出

入設備 

  

・燃料移送ポットを除く設備  

・燃料出入機本体Ａ直接冷却系加熱器  

・燃料出入機本体Ａ  

・燃料出入機冷却装置（燃料移送ポット

を除く）  

外観点検：立入検査 

簡易点検：立入検査 

 

分解点検：立入検査 

性能・機能確認：使用前検査（長期停止） 

系統・プラント

レベル 

・燃料取扱設備運転試験 燃料交換モード試験（炉心～EVST間移送）：使用前

検査（長期停止） 

燃料取扱設備動力源喪失試験：使用前検査（長期停

止） 
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【経年的影響】 

選定する設備及び試験 検査の種類及び内容 

腐食 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉補機冷却海水系主配管 外観点検：使用前検査（補修・取替） 

肉厚測定：使用前検査（補修・取替） 

性能・機能確認：立入検査 

アニュラス循環排気装置主配管 

 

 

外観点検：使用前検査（補修・取替） 

肉厚測定：使用前検査（補修・取替） 

性能・機能確認：使用前検査（補修・取替） 

気体廃棄物処理設備の排気筒 外観点検：立入検査 

肉厚測定：立入検査 

摩耗・务化等 制御用圧縮空気設備 

 

 

 

外観点検：立入検査 

肉厚測定：立入検査 

分解点検：立入検査 

性能・機能確認：立入検査 

絶縁务化 

 

接触型ナトリウム漏えい検出器（ＣＬ

Ｄ） 

性能・機能確認：使用前検査（補修・取替） 

燃料出入機本体Ａ直接冷却系加熱器（再

掲） 

簡易点検：立入検査 

計器精度务化 

 

プロセス計装（２次主冷却系温度伝送

器） 

性能・機能確認：立入検査 

プロセス計装（２次主冷却系圧力伝送

器） 

性能・機能確認：立入検査 

プロセス計装（安全保護系のＦ／Ｖ変換

器）  

性能・機能確認：立入検査 

燃料処理設備の流量伝送器  性能・機能確認：立入検査 

炉外燃料貯蔵槽２次補助 Na 系の圧力伝

送器 

性能・機能確認：立入検査 
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4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1

1)設備改善

(1)ナトリウム漏えい対策の設備改善 安全審査 対策工事

(解析等による詳細確認や詳細仕様の検討を継続実施）

基本仕様の検討

(解析等による詳細確認や詳細仕様の検討を継続実施）

基本仕様の検討

(解析等による詳細確認や詳細仕様の検討を継続実施）

基本仕様の検討

(2)信頼性向上等を目的とした設備改善
(Na漏えい対策以外の設備の改善) ＜(ⅰ)～(ⅴ）において、(　）内は、設備改善の実施状況を表す。＞

（17件中 実施完了16件、改善不要1件）

（9件中 実施完了8件、改善不要1件）

（19件中 実施完了16件、改善不要3件）

（7件中 実施完了7件）

（6件中 実施完了5件、改善不要1件）

2)品質保証体系・活動の改善

(1)品質保証体制、体系の見直し

平成９年度完了 （強化された体制のもとで諸活動を実施、今後活動状況等を評価）

（今後、体系の活用状況等を評価）

(2)品質保証活動の改善

（2次系温度計さや等の設計審査に適用、今後実施状況等により評価）

（強化された仕組みで運用中、今後運用状況等により評価）

 （充実された教育体系のもとで教育関連施設の整備を含めて実施中、今後実施状況等により評価）

（明確化した基準を適用して運用中、今後運用状況等により評価）

（同上）

（改善した制度のもとで運用中、今後諸制度及び活動の評価に活用）

（改善した制度のもとで実施中、今後実施状況等を評価）

（今後実施状況等を評価）

（今後運用状況等を評価）

3)運転手順書、運転管理体制等の改善

(1)運転手順書類の体系化、改正手続きの改善

（改善した手続きのもとで各種運転手順書の改正等を実施中）

(2)運転手順書記載方法、内容等の改善

(3)運転員教育、運転体制等の充実強化

（改善した体制に沿って訓練等を実施中、今後更に改善を進める。）

4)安全性研究等の反映

(1)蒸気発生器伝熱管破損対策

(解析等による詳細確認や詳細仕様の検討を継続実施）

基本仕様の検討

(2)燃料温度評価の高度化

評価手法高度化

(3)制御棒の長寿命化

（研究開発を継続実施中、それらの成果を踏まえて、もんじゅでの対応計画を定める）

31

27

28

12

(ⅰ)運転手順書類の体系化

19

(ⅴ)不適合管理の適正化

11

20

(ⅶ)メーカ品質保証監査の実施

6

9

(ⅰ)設計審査の充実

10

(ⅰ)品質保証体制の強化

7

8

▲：第2回報告(平成14年6月19日)、▼：第2回改訂報告(平成14年11月22日)

13

16

14

15

29

30

26

21

23

高速増殖原型炉もんじゅ安全性総点検指摘事項への対応実績

　制御棒の長寿命化研究開発

　最新評価手法を用いた燃料温度評価

(ⅱ)手順書間の記載の整合性

(ⅲ)徴候ベースの運転手順書の導入計画

(ⅰ)運転員教育・訓練の改善

(ⅰ)評価手法検証

平成17年度

(ⅰ)ナトリウム漏えいの早期検知

25

平成14年度平成13年度平成12年度

(ⅳ)保修票発行基準の明確化

(ⅱ）プラント機能の向上

(ⅲ)品質保証関連事項等の教育の充実

(ⅲ)ナトリウム漏えいの影響緩和

(ⅱ)運転手順書類改正手続きの改善

(ⅰ)異常時運転手順書記載内容の充実

(ⅱ)設備改善（基本仕様の検討含む）

(ⅱ)運転体制の充実・強化

(4)事故時対応体制の改善

(ⅳ)作業安全性の向上

(ⅴ)保守性の向上

(ⅱ)品質保証体系の見直し、整備

(ⅸ)文書合議基準等の見直し

(ⅵ)内部監査等の充実

安全性総点検指摘事項

2

(ⅲ）運転操作性の向上

1

(ⅱ)ナトリウム漏えいの抑制

4

◎　 第5回報告(報告：平成21年11月9日、補正報告：平成22年2月9日）
　　 安全性総点検指摘事項に対する改善及びその後の行動計画による改善の取組みについて総括し、「もんじゅ」が自立的な品質保証体制を確立すると共に、試運転を
　　 再開できる状況に至っていることを原子力機構が確認したことについて報告。
　　 自立的な品質保証体制の確立、安全文化・コンプライアンス活動の取組み、試運転再開に向けた取組み、運転手順書類の改善、事故時対応体制の改善、ナトリウム
　　 漏えい警報発報時対応の問題点の改善、ナトリウム漏えい検出器の改善、長期停止設備の健全性確認 等

24

22

(ⅱ)最新技術情報の反映機能の強化

18

17

(ⅷ)確実な保守の実施

■＊：第4回報告(平成19年10月12日)、★第4回改訂報告(平成20年2月7日)

■：第1回報告(平成13年7月27日)、◆：第1回改訂報告(平成14年5月31日)

▲＊：第3回報告(報告：平成18年10月5日、改訂報告：平成18年12月1日)

平成19年度

5

平成11年度 平成16年度平成10年度

(ⅰ)プラント信頼性の向上

3

平成18年度平成15年度項目
番号

▲▲

▲

▲

▲

▲

▲

■

■

■

■

■

■

■

■

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲＊

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

■＊

対策工事■ ◆

▲＊

▲＊

▲＊

▲＊

▲＊

▲＊

▲＊

▲＊

▲＊

▲＊

▲＊

▲＊

▲＊

▲＊

■＊

■＊

■＊

■＊

■＊

■＊

■＊

■＊

■＊

■＊

■＊

■＊

■＊

■＊

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

（添付-4） 

（JAEA 第５回報告より引用） 
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【
平
成

7年
当
時
の
品
質
保
証
体
制
】

・
品
質
保
証
を
担
当
す
る
品
質
保
証
担
当
役

(他
の
職
と
兼
務

)

【
平
成

10
～

15
年
当
時
の
品
質
保
証
体
制
】

・
平
成

1
0年

10
月
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
開
発
機
構
発
足

・
所
長
の
下
に
所
長
を
補
佐
す
る
業
務
品
質
保
証
推
進
ス
タ
ッ
フ
を
設
置

・
品
質
保
証
推
進
グ
ル
ー
プ
を
設
置

・
平
成

1
2年

4月
当
該
グ
ル
ー
プ
を
業
務
品
質
管
理
グ
ル
ー
プ
に
変
更

品
質
保
証
体
制
図

(平
成

7
年
当
時

)
品
質
保
証
体
制
図

(平
成
１
０
年
～

1
5
年
当
時

)

（
添
付
-5
）
 

ナ
ト

リ
ウ
ム

漏
え
い
事

故
以

降
の

組
織
の
変

遷
（
１
）
 

（
JA
EA

第
５
回
報
告

よ
り
引
用
）
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【
平
成

1
6年

当
時
の
品
質
保
証
体
制
】

・
平
成

1
6年

6月
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
へ
の
品
質
保
証
の
取
り
入
れ

・
理
事
長
を
ト
ッ
プ
と
し
、
本
社
、
敦
賀
本
部
と
連
携
し
た
品
質
保
証
体
制

【
平
成

1
7
～

1
9
年
当
時
の
品
質
保
証
体
制
】

・
平
成

1
7
年

10
月
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
発
足

・
業
務
品
質
保
証
推
進
ス
タ
ッ
フ
を
品
質
保
証
推
進
者
に
変
更

・
業
務
品
質
管
理
グ
ル
ー
プ
を
品
質
保
証
課
に
変
更

品
質
保
証
体
制
図

(平
成

1
6
年
当
時

)
品
質
保
証
体
制
図

(平
成

1
7
年
～

1
9
年
当
時

)

ナ
ト

リ
ウ
ム

漏
え
い
事

故
以

降
の

組
織
の
変

遷
（
２
）
 

（
JA
EA

第
５
回
報
告

よ
り
引
用
）
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【
平
成

19
年

12
月
か
ら
平
成

20
年
当
時
の
品
質
保
証
体
制
】

・
原
子
炉
主
任
技
術
者
を
敦
賀
本
部
所
属
に
変
更

(所
長
か
ら
の
独
立
的

な
立
場

)

【
現
在
の
品
質
保
証
体
制
】

・
3
部

2
室
体
制

・
平
成

2
0年

10
月

1日
に
品
質
保
証
課
を
廃
止
し
、
安
全
品
質
管
理
室
を

設
置
。
要
員
を
増
員

・
安
全
品
質
管
理
室
を
所
長
直
轄
の
組
織
と
し
、
課
レ
ベ
ル
か
ら
部
レ
ベ

ル
と
し
て
所
長
の
ブ
レ
ー
ン
機
能
を
強
化

品
質
保
証
体
制
図

(平
成

1
9
年

1
2
月
～
平
成

2
0
年
当
時

)
品
質
保
証
体
制
図

(現
在

)

(2
4
2
→

2
9
8
）

（職
員
数

H
2
0
年

4
月

→
H

2
1
年

1
0
月
）

ナ
ト

リ
ウ
ム

漏
え
い
事

故
以

降
の

組
織
の
変

遷
（
３
）
 

（
JA
EA

第
５
回
報
告

よ
り
引
用
）
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部
は
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作
業

班
を

示
す
。

 
 

セ
ン

タ
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地

本
部

 

～
 
高

速
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セ
ン

タ
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 情

報
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情
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対
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情
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の
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、
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の
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急
車
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説
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察
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対
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告
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作
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法
令
、
協
定
に
基
づ
く
報
告
書
の
作
成

及
び
Ｆ
Ａ
Ｘ
送
信
 

  
 
Ｑ

＆
Ａ

班
 
 
 
 
 
 

 
：

 
質
疑
応
答
用
資
料
の
作
成
 

 
 
 プ

レ
ス
対
応
班

 
：

 
報
道
対
応
、
情
報
公
開
対
応
 

  

   
消

防
班

 
 
 
 
 
 

 
 
：

 
消
防
活
動
 

  
放
射
線
管
理
班

 
 
：
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状
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の
調
査
 

  
運
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班

 
 
 
 
 
 

 
 
：
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ト
の
運
転
 

  
補
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の
補
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の
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策
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～
 
敦
賀
本
部

 
～
 

敦
賀

対
策

本
部

 

 情
 
報
 

班
：
 
情
報
の
集
約
、
本
社
等
と
の
連
絡
、

時
系
列
作
成
 

 広
 
報
 

班
：
 
報
道
機
関
対
応
、

東
京
事
務
所
報
道

Gr
と
の
調
整
 

 総
 
務
 

班
：
 
要
員
及
び
資
機
材
提
供
に
関
す
る
事
業
所
間
調
整
 

 地
域
対
応
班
：

 
地
方
自
治
体
、
地
元
住
民
等
へ
の
情
報
提
供
 

 資
材
調
達
班
：

 
支
援
用
資
機
材
の
調
達
 

 厚
生
医
療
班
：

 
緊
急
医
療
支
援
、
宿
泊
手
配
、

労
基
署
対
応
 

本
部
長
：

 
敦
賀
本
部
長
 

～
 
東
京
事
務
所

 
～

 

東
京
支
援
班
 

東
京
地
区
の
対
応
 

班
長
：
安
全
統
括
部
長
が
指
名
す
る
者
 

～
 
本
 

部
 
～
 

機
構
支
援

本
部
 

東
海
地
区
の
対
応
 

本
部
長
：
 
安
全
統
括
部

長
 

～
 
発
災
元
以
外
の
事
業
所
等

 
～
 

支
援
本
部
 

支
援
者
の
派
遣
等
 

本
部
長
：
 
事
業
所
等
の
長
 

本
部
長
：
 
所
 
 
長
 

原
子

炉
主

任
技

術
者

 

 （
副

所
長

、
部

長
、

室
長
、

セ
ン
タ

ー
付

、
部

付
及
び

そ
の
他

所
長

が
指

名
し
た

者
）

 

・
本

部
長

の
補

佐
、
災

害
対

応
の
専

門
家

と
し

て
の
進

言
 

・
対

応
職

員
の

行
動
の

確
認

及
び
本

部
長

へ
の

助
言
（

危
機
管

理
専

門
職

）
 

本
部
長
ス
タ
ッ
フ
 

（
添
付
-6
）
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（添付-7） 

教育・訓練内容及びシミュレータ設備改善 

（JAEA 第５回報告より引用） 
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業務内容 業務内容

日勤直業務

調整休暇（約9日）

休日
(94日）

休日
(130日）

明け
(36日）

教育訓練

調整休暇（約18日）

当直業務

明け
(36日）

　教育訓練
（約70時間の増加） 研修直

　(52日)

勤務日
（１９８日）

変更後変更前

日勤直
　（52日）

　当直
（１８２日）

勤務日
（２３４日）

当直
（１４６日）

当直業務

　　　年間日数 年間日数

⇒

 
 

 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

平成１８年度

各班年間平均

平成２０年度

各班年間平均

Gr内研鑽会(夜勤時間帯)

Gr内研鑽会(日勤時間帯)

直内連携コース（日勤時間帯）

 

 

 

（添付-8） 

（JAEA 第５回報告より引用） 

参考：主要教育における体制変更前後の教育実績の変化 

    （変更前：平成 18 年度，変更後：平成 20 年度） 

運転体制変更前後の教育・訓練時間の比較 
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「もんじゅ」の特徴を踏まえた保全プログラム 

 

 

１．保全プログラムの目標 

（１）「もんじゅ」の安全性、信頼性を向上するため、保全のＰＤＣＡの確立 

（２）ナトリウム冷却炉特有の設備（ナトリウム系、アルゴンガス系、燃料取扱設備等）の保全手法の確立 

 

２．「もんじゅ」の特徴（軽水炉との違い） 

（１）平成７年のナトリウム漏えい事故以来、長期停止状態にあることから、充分な運転・保守経験を有していな

いこと 

（２）ナトリウム冷却高速増殖炉の原型炉であり、国内に十分な保全に関する経験を有していないこと 

（３）冷却材にナトリウムを使用しており、軽水炉にない系統・設備（ナトリウム系、アルゴンガス系等）を有し

ていること 

 

３．保全の基本的な考え方 

（１）「もんじゅ」の保全プログラムは軽水炉と同様にJEAC4209（原子力発電所の保守管理規程）を参考に策定 

（２）「もんじゅ」は運転・保守実績が尐ないことから、「常陽」の運転、海外ＦＢＲ、国内軽水炉の運転・保守経

験等の知見を踏まえ、主としてメーカ基準に基づいた、保守的な保全計画を策定 

（３）１次、２次冷却系等のナトリウム系機器内面は、不活性ガス（アルゴンガス）雰囲気でナトリウムの純度管

理をしているため、腐食・減肉がほとんど無視できる。高速実験炉 「常陽」での実績も踏まえ、バウンダリ

を開放しての点検は原則不要（外観点検を主体とした点検計画） 

（４）ナトリウム冷却炉の保全手法の確立に向け、軽水炉にない設備について、設備毎に务化メカニズム（务化事

象）を抽出し、务化メカニズムの進展に伴う機器故障の防止に有効な保全手法を確立 

 

（例）１次主冷却系循環ポンプの保全手法 

 

○モータ：軽水炉の知見（絶縁务化等）を反映 

→上記３．（１）軽水炉を参考 

 

○軸封部：回転体のシール性とバウンダリ確保のため、摺動磨

耗による务化を考慮し、分解点検を実施 

→上記３．（２）「常陽」での運転実績を踏ま

え保守的に点検計画を策定 

 

○ポンプ：純度管理したナトリウム環境では腐食の発生はほと

んど無視できるため、ナトリウム接液部、アルゴン

ガス部の分解点検不要   

→上記３.（３）外観点検を主体とした点検 

 

今後は運転経験を蓄積して保全プログラムの継続的な改善を行う 

吸　込

吐　出

インペラ

静圧軸受

軸
ナトリウム
オーバーフロー

アルゴン
カバーガス

軸封装置

 

 

モータ 

軸封部 

Ｍ 

ポンプ 

（JAEA第５回報告より引用） 

（添付-9） 
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中
間

熱
交
換
器
へ

連
通
ラ
イ
ン
止
め
弁

過 熱 器

蒸 発 器

中
間

熱
交
換
器
よ
り

放
出
弁

ナ
ト
リ
ウ
ム
液
面
計

放
出
弁

放
出
弁

気
水
分
離
器

２
次

ア
ル
ゴ

ン
ガ
ス

系

ブ
ロ

ー
タ
ン

ク

窒
素
ガ
ス
供
給
系

ブ
ロ

ー
タ
ン

ク

カ
バ
ー
ガ
ス
圧
力
計

改
善
内
容

必
要
な
材
料
デ
ー
タ
の
拡
充
、
評
価
手
法
の
検
証
等
を
行
い
、

安
全
裕
度
向
上
の
観
点
か
ら
設
備
改
善
（検

出
機
能
の
強

化
対
策
、
ブ
ロ
ー
ダ
ウ
ン
性
能
の
強
化
対
策
）の

基
本
仕
様

を
定
め
た
。
そ
の
後
、
設
置
変
更
許
可
等
の
手
続
き
を
行
い
、

設
備
改
善
を
行
う
と
と
も
に
、
平
成
１
９
年
８
月
ま
で
に
関
連

す
る
全
て
の
使
用
前
検
査
を
受
検
し
、
イ
ン
タ
ロ
ッ
ク
に
従
い

放
出
弁
等
が
作
動
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

指
摘
事
項

蒸
気
発
生
器
伝
熱
管
破
損
対
策
（高

温
ラ
プ
チ
ャ
に
対
す

る
安
全
裕
度
向
上
対
策
）に
つ
い
て
は
、
伝
熱
管
の
材
料

デ
ー
タ
が
十
分
整
備
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
解
析
手
法
の

信
頼
性
の
検
証
が
十
分
で
な
い
こ
と
か
ら
研
究
を
行
い

知
見
を
蓄
積
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
と
の
指
摘
を
受
け
た
。

結
論

検
出
機
能
の
強
化
対
策
に
よ
り
、
水
漏
え
い
を
確
実
か

つ
早
期
に
検
出
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
ブ
ロ
ー
ダ
ウ

ン
性
能
の
強
化
対
策
に
よ
り
、
伝
熱
管
内
の
水
・蒸

気
を

こ
れ
ま
で
以
上
に
速
や
か
に
系
外
に
放
出
で
き
る
こ
と
か

ら
、
高
温
ラ
プ
チ
ャ
に
対
す
る
安
全
裕
度
を
向
上
す
る
こ

と
が
で
き
た
。

検
出
機
能
の
強
化

・カ
バ
ー
ガ
ス
圧
力
計
を
追
加

（２
個

/ル
ー
プ

⇒
３
個

/ル
ー
プ
）

・警
報
・イ
ン
タ
ロ
ッ
ク
動
作
条
件
の
変
更

（2
 o

u
t 
o

f 
2

 ⇒
2

 o
u

t 
o

f 
3
）

・警
報
・イ
ン
タ
ロ
ッ
ク
の
設
定
値
変
更

（約
1

7
0

k
P

a
[g

a
g

e
] 
⇒

1
5

0
k
P

a
[g

a
g

e
]）

改
造
前

改
造
後

ブ
ロ
ー
ダ
ウ
ン
性
能
の
強
化

・蒸
発
器
入
口
放
出
弁
を
追
加

（1
個

/ル
ー
プ

⇒
2
個

/ル
ー
プ
）

・蒸
発
器
出
口
放
出
弁
を
追
加

（2
個

/ル
ー
プ

⇒
3
個

/ル
ー
プ
）

蒸
気
発
生
器
の
ブ
ロ
ー

ダ
ウ
ン
性
能
の
確
認
は
、

試
運
転
時
（４
０
％
出
力
）

に
行
う

安
全
性
研
究
等
の
反
映
＜
蒸
気
発
生
器
伝
熱
管
破
損
対
策
＞

（
添
付
-1
0）

 

（
第

21
回
も
ん
じ
ゅ
安
全
性
確
認
検
討
会

 
JA
EA

説
明
資
料
）
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改
善
方
針

指
摘
を
踏
ま
え
、
国
内
外
の
研
究
動
向
（燃

料
物
性
デ
ー
タ
や
「常

陽
」で
の
溶
融

限
界
線
出
力
試
験
デ
ー
タ
等
の
蓄
積
）を
反
映
し
て
燃
料
温
度
評
価
を
見
直
す
。

な
お
、
長
期
保
管
状
態
に
あ
る
燃
料
中
に
は
、
ア
メ
リ
シ
ウ
ム
が
蓄
積
す
る
こ
と
か

ら
そ
の
影
響
に
つ
い
て
も
併
せ
て
評
価
す
る
。

指
摘
事
項

燃
料
設
計
に
つ
い
て
は
、
燃
料
の
融
点
の
低
下
を
踏
ま
え
た
こ
れ
ま

で
の
評
価
に
お
い
て
安
全
審
査
時
の
評
価
の
範
囲
に
な
る
見
通
し
を

得
て
い
る
と
し
て
い
る
が
、
今
後
の
こ
れ
ら
に
関
す
る
国
内
外
の
研
究

動
向
を
踏
ま
え
再
評
価
し
、
燃
料
物
性
デ
ー
タ
の
蓄
積
と
と
も
に
評
価

手
法
の
高
度
化
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
の
指
摘
を
受
け
た
。

結
論

燃
料
温
度
評
価
の
高
度
化
に
つ
い
て
は
、
燃
料
融
点
に
係
る
新
知
見
や
燃
料
の
熱
伝
導
度
に
対

す
る
ア
メ
リ
シ
ウ
ム
蓄
積
の
影
響
評
価
に
基
づ
き
、
従
来
の
燃
料
最
高
温
度
の
制
限
値
と
燃
料
最

高
温
度
評
価
の
妥
当
性
を
確
認
し
た
。

2
5

0
0

2
6

0
0

2
7

0
0

2
8

0
0

2
9

0
0

3
0

0
0

0
1

0
0

2
0

0
3

0
0

4
0

0
5

0
0

測
定
時
間

(s
)

温度(°C)

標
準
試
料
に
よ
る
温
度
校
正

固
相
線

液
相
線

サ
ー
マ
ル
ア
レ
ス
ト

M
O

X
の
加
熱
曲
線

試
料

高
周
波
炉

制
御
用
二
色
温
度
計

測
定
用
二
色
温
度
計

１
重

(W
)容
器

体
系

2
重
（Ｗ

-Ｒ
ｅ
）

容
器
体
系

試
料

R
e内
容
器

W
容
器

昇
温
速
度
：4

0
～

8
0
℃

/m
in

試
料
容
器
の
概
略
図

2
00
0

2
20
0

2
40
0

2
60
0

2
80
0

3
00
0

3
20
0

20
00

22
00

24
00

26
00

28
00

30
00

32
00

1
重
（
W)
容
器

2
重
(W
-W
)
容
器

校
正
前
の
温
度
(℃

)

校正後の温度(℃)

T
a

Mo

Nb

Al
2O

3

2
5

0
0

2
6

0
0

2
7

0
0

2
8

0
0

2
9

0
0

3
0

0
0

0
1

0
0

2
0

0
3

0
0

4
0

0
5

0
0

測
定
時
間

(s
)

温度(°C)

標
準
試
料
に
よ
る
温
度
校
正

固
相
線

液
相
線

サ
ー
マ
ル
ア
レ
ス
ト

M
O

X
の
加
熱
曲
線

試
料

高
周
波
炉

制
御
用
二
色
温
度
計

測
定
用
二
色
温
度
計

１
重

(W
)容
器

体
系

2
重
（Ｗ

-Ｒ
ｅ
）

容
器
体
系

試
料

R
e内
容
器

W
容
器

昇
温
速
度
：4

0
～

8
0
℃

/m
in

試
料
容
器
の
概
略
図

2
00
0

2
20
0

2
40
0

2
60
0

2
80
0

3
00
0

3
20
0

20
00

22
00

24
00

26
00

28
00

30
00

32
00

1
重
（
W)
容
器

2
重
(W
-W
)
容
器

校
正
前
の
温
度
(℃

)

校正後の温度(℃)

T
a

Mo

Nb

Al
2O

3

最
新
の
改
良
さ
れ
た
測
定
方
法

（レ
ニ
ウ
ム
容
器
を
用
い
た
測
定
）

検
討
結
果

①
燃
料
の
融
点

最
新
の
改
良
さ
れ
た
測
定
方
法
を
用
い
て
ア
メ
リ
シ
ウ
ム
を
約

3w
t％
ま
で
含
有
す
る
混

合
酸
化
物
燃
料
の
融
点
を
測
定
。

当
初
の
安
全
審
査
で
設
定
さ
れ
た
温
度
制
限
値
の
妥
当
性
を
確
認
。

②
燃
料
の
熱
伝
導
度

ア
メ
リ
シ
ウ
ム
含
有
率
が
約

3w
t%
ま
で
の
場
合
の
熱
伝
導
度
測
定
。

ア
メ
リ
シ
ウ
ム
蓄
積
に
よ
る
熱
伝
導
度
へ
の
影
響
は
軽
微
。

③
ギ
ャ
ッ
プ
コ
ン
ダ
ク
タ
ン
ス

「常
陽
」で
の
溶
融
限
界
線
出
力
試
験
デ
ー
タ
等
よ
り
、
当
初
の
安
全
審
査
で
適
用
さ
れ

た
ギ
ャ
ッ
プ
コ
ン
ダ
ク
タ
ン
ス
の
妥
当
性
を
確
認
。

安
全
性
研
究
等
の
反
映
＜
燃
料
温
度
評
価
の
高
度
化
＞

（
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改
善
方
針

「も
ん
じ
ゅ
」で
は
、
現
在
、
制
御
棒
集
合
体
全
数
（
1

9
体
）を

1
サ
イ
ク
ル
ご
と
に
交

換
す
る
運
用
で
あ
る
が
、
シ
ュ
ラ
ウ
ド
管
付
き
ナ
ト
リ
ウ
ム
ボ
ン
ド
型
制
御
棒
の
適

用
に
よ
り
長
寿
命
化
し
、
運
転
コ
ス
ト
の
低
減
化
、
廃
棄
物
発
生
量
の
低
減
化
を

図
る
。
高
燃
焼
度
炉
心
の

4
サ
イ
ク
ル
分
ま
で
の
使
用
を
目
標
と
す
る
。

②
シ
ュ
ラ
ウ
ド
管
の
開
発
（図

3
）

ス
エ
リ
ン
グ
と
リ
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
抑
制
の
た
め
、
ス
リ
ッ
ト
付
き
の

C
型
シ
ュ
ラ
ウ
ド
管
を
設
置
。

→
実
際
に
試
作
し
、
製
作
性
、
検
査
性
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
。

結
論

ナ
ト
リ
ウ
ム
ボ
ン
ド
（ダ
ブ
ル
ポ
ー
ラ
ス
プ
ラ
グ

2
重

C
型
シ
ュ
ラ
ウ
ド
管
付
き
）型

長
寿
命
制
御
棒
の
導
入
に
よ
り
、
高
燃
焼
度
炉
心
の

4

サ
イ
ク
ル
運
転
期
間
（約

6
0
0
E

F
P

D
）ま
で
使
用
可
能
な
制
御
棒
概
念
の
成
立
性
の
見
通
し
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
今
後
は
、
許
認
可
性
も
含

め
た
詳
細
設
計
の
実
施
、
長
寿
命
制
御
棒
導
入
に
係
る
設
備
へ
の
影
響
評
価
を
引
き
続
き
実
施
す
る
。

指
摘
事
項

制
御
棒
に
つ
い
て
は
、
中
性
子
吸
収
材
（
B

4
C
）ペ
レ
ッ
ト
の
リ
ロ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
緩
和
す
る
シ
ュ
ラ
ウ
ド
管
付
き
制
御
棒
な
ど
、
長
寿
命
化
が

図
ら
れ
る
技
術
が
開
発
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
か
ら
、
健
全
性
確
認
を
行

い
な
が
ら
、
そ
の
開
発
状
況
を
踏
ま
え
長
寿
命
化
の
計
画
を
進
め
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
の
指
摘
を
受
け
た
。

照
射
前

ﾍ
ﾟﾚ
ｯﾄ
ｸ
ﾗ
ｯｸ
、

ﾘ
ﾛ
ｹ
ｰ
ｼ
ｮﾝ
発
生

A
C
M
I→
被
覆
管
破
損

図
1

B
4C
ペ
レ
ッ
ト
と
被
ふ
く
管
の
機
械
的
相
互
作
用
（
A

C
M

I）

図
3
試
作
し
た

C
型
シ
ュ
ラ
ウ
ド
管

制
御
要
素
概
念
の
成
立
性
の
確
認

①
ポ
ー
ラ
ス
プ
ラ
グ
特
性
の
評
価
（図

2
）

制
御
要
素
の
上
下
に

2
つ
の
多
孔
質
（ポ
ー
ラ
ス
）の

プ
ラ
グ
を
設
置
。

➢
上
部
プ
ラ
グ
･･
･運
転
時
の
適
正
な
ピ
ン
内
ガ
ス
プ
レ
ナ
ム
の
形
成
と
制
御
要
素
内
で
生
成
す
る
ヘ
リ

ウ
ム
ガ
ス
の
放
出
。

➢
下
部
プ
ラ
グ
･･
･制
御
棒
装
荷
時
の
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
ピ
ン
内
へ
の
充
填
性
と
ペ
レ
ッ
ト
小
片
の
流
出
防
止
。

→
実
験
の
結
果
、
ポ
ー
ラ
ス
プ
ラ
グ
の
成
立
性
の
見
通
し
を
得
る
。

N
a

N
a

B
4C

制
御
要
素

B 4
C N

a

D

上
部
プ
ラ
グ

下
部
プ
ラ
グ

ｶ
ﾞｽ
ﾌ
ﾟﾚ
ﾅ
ﾑ

N
a

N
a

B
4C

制
御
要
素

N
a

N
a

B
4C

制
御
要
素

B 4
C N

a

D

上
部
プ
ラ
グ

上
部
プ
ラ
グ

下
部
プ
ラ
グ

下
部
プ
ラ
グ

ｶ
ﾞｽ
ﾌ
ﾟﾚ
ﾅ
ﾑ

➢
照
射
に
よ
り
ス
エ
リ
ン
グ
と
リ
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
発
生

→
被
ふ
く
管
損
傷
の
可
能
性
（図

1
）。

→
制
御
棒
の
長
寿
命
化
に
は

A
C

M
I※
を
発
生
さ
せ
な
い
設
計
が
必
要
。

図
2
ポ
ー
ラ
ス
プ
ラ
グ
の
機
能

安
全
性
研
究
等
の
反
映
＜
制
御
棒
の
長
寿
命
化
＞

長
寿
命
制
御
棒
開
発
の
課
題

➢
現
在
の
制
御
棒
･･
･H

e
ガ
ス
を
充
填
し
た
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
製
被
ふ
く
管
に

B
4
C
ペ
レ
ッ
ト
を
密
封
収
納
し
た

ヘ
リ
ウ
ム
ボ
ン
ド
型
の
制
御
要
素
。

※
A

C
M

I（
Ａ
ｂ
ｓ
ｏ
ｒｂ
ｅ
ｒ-
Ｃ
ｌａ
ｄ
ｄ
ｉｎ
ｇ

M
e
c
h
a
n
ic

a
l I

n
te

ra
c
ti
o
n
)：
吸
収
体
ペ
レ
ッ
ト

-被
ふ
く
管
機
械
的
相
互
作
用
。
制
御
棒
の

吸
収
体
ペ
レ
ッ
ト
（B

4
C
）に
ス
エ
リ
ン
グ
等
に
よ
る
体
積
膨
張
が
生
じ
、
吸
収
体
ペ
レ
ッ
ト
と
被
ふ
く
管
が
機
械
的
に
接
触
す
る
現
象
。
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ナ
ト
リ
ウ
ム
漏
え
い
の
早
期
検
知

総
合

漏
え

い
監

視
盤

継
電

器
盤

（
中

制
室
隣
接
）

＜
中

央
制

御
室

＞

中
央

制
御

盤

ナ
ト

リ
ウ

ム
漏
え
い

発
生

ナ
ト

リ
ウ
ム

漏
え

い
警
報

中
継

器
・

監
視

盤

熱
感

知
器

煙
感

知
器

セ
ル

モ
ニ

タ

＜
２

次
冷

却
系

配
管

室
な

ど
＞

セ
ル
モ
ニ
タ
か
ら
、

N
a
漏
え
い
信
号
が

入
力
さ
れ
る

・
セ
ル
モ
ニ
タ
作
動
警
報

・
ナ
ト
リ
ウ
ム
漏
え
い
警
報

・
ナ
ト
リ
ウ
ム
漏
え
い
ル
ー
プ
識

別
表
示
灯
を
確
認

換
気
空
調
設
備
の
自
動
停

止
を
確
認
。

→
換
気
空
調
設
備
を
停
止

す
る
こ
と
で
、
空
気
を
し
ゃ

断
し
、
燃
焼
を
抑
制

ナ
ト

リ
ウ
ム
配
管

監
視

ｶ
ﾒﾗ
映
像

換
気

空
調

設
備

停
止

信
号

換
気
空
調
設
備

○
セ
ル
モ
ニ
タ
の
設
置

ナ
ト
リ
ウ
ム
漏
え
い
を
早
期
か
つ
確
実
に
検
知
す
る
た
め
、
各
部
屋
に
小
規
模
漏
え
い
に

対
し
感
度
が
高
い
煙
感
知
器
と
中
規
模
漏
え
い
で
顕
著
な
室
温
上
昇
を
と
ら
え
る
熱
感
知
器

で
構
成
さ
れ
る
検
知
シ
ス
テ
ム
（セ
ル
モ
ニ
タ
）を
設
置
し
た
。

こ
の
セ
ル
モ
ニ
タ
は
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
漏
え
い
検
知
時
に
は
中
央
制
御
室
に
警
報
を
表
示
す
る

と
と
も
に
、
換
気
空
調
設
備
自
動
停
止
の
信
号
を
発
信
し
、
さ
ら
に
、
信
頼
性
向
上
の
た
め
多

重
化
を
図
っ
た
。

○
総
合
漏
え
い
監
視
シ
ス
テ
ム
の
設
置

ナ
ト
リ
ウ
ム
漏
え
い
関
連
情
報
（火

災
情
報
、
漏
え
い
情
報
、
プ
ロ
セ
ス
情
報
、
監
視
カ
メ
ラ

情
報
）を
集
約
し
た
総
合
漏
え
い
監
視
シ
ス
テ
ム
を
中
央
制
御
室
に
設
置
し
、
運
転
員
が
早

期
に
か
つ
確
実
に
判
断
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

工
事
確
認
試
験
で
は
、
セ
ル
モ
ニ
タ
に
よ
る
警
報
・イ
ン
タ
ロ
ッ
ク
試
験
、
監
視
カ

メ
ラ
等
の
表
示
機
能
を
確
認
し
、
セ
ル
モ
ニ
タ
作
動
警
報
が
発
信
さ
れ
換
気
空

調
設
備
停
止
ま
で
の
時
間
が

1
0
秒
以
内
で
あ
る
こ
と
な
ど
必
要
な
機
能
を
満
足

し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

ナ
ト
リ
ウ
ム
漏
え
い
の
抑
制

○
２
次
冷
却
系
の
ド
レ
ン
機
能
強
化

ナ
ト
リ
ウ
ム
漏
え
い
時
に
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
を
系
統
よ
り
早
く
抜
き
取
る
（ド
レ
ン
す
る
）た
め
、
２

次
冷
却
系
に
つ
い
て
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
ド
レ
ン
配
管
の
追
加
、
既
設
ド
レ
ン
配
管
の
大
口
径
化
、

ド
レ
ン
弁
の
多
重
化
・電

動
化
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
ド
レ
ン
に
係
る
一
連
の
弁
操
作
を
一
括
し
て
行

え
る
よ
う
に
す
る
な
ど
の
改
造
を
行
っ
た
。

工
事
確
認
試
験
で
は
、
緊
急
ド
レ
ン
模
擬
試
験
を
行
い
、
緊
急
ド
レ
ン
が
２
５

分
以
内
に
完
了
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

ナ
ト
リ
ウ
ム
漏
え
い
対
策
の
設
備
改
善

(
1
/
2
)

試
験
期
間
：平

成
19
年

5月
18
日
～
平
成

19
年

8月
14
日

使
用
前
検
査
：平

成
19
年

8月
14
日

終
了

ド
レ
ン
時
間

＜
弁
正
常
＞

＜
１
弁
故
障

(使
用
前
検
査
対
象

)
A
ル
ー
プ

２
０
分
４
０
秒

２
２
分
０
３
秒

B
ル
ー
プ

１
７
分
０
８
秒

１
９
分
５
１
秒

C
ル
ー
プ

２
０
分
１
４
秒

２
１
分
５
１
秒

ナ
ト
リ
ウ
ム
抜
き
取
り
（
ド
レ
ン
）
時
間
を
短
縮
す
る
た
め
、
ド
レ
ン
配
管
等
を
改
造

ド
レ
ン
操
作
の
所
要
時
間
の
短
縮

（
従
来
約
５
０
分
→
約
２
５
分
）

配
管
大
口
径
化

配
管
大
口
径
化

ﾄﾞ
ﾚ
ﾝ
ﾗ
ｲ
ﾝ

の
増
設

中
間
熱
交
換
器

循
環
ポ
ン
プ

過
熱
器

蒸
発
器

オ
ー
バ
フ
ロ
ー
母
管

ド
レ
ン
母
管

オ
ー
バ
フ
ロ
ー
タ
ン
ク

ダ
ン
プ
タ
ン
ク操
作
系
の
改
善

（
一
連
の
弁
操
作
を

中
央
制
御
盤
で
の

一
括
操
作
に
集
約
）

弁
の
多
重
化

（
他
の
ド
レ
ン
弁
も
同
様
）

（
添
付
-1
1）

 

（
第
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回
も
ん
じ
ゅ
安
全
性
確
認
検
討
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ナ
ト
リ
ウ
ム
漏
え
い
の
影
響
緩
和

そ
の
他
の
ナ
ト
リ
ウ
ム
漏
え
い
対
策

○
１
次
ナ
ト
リ
ウ
ム
充
填
ド
レ
ン
系
の
改
造
（代

表
事
例
）

ド
レ
ン
に
必
要
な
ド
レ
ン
弁
及
び
ベ
ン
ト
弁

(ア
ル
ゴ
ン
ガ
ス
を
供
給
す
る
弁

)を
電
動
化
し
た
。

工
事
確
認
試
験
で
は
、
電
動
化
し
た
弁
が
正
常
に
動
作
し
、

1次
系
の
ナ
ト
リ
ウ
ム
が
正
常
に

ド
レ
ン
で
き
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

２
次
系
Ｃ
ル
ー
プ

主
冷

却
系

室
区

画

Ｎ
ａ

漏
え

い
窒

素
ガ

ス
注

入

空
気

冷
却

器
室

区
画

タ
ン

ク
室

区
画

液
体

窒
素

貯
蔵
タ

ン
ク

窒
素

ガ
ス

注
入
設

備
（

新
設

）

窒
素
ガ

ス
貯
蔵

タ
ン
ク

窒
素
ガ

ス
供
給

先

本
系

統
図

は
、

２
次

主
冷

却
系

Ｃ
ル

ー
プ

主
冷

却
系

室
区

画
に

窒
素

ガ
ス

を
注

入
し

て

い
る

状
態

を
示

す
。

窒
素

ガ
ス

供
給

系
（

既
設

）

原
子
炉

補
助
建

物
内

窒
素
ガ

ス
供

給
タ

ン
ク

炉 外 燃 料 貯 蔵 槽 冷 却 系 Ｂ ル ー プ

炉 外 燃 料 貯 蔵 槽 冷 却 系 Ａ ル ー プ 等

２ 次 冷 却 系 Ｂ ル ー プ

２ 次 冷 却 系 Ａ ル ー プ

約
32

00
Nm

3 /
基
×
3基

蒸
発

器
(約

40
00
Nm

3 /
h)
を
1基

増
設

蒸
発
器

２ 次 メ ン テ ナ ン ス 冷 却 系

炉 外 燃 料 貯 蔵 槽 冷 却 系 Ｃ ル ー プ

ナ
ト
リ
ウ
ム
漏
え
い
対
策
の
設
備
改
善

(
2
/
2
)

他
ル
ー
プ
，

ダ
ン
プ
タ
ン
ク
Ｂ
・
Ｃ

１
次
ナ
ト
リ
ウ
ム
オ
ー
バ
フ
ロ
ー
系

　
オ
ー
バ
フ
ロ
ー
タ
ン
ク

電
磁
ポ
ン
プ
Ａ

１
次
ナ
ト
リ
ウ
ム
充
填
ド
レ
ン
系

　
ダ
ン
プ
タ
ン
ク
Ａ

コ
ー
ル
ド
ト
ラ
ッ
プ
か
ら

電
動
操
作
化

原
子
炉
容
器

中
間
熱
交
換
器

ガ
ス
抜
き
ポ
ッ
ト

循
環
ポ
ン
プ

電
動
操
作
化

電
動
操
作
化

電
動
操
作
化

電
動
操
作
化

電
動
操
作
化

ﾎﾟ
ﾝﾌ゚

ｵｰ
ﾊﾞ

ﾌﾛ
ｰｺ
ﾗﾑ

１
次
ナ
ト
リ
ウ
ム
純
化
系

　
ド
レ
ン
タ
ン
ク

１
次
ア
ル
ゴ
ン
ガ
ス
系

浄
化
ガ
ス
供
給
タ
ン
ク

タ
ン
ク

ベ
ー
パ
ト
ラ
ッ
プ

電
動
操
作
化

電
動
操
作
化

電
動
操
作
化

１
次
ア
ル
ゴ
ン
ガ
ス
系
配
管

１
次
ア
ル
ゴ
ン
ガ
ス
系
配
管

弁
開
閉
状
態
は
、

通
常
運
転
状
態
を
示
す
。

○
窒
素
ガ
ス
注
入
設
備
の
設
置

ナ
ト
リ
ウ
ム
漏
え
い
時
の
施
設
へ
の
影
響
を
抑
制
す
る
目
的
で
、
２
次
主
冷
却
系
室
等

に
窒
素
ガ
ス
を
注
入
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
窒
素
ガ
ス
貯
蔵
タ
ン
ク
及
び
供
給
配
管
を

設
置
し
た
。

○
２
次
主
冷
却
設
備
等
エ
リ
ア
の
区
画
化

窒
素
ガ
ス
注
入
に
よ
る
燃
焼
抑
制
を
効
果
的
に
行
う
た
め
、
容
積
の
大
き
い
２
次
冷
却

系
の
各
ル
ー
プ
に
つ
い
て
建
物
内
を
区
画
化
し
た
。

工
事
確
認
試
験
で
は
、
窒
素
注
入
試
験
に
よ
り
、
所
定
の
量
の
窒
素
が
注

入
さ
れ
、
区
画
内
の
酸
素
濃
度
が
低
下
す
る
と
と
も
に
、
低
酸
素
濃
度
に
維

持
で
き
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

（
第
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ん
じ
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安
全
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保温材
s

s

ガードベッセル

タンク・容器の
ナトリウム液面

ガードベッセル内漏えい
ナトリウム液面計
(ナトリウム漏えい検出
用液面計)

ＳＩＤ

ＤＰＤ

原子炉容器室

（窒素雰囲気）

セルライナ

SID：ナトリウムイ
　　 オン化式漏え
　　 い検出器

DPD：差圧式漏えい
　　 検出器

ガスサンプリング型

ナトリウム漏えい検

出器

サンプリング用

ブロア

原子炉格納容器

(空気雰囲気)

格納容器内エリア
モニタ
(放射線線量率計)

格納容器床上雰囲
気圧力計
(雰囲気圧力計)

原子炉容器 原子炉容器出・入口配管
ナトリウム液面計
(ナトリウム漏えい検出
用液面計)

原子炉容器室におけるナトリウム漏えい検出設備概略図

ガードべッセルに漏えいナトリウムが溜
まったことを検知（中漏えい以上）

格納容器床上の圧力を検知

タンク・容器の液位を検知

格納容器床上の
空間線量率を検知

配管（機器）と保温材間

の雰囲気ガスをサンプリ
ングして、漏えいナトリウ

ムのエアロゾルを検知
（微尐漏えい以上）

原子炉容器入口・出口配管部に漏
えいナトリウムが溜まったことを検
知（小漏えい以上）

 
 

ガードベッ
セル内漏え
いナトリウ
ム液面計
(ナトリウム
漏えい検出
用液面計)

Ｃ
Ｌ
Ｄ

ガードベッセル

ＳＩＤ

ＤＰＤ

サンプリング用

ブロア

機　器

ＳＩＤ

ＤＰＤ

１次主冷却系室

（窒素雰囲気）

原子炉格納容器

床下雰囲気温度計

(雰囲気温度計)

ガスサンプリング型

ナトリウム漏えい検

出器

(セルモニタ)

漏えいナトリウム

保温材

セルライナ

CLD：接触型ナトリ
　　 ウム漏えい検
　　 出器

SID：ナトリウムイ
　　 オン化式漏え
　　 い検出器

DPD：差圧式漏えい
　　 検出器エアロゾル

エアロゾル

ガスサンプリング型

ナトリウム漏えい検

出器

弁サンプリング用

ブロア

原子炉格納容器

(空気雰囲気)

格納容器内エリア
モニタ
(放射線線量率計)

格納容器床上雰囲
気圧力計
(雰囲気圧力計)

配管（機器）と保温材間
の雰囲気ガスをサンプリ
ングして、漏えいナトリウ

ムのエアロゾルを検知
（微尐漏えい以上）

部屋の雰囲気ガスをサンプリン

グして、漏えいナトリウムエアロ
ゾルを検知（小漏えい以上）

部屋でナトリウム漏えいが発生することで室温
（雰囲気温度）が上昇し、その温度上昇を検知
（中漏えい以上）

ガードべッセルに漏えいナトリウ

ムが溜まったことを検知（中漏え
い以上）

弁（機器）から漏れ出たナトリウムが

検出器と接することで漏えいを検知
（小漏えい以上）

1次主冷却系設備におけるナトリウム漏えい検出設備概略図

格納容器床上の
空間線量率を検知

格納容器床上の圧力を検知

（添付-12） 
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火災感知器
空気雰囲気
セルモニタ

監視カメラ

ＣＬＤ

M M

エアロゾル

保温材

ライナ

漏えいナトリウム

サンプリング

用ブロア

タンクへ

ＲＩＤ

フィルタ

配管

ガスサンプリング型ナ

トリウム漏えい検出器

CLD：接触型ナトリ
　　 ウム漏えい検
　　 出器

RID：放射線イオン
　　 化式漏えい検
　 出器

２次主冷却系室

（空気雰囲気）

弁

配管（機器）と保温材間の雰
囲気ガスをサンプリングして、

漏えいナトリウムエアロゾル
を検知（微尐漏えい以上）

部屋の空気雰囲気に含まれるナ
トリウムエアロゾルを検知（小漏
えい以上）

弁（機器）から漏れ出たナトリウ
ムが検出器と接することで漏え
いを検知（小漏えい以上）

2次主冷却系設備におけるナトリウム漏えい検出設備概略図

部屋の空気雰囲気に含まれるナ
トリウムエアロゾルを検知（小漏
えい以上）

 

 

火災感知器
空気雰囲気
セルモニタ

監視カメラ

ＣＬＤ

M M

エアロゾル

保温材

ライナ

漏えいナトリウム

サンプリング

用ブロア

タンクへ

ＤＰＤ

配管

ガスサンプリング型ナ

トリウム漏えい検出器

CLD：接触型ナトリ
　　 ウム漏えい検
　　 出器

DPD：差圧式漏えい
　　 検出器

EVST冷却系区画

（空気雰囲気）

弁

配管（機器）と保温材間の雰
囲気ガスをサンプリングして、

漏えいナトリウムエアロゾル
を検知（微尐漏えい以上）

部屋の空気雰囲気に含まれるナ
トリウムエアロゾルを検知（小漏
えい以上）

弁（機器）から漏れ出たナトリウ
ムが検出器と接することで漏え
いを検知（小漏えい以上）

EVST系設備におけるナトリウム漏えい検出設備概略図

部屋の空気雰囲気に含まれるナ
トリウムエアロゾルを検知（小漏
えい以上）

 

（JAEA第５回報告より引用） 
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ナトリウム漏えい時の原子炉の運用一覧
 

漏えい時対応の考え方 主要ナトリウム漏えい監視装置 漏えいの疑い 大規模漏えい

空気雰囲気であることから、
床ライナーの健全性を確保す
るため、ナトリウム漏えい量
の抑制を優先

原子炉通常停止
通常ドレン

原子炉自動トリップ

ドレンなし
＊1

緊急ドレン
＊2

原子炉通常停止
＊3

原子炉手動トリップ
通常ドレン

・ガスサンプリング型ナトリウム
　漏えい検出器（SID,DPD）
・ナトリウム漏えい検出用液面計
・原子炉容器ナトリウム液面計
　　　　(原子炉容器室）

・ガスサンプリング型ナトリウム
　漏えい検出器(SID,DPD）
・接触型ナトリウム漏えい検出器
　(CLD)
・床下雰囲気温度計
　　　（主冷却系室）

１
次
冷
却
系

ナトリウムの燃焼抑制対策の
ため窒素雰囲気としており、
炉心冷却に必要な原子炉容器
のナトリウム液位確保を優先

原子炉自動トリップ
緊急ドレン

保温材内の漏えい・保温材外への漏えい

２
次
冷
却
系

E
V
S
T
系

空気雰囲気であることから、
床ライナーの健全性を確保す
るため、ナトリウム漏えい量
の抑制を優先

原子炉手動トリップ
緊急ドレン

原子炉通常停止
通常ドレン

通常ドレン
原子炉運転継続

・ガスサンプリング型ナトリウム
　漏えい検出器(RID）
・接触型ナトリウム漏えい検出器
　(CLD)
・空気雰囲気セルモニタ
・火災感知器

・ガスサンプリング型ナトリウム
　漏えい検出器(DPD)
・接触型ナトリウム漏えい検出器
　(CLD)
・空気雰囲気セルモニタ
・火災感知器

ＥＶＳＴ系：炉外燃料貯蔵設備

＊3：ナトリウムが漏えいするＥＶＳＴ系統のドレンを優先する。

＊1：1次冷却系の大規模漏えいでは炉心冷却に必要な原子炉容器のナトリウム液位確保
     のためドレンはしない。

＊2:窒素雰囲気室にあるEVST１次補助ナトリウム系は通常ドレンとする。

 

 

 

ナトリウム漏えい監視装置と漏えい規模との関係
 

 ナトリウム漏えい監視装置 個数 安全保護系 
安全上の

重要度 
代替監視装置＊１ 運転上の制限＊２ 

漏えい規模の 

目 安 

①原子炉容器液面計 ３ ○ 

②原子炉格納容器床下雰囲気温度計 １８ ○ 

③ガードベッセル内漏えいナトリウム液面計 ２１ ○ 

④原子炉格納容器床上雰囲気圧力検出器 ３ ○ 

⑤原子炉格納容器床上雰囲気放射線検出器 ３ ○ 

MS1 

⑥1次ナトリウムオーバフロータンク液面計 １ 

⑦、⑨ 

原子炉起動中（起動できる状態を含む）、ナトリ

ウム監視装置が全チャンネル動作可能である

こと。 

中・大漏えい 

⑦ガスサンプリング型ナトリウム漏えい検出器（ナトリウムイオン化式検

出器（SID）、差圧式検出器（DPD））（雰囲気モニタ） 
１０ SID又は DPD 

⑧火災感知設備（空気雰囲気室） １ - 

⑨ガスサンプリング型漏えい検出器（同 ⑦）（機器・配管の直接監視） ５０ SID又は DPD 

⑩接触型漏えい検出器（CLD） １７９ - 

一
次
系
（含
む
原
子
炉
廻
り
） 

⑪ナトリウム漏えい検出用液面計（誘導型固定点式） １３ 

 

MS3 

⑨ 

微尐・小漏えい 

①空気雰囲気セルモニタ（煙感知型・熱感知型）＊３ ５２８ MS2 煙感知又は 

熱感知、② 

②火災感知設備 １６９ ① 

③ガスサンプリング型漏えい検出器（RID） ３２ - 

④接触型漏えい検出器（CLD） ２２４ - 

二
次
系 

⑤補助冷却設備空気冷却器室ナトリウム漏えい検出器用温度計 １８ 

 

MS3 

①、②、③ 

微尐・小漏えい 

①空気雰囲気セルモニタ（煙感知型） １６ MS3 ② 

②火災感知設備 １３ ① 

③ガスサンプリング型漏えい検出器（DPD）（雰囲気モニタ） ２ - 

④ガスサンプリング型漏えい検出器（DPD）（機器・配管の直接監視） １２ - 

炉
外
燃
料
貯
蔵
設
備 ⑤接触型漏えい検出器（CLD） １０２ 

 

MS3 

- 

ナトリウム漏えい監視装置が動作可能である

こと。なお、動作不能の場合でも、代替監視装

置が動作可能であること。 

微尐・小漏えい 

 

＊１：代替監視装置とは当該監視装置が動作不能の場合、代替として漏えい監視が可能な装置を示す。

＊２：ナトリウムが充填されていない場合を除く。

＊３：原子炉の冷却機能を確保するために、ナトリウム漏えいが発生した冷却系統の影響が、他の健全な冷却系統に

影響を及ぼさないようにする系統分離機能の観点からMS2。ただし、2次メンテナンス冷却はMS3。

（添付-13） 
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２次ナトリウム補助設備充填ドレン系の設備改造に係る 

ドレン所要時間（４３分）とその妥当性について 

 

２次ナトリウム補助設備充填ドレン系の設備改造おける設計仕様及びその妥当性は、

以下のとおりである。 
 
１．設計の基本的な考え方 

(1)漏えい継続時間の設定 

ドレン系の設備改造における設計仕様は、ナトリウム漏えい燃焼時における床ラ

イナの腐食減肉を一定値以下に抑えることを基本に決めている。２次系からのナトリ

ウム漏えい燃焼時において、床ライナに対して最も厳しい腐食速度を示す溶融塩型

腐食（※）を仮定して、腐食データのバラツキも考慮し保守的な評価を行うと、ナトリウ

ムの沸点約 880℃における腐食速度は約４mm/h となる。 

一方、床ライナの機械的健全性を担保するためには、床ライナの腐食減肉による

貫通を防止するとともに、ナトリウム漏えい燃焼による床ライナの局所的な加熱モー

ドによる変形挙動を想定しても床ライナに貫通亀裂が生じないことが求められる。既

設の床ライナの板厚は６mmであり、その半分（３mm）までの腐食を許容する場合、ラ

イナの表面温度をナトリウムの沸点程度とみなすと、漏えい継続時間の目安値は約

45 分となる。 

なお、床ライナの詳細設計（設工認）段階において、溶融塩型腐食を想定した場

合、様々な漏えい規模に応じたライナ上に発生する歪みと減肉を考慮した構造解析

を実施した。その結果、ライナ板厚が上記で許容した腐食減肉（３mm）に対して、更

に厳しい条件として 4.5mm 減肉の場合であっても、床ライナの機械的健全性は担保

されることを確認している。 
 
（※） 溶融塩型腐食： 平成７年のナトリウム漏えい事故及びその後に行われた燃

焼実験によってナトリウム化合物が、高温環境下で床ライナを腐食させることが

明らかとなった。実験によって炭素鋼の腐食速度と温度との関係が評価されて

いる。 

 

(2)設備改造におけるドレン時間の設定 

漏えい継続時間は、図１に示すように漏えい検出時間、運転員による判断及び

操作時間及びドレン所要時間に分けられる。設備改造工事の設計におけるドレン

時間は、以下の a)～d）までの所要時間を合計し、43 分と設定した。 

a)漏えい検出時間：煙感知型漏えい検出器について、漏えい率 10kg/h のナトリウ

ム漏えいに相当するナトリウムエアロゾル拡散による濃度推移の評価結果を踏

まえ、一定規模以上の漏えいが２分以内で検出可能なことから、漏えい検出時

間を２分と設定。 

b)判断時間：「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」に基づき、

（添付-14） 

（JAEA 第５回報告より引用） 
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判断時間を 10 分と設定。 

c)操作時間：判断後、原子炉トリップ操作１分、ドレン開始までの所要時間（ドレン

準備時間及びドレン操作時間）5 分の合計 6 分と設定。 

d)ドレン開始までの所要時間（18 分）を踏まえ、漏えい継続の目安値 45 分に対し

て余裕を見て、ドレン所要時間に対する設計要求を 25 分以内と設定。 

 

２．２次ナトリウム補助設備充填ドレン系の設備改造 

ドレン時間を短縮するためには、配管口径を大きくしドレン流量を増加させること

が効果的であるため、配管の引き回しを考慮し、ドレン配管口径を変化させてドレン

時間の評価を行った。上記１．(2)のとおり、ドレン所要時間に対する設計要求は 25

分以内であることから、この時間内になるよう４インチから６インチの配管を配置場

所に応じて合理的に選定してドレン配管口径を定めた。その結果、改造後のドレン

時間が約 20 分（１弁故障を想定しても 25 分以内）となることを評価した。 

改造実施後、漏えい検出時間及びにドレン時間を実測し、それぞれ 2 分、25 分

以内であることが、使用前検査において確認されている。また、漏えいの判断と操

作時間を含めた運転手順については、もんじゅ中央制御盤を模擬した運転シミュレ

ータを用いた操作確認を行い、所定の時間内で操作できることが保安検査において

確認されている。 

 

以上より、２次系からのナトリウム漏えい燃焼時、漏えい箇所、漏えい規模をパラメ

ータとしたナトリウム漏えい燃焼挙動に基づき、床ライナの減肉腐食が最も厳しい条件

を想定した場合にあっても、ナトリウム漏えい時の床ライナの健全性は確保される設計

がなされていることを確認した。 

従って、２次系からのナトリウム漏えい時におけるドレン所要時間（43 分）及びその

設計仕様に基づく、２次ナトリウム補助設備充填ドレン系の設備改造は、妥当なものと

考えられる。 

 

３．ナトリウム漏えい時の床ライナ減肉量の解析による評価 

漏えい室及び漏えい率をパラメータとした解析結果から、床ライナ温度が最も上昇

するナトリウム漏えい時の床ライナ減肉量の例（蒸発器室）を図２に示す。漏えい率

0.3t/h のナトリウム漏えいが 43 分継続する条件での解析評価によると、床ライナ温

度は、ナトリウム漏えいの開始（時間 0）とともに急激に上昇し、約 15分後には最高約

870℃まで到達する。その後も高い温度を維持するが、ナトリウムドレンが終了して漏

えいが停止する約 40 分以降は、急激に温度が低下する。この間の床ライナ減肉量

は、約 2.6 ㎜である。 

２次冷却系の各部屋に関して同様な評価を行った結果、床ライナ最高温度及び床

ライナ最大減肉量は、それぞれ約 870℃、約 2.6mm（表１参照）となった。 

 

（JAEA 第５回報告より引用） 

80



 

 

 

図１ 改造後の漏えい継続時間について 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 解析結果の時間変化（蒸発器室の漏えい率 0.3t/hの例） 

（JAEA 第５回報告より引用） 

ドレン終了 

（43分） 

↓ 
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表１ 床ライナ最高温度及び床ライナ最大減肉量評価結果 

（漏えい率パラメータ） 

床ライナの最高温度   約 870℃ 

床ライナの最大減肉量  約 2.6mm 

0.4t/h 
過熱器室 

（A439） 

0.3t/h 
蒸発器室 

（A438） 

0.7t/h 
２次主冷却系配管室 

（A446） 

漏えい率 漏えい室 

約 2.6mm 約 860℃ 

約 2.6mm 約 870℃ 

約 2.6mm 約 860℃ 

床ライナ 

最大減肉量 

床ライナ 

最高温度 

（JAEA第５回報告より引用） 
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（添付-15） 

（抜粋） 
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２次系ナトリウムの抜き取り（ドレン）の所要時間測定結果について 

 

１．経緯 

２次系ナトリウムの抜き取り（ドレン）の所要時間については、高速増殖炉

研究開発センターの原子炉施設(高速増殖原型炉もんじゅ)に係る使用前検査申

請書記載事項の変更届（平成１７年７月１２日受理）に基づき、使用前検査計

画書及び使用前検査要領書を作成し、実施した。 

２次系ナトリウムの抜き取り（ドレン）の所要時間の判定基準については、

床ライナ等の設計及び工事の方法の認可において、腐食減肉の評価が行われて

おり、ナトリウム漏えい継続時間を最大４３分として評価され、その内、ドレ

ン所要時間は２５分*1としていることから、２５分以内とした。 

 

２．使用前検査結果 

使用前検査では、ループ毎に２次主冷却系設備からの抜取り(ドレン)の所要

時間への影響が最も長くなる弁（Ａループ：240AMV13A、Ｂループ：240BMV10A、

Ｃループ：240CMV13A）の故障を模擬し、抜き取り（ドレン）の所要時間を２５

分以内であることを下記のとおり確認した。 

ループ毎の測定記録を図１－１～１－５に示す。 

 

 Ａループ Ｂループ Ｃループ 

使用前検査実施日 ８月１４日 ７月３１日 ７月１７日 

所要時間 ２２分３秒 １９分５１秒 ２１分５１秒 

*1 ２次ナトリウム補助設備のうち２次ナトリウム充填ドレン系において、

ドレンラインを改造し、多重化した弁のうちループ毎に１台の弁故障を仮

定しても、２５分以内とする。 

 

以上のように、2 次系ナトリウムの抜き取り（ドレン）の所要時間が、各ルー

プそれぞれ１弁故障を仮定しても２５分以内であることを確認した。

（添付-16） 

（添付-16） 

（第１０回もんじゅ安全性確認検討会資料１０－２より抜粋） 
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もんじゅ試運転再開に当たっての設備健全性確認に係る検査実績 

 

当院及び原子力安全基盤機構は、「止める」「冷やす」「閉じ込める」等の主要設備に係

る設備健全性を確認するため、平成２１年１０月～１２月にかけて、３回にわたり立入

検査を実施。 

 

【止める機能】 

選定する設備及び試験 検査の種類及び内容 

機

器

・ 

設

備

レ

ベ

ル 

安 全 保

護 系 設

備 

・工学的安全施設作動設備  

・工学的安全施設作動設備(トリップ遮

断器開検出器) 

・原子炉保護系（１次系）  

・原子炉保護系（１次系以外）  

・工学的安全施設作動設備（安全保護

回路）  

外観点検：立入検査 

外観点検：使用前検査（補修・取替）  

 

性能・機能確認：使用前検査（長期停止）  

性能・機能確認：使用前検査（長期停止）  

性能・機能確認：使用前検査（長期停止）  

制 御 設

備・非常

用 制 御

設備 

・微調整棒駆動機構 外観点検：使用前検査（改造）  

性能・機能確認：使用前検査（改造、補修・取替）  

・粗調整棒駆動機構 

 

分解点検：立入検査 

性能・機能確認：使用前検査(補修・取替、長期停

止)  

・後備炉停止棒駆動機構 性能・機能確認：使用前検査(補修・取替、長期停

止)  

系統・プラント

レベル 

・安全保護系機能確認試験  

 

アナログ試験：使用前検査（長期停止） 

ロジック試験：使用前検査（長期停止） 

・微調整棒駆動機構作動試験 

 

 

 

 

・粗調整棒駆動機構作動試験 

 

 

 

・後備炉停止棒駆動機構作動試験 

 

 

 

・制御棒駆動機構関連設備制御系試験 

設定値確認試験：使用前検査（長期停止） 

可変速常駆動試験（定格流量）：使用前検査（改造、

補修・取替） 

スクラム特性試験（定格流量）：使用前検査（改造、

補修・取替） 

常駆動試験（定格流量）：使用前検査（補修・取替、

長期停止） 

スクラム特性試験（定格流量）：使用前検査（補修・

取替、長期停止） 

常駆動試験（定格流量）：使用前検査（補修・取替、

長期停止） 

スクラム特性試験（定格流量）：使用前検査（補修・

取替、長期停止） 

制御棒引抜阻止動作試験：使用前検査（長期停止） 

・外部電源喪失模擬試験  性能・機能確認：立入検査 

（添付-17） 
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【冷やす機能】 

選定する設備及び試験 検査の種類及び内容 

機

器

・ 

設

備

レ

ベ

ル 

１ 次 主

冷 却 系

循 環 ポ

ンプ 

・循環ポンプ  

 

・ポンプ軸封部  

外観点検：立入検査 

性能・機能確認：使用前検査（長期停止）  

分解点検：立入検査 

２ 次 主

冷 却 系

補 助 冷

却設備 

・温度検出取付管台の閉止キャップ  

・主配管  

・空気冷却器  

 

 

 

・送風機  

 

 

 

・補助冷却設備  

外観点検：使用前検査（改造）  

 

肉厚測定：立入検査 

外観点検（改造範囲）：使用前検査（改造）  

開放点検：立入検査 

性能・機能確認：使用前検査（長期停止）  

分解点検：立入検査 

外観点検（改造範囲）：使用前検査（改造） 

開放点検：立入検査 

性能・機能確認：使用前検査（改造、長期停止） 

２ 次 メ

ン テ ナ

ン ス 冷

却系 

・空気冷却器用送風機  

 

・電磁ポンプ 

開放・分解点検：立入検査 

性能・機能確認：使用前検査（長期停止）  

性能・機能確認：使用前検査（長期停止） 

系統・プラント

レベル 

・１次主循環ポンプ主モータ機能確認

試験  

・１次主循環ポンプポニーモータ運転

試験 

静特性試験：使用前検査（長期停止） 

 

ポニーモータ運転試験（Ｃループ）：使用前検査（長

期停止） 

・補助冷却設備機能確認試験 起動試験：使用前検査（長期停止） 

・メンテナンス冷却系設備機能確認 

 

警報確認：使用前検査（長期停止） 

系統運転性能確認：使用前検査（長期停止） 

・外部電源喪失模擬試験（再掲）  性能・機能確認：立入検査 
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【閉じ込める機能】 

選定する設備及び試験 検査の種類及び内容 

機

器

・ 

設

備

レ

ベ

ル 

原 子 炉

容器 

 

・原子炉容器  性能・機能確認：立入検査 

原 子 炉

格 納 容

器 

・格納容器本体  

・機器搬入口  

・エアロック  

・格納容器本体等  

肉厚測定：立入検査 

簡易点検：立入検査 

簡易点検：立入検査 

性能・機能確認：使用前検査（長期停止）  

系統・プラント

レベル 

・原子炉格納容器自動隔離弁機能確認

試験 

・原子炉格納容器エアロック機能確認

試験 

・原子炉格納容器全体漏えい率試験   

原子炉格納容器自動隔離弁機能確認試験：使用前

検査（長期停止） 

漏えい試験：使用前検査  

 

原子炉格納容器全体漏えい率試験：使用前検査（長

期停止） 

 

 

【もんじゅ特有】 

選定する設備及び試験 検査の種類及び内容 

機

器

・ 

設

備

レ

ベ

ル 

燃 料 出

入設備 

  

・燃料移送ポットを除く設備  

・燃料出入機本体Ａ直接冷却系加熱器  

・燃料出入機本体Ａ  

・燃料出入機冷却装置（燃料移送ポッ

トを除く）  

外観点検：立入検査 

簡易点検：立入検査 

 

分解点検：立入検査 

性能・機能確認：使用前検査（長期停止） 

系統・プラント

レベル 

・燃料取扱設備運転試験 燃料交換モード試験（炉心～EVST 間移送）：使用

前検査（長期停止） 

燃料取扱設備動力源喪失試験：使用前検査（長期

停止） 
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【経年的影響】 

選定する設備及び試験 検査の種類及び内容 

腐食 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉補機冷却海水系主配管 外観点検：使用前検査（補修・取替） 

肉厚測定：使用前検査（補修・取替） 

性能・機能確認：立入検査 

アニュラス循環排気装置主配管 

 

 

外観点検：使用前検査（補修・取替） 

肉厚測定：使用前検査（補修・取替） 

性能・機能確認：使用前検査（補修・取替） 

気体廃棄物処理設備の排気筒 外観点検：立入検査 

肉厚測定：立入検査 

摩耗・务化等 制御用圧縮空気設備 

 

 

 

外観点検：立入検査 

肉厚測定：立入検査 

分解点検：立入検査 

性能・機能確認：立入検査 

絶縁务化 

 

接触型ナトリウム漏えい検出器（ＣＬ

Ｄ） 

性能・機能確認：使用前検査（補修・取替） 

燃料出入機本体Ａ直接冷却系加熱器

（再掲） 

簡易点検：立入検査 

計器精度务化 

 

プロセス計装（２次主冷却系温度伝送

器） 

性能・機能確認：立入検査 

プロセス計装（２次主冷却系圧力伝送

器） 

性能・機能確認：立入検査 

プロセス計装（安全保護系のＦ／Ｖ変

換器）  

性能・機能確認：立入検査 

燃料処理設備の流量伝送器  性能・機能確認：立入検査 

炉外燃料貯蔵槽２次補助 Na系の圧力伝

送器 

性能・機能確認：立入検査 
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使用前検査等の実施状況 

１．原子炉等規制法（１２１件） 

（１）ナトリウム漏えい対策のための「改造工事」に係る検査（４１件） 

【炉規法：イ項相当】 

２次主冷却系設備（中間熱交換器（C）出口主配管の交換復旧） 検査終了： H18.9.22 材料,寸法,外観,据付,耐圧漏えい

２次主冷却系設備（入口分配管復旧） 検査終了： H18.8.29 材料,寸法,外観,据付,耐圧漏えい

２次主冷却系設備（ポンプ入口・ドレン管台） 検査終了： H18.9.29 材料,寸法,外観,据付,耐圧漏えい

蒸気タービン及び附属設備（蒸発器ブローダウン性能改善） 検査終了： H18.8.11 材料,寸法,外観,据付,耐圧漏えい

補助冷却設備（温度検出器取付管台の閉止キャップ） 検査終了： H18.9.20 材料,外観,据付,耐圧漏えい

補助冷却設備（空気冷却器及び空気冷却器用送風機の改造範囲） 検査終了： H18.8.18 外観,据付

２次ナトリウム補助設備（配管復旧） 検査終了： H18.8.29 外観,据付

２次ナトリウム補助設備（２次ナトリウム充填ドレン系及び２次ナト
リウムオーバーフロー系の改造範囲）

検査終了： H18.10.5 材料,寸法,外観,据付,耐圧漏えい

２次アルゴンガス系設備（２次アルゴンガス系主配管の改造範囲） 検査終了： H18.11.15 材料,寸法,外観,据付,耐圧漏えい

プロセス計装（計装用ウェルの交換） 検査終了： H18.9.29 材料,寸法,外観,据付,耐圧漏えい

プロセス計装（温度検出器の交換） 検査終了： H19.1.30 外観,据付

プロセス計装（煙感知型及び熱感知型ナトリウム漏えい検出器追設） 検査終了： H19.1.25 外観,据付

プロセス計装　(蒸発器カバーガス圧力計交換及び追設) 検査終了： H18.11.28 外観,据付

支持構造物（２次ナトリウム充填ドレン系中間熱交換器ドレン弁駆動
装置）

検査終了： H17.2.25 外観,据付

支持構造物（補助冷却設備、２次ナトリウム補助設備及び２次主冷却
系設備）

検査終了： H18.10.13 外観,据付

支持構造物（２次メンテナンス冷却系主配管支持構造物追設） 検査終了： H18.10.20 外観,据付

支持構造物（２次主冷却系主配管及びナトリウム中水漏えい検出設備
配管）

検査終了： H18.10.20 外観,据付

支持構造物（温度検出器） 検査終了： H19.1.30 外観,据付

支持構造物（2次ナトリウム充填ドレン操作盤） 検査終了： H19.4.25 外観,据付

換気空調設備（炉外燃料貯蔵槽冷却系共通配管室窒素雰囲気循環ファ
ンの追設）

検査終了： H18.12.7 外観,据付

換気空調設備（蒸気発生器室（A）（B）（C）排気ファン取替及び配
管室（C）排気ファン取替）

検査終了： H18.12.7 外観,据付

窒素ガス供給系設備（窒素ガス供給設備改造及び窒素ガス貯蔵タンク
（A）（B）（C）追設)

検査終了： H19.5.14 材料,寸法,外観,据付,耐圧漏えい

建物及びその附属設備（床ライナ） 検査終了： H19.1.24 材料,構造

原子炉補助建物（ヒートシンク材） 検査終了： H18.7.26
材料,構造(質量の確認,据付状況の確
認)

原子炉補助建物（壁・天井断熱材） 検査終了： H19.6.4 材料,構造(敷設率検査,敷設位置検査)

原子炉冷却系統施設

計測制御系統施設

共通

その他の原子炉の附属施設

系統設備 検査実施状況 検査内容施設区分名

 

【炉規法：ハ項相当】 

２次主冷却系設備及び補助冷却設備（蒸発器カバーガス圧力計） 検査終了： H19.8.22 警報、ｲﾝﾀﾛｯｸ

２次主冷却系設備及び補助冷却設備（蒸発器ブローダウン性能改善） 検査終了： H19.8.22 ｲﾝﾀﾛｯｸ

２次主冷却系設備及び補助冷却設備（２次系緊急ドレン） 検査終了： H19.8.10 ｲﾝﾀﾛｯｸ

蒸気タービン及び付属設備（蒸発器ブローダウン性能改善） 検査終了： H19.8.22 ｲﾝﾀﾛｯｸ

２次アルゴンガス系設備（蒸発器ブローダウン性能改善） 検査終了： H19.8.22 ｲﾝﾀﾛｯｸ

２次アルゴンガス系設備（２次系緊急ドレン） 検査終了： H19.8.10 ｲﾝﾀﾛｯｸ

2次ナトリウム補助設備（蒸発器ブローダウン性能改善） 検査終了： H19.8.13 インタロック検査

2次ナトリウム補助設備（２次系緊急ドレン） 検査終了： H19.8.14
インタロック検査、ドレン性能確認検
査

プロセス計装（煙感知型及び熱感知型ナトリウム漏えい検出器追設） 検査終了： H19.3.23 警報、ｲﾝﾀﾛｯｸ

プロセス計装
（煙感知型及び熱感知型ナトリウム漏えい検出器健全性確認）

検査終了： H20.7.10,11 警報

プロセス計装（蒸発器カバーガス圧力計） 検査終了： H19.4.25 計測範囲確認

プロセス計装（ナトリウム漏えい検出器の追加） 検査終了： H19.5.22 警報検査

換気空調設備（蒸気発生器室（A）（B）（C）排気ファン取替及び配
管室（C）排気ファン）

検査終了： H19.8.10 ﾌｧﾝ運転性能

換気空調設備（炉外燃料貯蔵槽冷却系共通配管室窒素雰囲気循環ファ
ン）

検査終了： H19.4.6 ﾌｧﾝ運転性能

換気空調設備（蒸気発生器室換気装置） 検査終了： H19.4.24 ｲﾝﾀﾛｯｸ

その他の主要な設備（圧力開放ダンパ設置） 検査終了： H18.4.25 作動設定差圧確認検査

検査内容施設区分名 系統設備 検査実施状況

原子炉冷却系統施設

計測制御系統施設

その他原子炉の附属施設

 

（添付-18） 
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（２）長期停止に伴う設備の务化等による「補修・取替」に係る検査（４３件） 

【炉規法：イ項相当】 

燃料体炉心燃料集合体初装荷燃料Ⅰ型 検査終了： H20.9.9 材料,外観

燃料体炉心燃料集合体初装荷燃料Ⅱ型 検査終了： H20.9.9 材料,外観

２次主冷却系設備（ポニーモータC交換） 検査終了： H19.2.16 外観,据付

２次主冷却系設備（蒸発器用圧力開放板、過熱器用圧力開放板及び収
納容器用圧力開放板（B）（C）交換）

検査終了： H18.10.23 外観,据付

２次主冷却系設備（収納容器用圧力開放板（A）交換） 検査終了： H21.1.20 外観,据付

蒸気タービン及び附属設備（弁、配管及び減温器の一部取替） 検査終了： H17.6.14 材料,寸法,外観,据付,耐圧漏えい

蒸気タービン及び附属設備（脱気器一部交換及び主配管一部交換） 検査終了： H21.3.6 材料,寸法,外観,据付,耐圧漏えい

原子炉補機冷却水設備（海水系配管（A）交換） 検査終了： H21.1.20 材料,寸法,外観,据付,耐圧漏えい

原子炉補機冷却水設備（熱交換器（C）一部施栓） 検査終了： H21.4.24 外観

原子炉補機冷却水設備（海水系配管（B）交換） 検査終了： H21.4.24 材料,寸法,外観,据付,耐圧漏えい

原子炉補機冷却水設備（海水系配管（C）交換） 検査終了： H21.10.14 材料,寸法,外観,据付,耐圧漏えい

調整棒駆動機構（FCRD上部案内管部交換） 検査終了： H19.4.3 材料,寸法,外観,据付,耐圧漏えい

核計装（線源領域中性子束検出器取替） 検査終了： H17.12.26 外観,据付

プロセス計装（圧力開放板開放検出器の交換） 検査終了： H18.10.23 外観,据付

工学的安全施設作動設備（トリップしゃ断器開検出器交換） 検査終了： H19.1.24 外観,据付

計装（カバーガス法破損燃料検出系比例計数管交換） 検査終了： H19.3.6 外観,据付

附帯設備（盤更新） 検査終了： H20.1.31 外観,据付

計装（接触型ナトリウム漏えい検出器交換分） 検査終了： H20.6.25 外観,据付

計装（煙感知型及び熱感知型ナトリウム漏えい検出器健全正確認） 検査終了： H20.7.9 据付

原子炉格納施設 アニュラス循環排気装置（ダクト補修） 検査終了： H21.5.15 材料,寸法,外観,据付,耐圧漏えい

気体廃棄物処理設備（排気筒） 材料,外観,据付

廃棄物処理設備（主配管の一部取替） 検査終了： H17.9.27 材料,寸法,外観,据付,耐圧漏えい

廃棄物処理設備（主配管の一部材質変更） 検査終了： H19.2.23 材料,寸法,外観,据付,耐圧漏えい

廃棄物処理設備（主配管の一部材質変更） 検査終了： H20.3.6 材料,寸法,外観,据付,耐圧漏えい

廃棄物処理設備（主配管の一部材質変更） 検査終了： H21.7.17 材料,寸法,外観,据付,耐圧漏えい

支持構造物（海水系配管支持構造物（A）交換） 検査終了： H21.1.20 外観,据付

支持構造物（海水系配管支持構造物（B）交換） 検査終了： H21.4.24 外観,据付

支持構造物（海水系配管支持構造物（C）交換） 検査終了： H21.10.14 外観,据付

支持構造物（線源領域中性子束検出器取替） 検査終了： H17.12.26 外観,据付

共通

原子炉本体

原子炉冷却系統施設

計測制御系統施設

施設区分名

放射性廃棄物の廃棄施設

系統設備 検査実施状況 検査内容

検査終了： H21.11.27

 

【炉規法：ハ項相当】 

核燃料物質の取扱施設及び貯
蔵施設

核燃料物質貯蔵設備（燃料池水冷却浄化装置循環ポンプの羽根車交
換）

検査終了： H20.2.22 燃料池水冷却浄化装置ポンプ運転性能

ナトリウム・水反応生成物収納設備 主配管 圧力開放板(Ａループ)
（過熱器用圧力開放板Ａ，蒸発器用圧力開放板Ａ）

検査終了： H10.3.3 圧力開放板開放設定差圧確認

２次主冷却系設備（蒸発器用圧力開放板、過熱器用圧力開放板及び収
納容器用圧力開放板（B）（C））

検査終了： H18.7.5 圧力開放板設定破裂圧力確認

２次主冷却系設備（収納容器用圧力開放板（A）） 検査終了： H20.12.10 圧力開放板設定破裂圧力確認

その他の主要な設備 機器冷却水系設備 機器冷却系冷却ポンプＡ 検査終了： H9.11.17 ポンプ運転性能

プロセス計装（破損燃料検出装置） 警報,計測範囲確認

破損燃料検出装置
　タギング法破損燃料検出装置質量分析系（質量分析計）

検査終了： H15.3.19 警報,計測範囲確認

制御設備及び非常用制御設備 検査終了： H21.8.21 警報,インタロック,制御棒駆動機構常
駆動性能,制御棒そう入時間

計装（プロセス計装） 検査終了： H21.9.25 警報

アニュラス循環排気装置 検査終了： H21.10.21

工場における微粒子フィルタ性能,工
場におけるよう素除去フィルタ性能,
現地における微粒子フィルタ性能,現
地におけるよう素除去フィルタ性能,
インタロック,アニュラス負圧

アニュラス循環排気装置 検査終了： H21.10.21 アニュラスよう素用フィルタ切替時間

屋外管理用設備　プロセスモニタリング設備
 排水モニタ（排水モニタＡ，Ｂ）

検査終了： H11.5.12 警報,校正

屋内管理用設備 エリアモニタリング設備
　原子炉補助建物エリアモニタ （中性子線エリアモニタ４）

検査終了： H10.5.21 校正

放射線管理施設

計測制御系統施設

原子炉冷却系統施設

検査実施状況施設区分名

原子炉格納施設

検査内容

検査終了： H21.11.19

系統設備

 

【炉規法：ニ項相当】 

原子炉本体

炉心
  燃料体
    炉心燃料集合体（初装荷燃料Ⅱ型及びⅢ型）
    ブランケット燃料集合体

検査終了： H21.7.22 燃料装荷検査

施設区分名 系統設備 検査内容検査実施状況
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（３）改造・補修等を行っていない設備のうち長期間運転を行っていないものの機能・性

能に係る検査（３７件） 

【炉規法：イ項相当】 

原子炉冷却系統施設 ２次主冷却系設備（蒸気発生器伝熱管） 検査終了： H20.3.13 伝熱管検査

検査実施状況 検査内容施設区分名 系統設備

 

【炉規法：ハ項相当】 

原子炉本体 放射線しゃへい体 検査終了： H20.4.11 警報,回転プラグ回転性能

核燃料物質取扱設備 検査終了： H20.4.24
燃料洗浄設備運転性能,燃料出入機冷
却装置運転性能

核燃料物質取扱設備
核燃料物質貯蔵設備

検査終了： H20.4.10 動力源喪失

核燃料物質取扱設備
核燃料物質貯蔵設備

検査終了： H20.4.11 核燃料物質取扱設備運転性能

核燃料物質貯蔵設備（空気冷却器） 検査終了： H20.2.22 送風機運転性能

核燃料物質貯蔵設備 検査終了： H20.1.18 警報

核燃料物質貯蔵設備 検査終了： H21.6.16 警報

核燃料物質取扱設備
核燃料物質貯蔵設備

検査終了： H20.5.28 核燃料物質貯蔵設備運転性能

核燃料物質貯蔵設備 検査終了： H20.8.6 炉外燃料貯蔵設備ポンプ運転性能

１次主冷却系設備
警報,インタロック,ポンプ運転性能,
ポンプ流量半減測定

２次主冷却系設備及び補助冷却設備（空気冷却器） 検査終了： H20.7.23 送風機運転性能

２次主冷却系設備及び補助冷却設備
警報,インタロック,ポンプ運転性能,
補助冷却設備起動性能

１次ナトリウム補助設備 警報,インタロック

２次ナトリウム補助設備 検査終了： H20.7.23 警報,ポンプ運転性能

１次アルゴンガス系設備 検査終了： H20.9.30 警報,インタロック

メンテナンス冷却系設備（空気冷却器） 送風機運転性能

メンテナンス冷却系設備 警報,ポンプ運転性能

機器冷却系設備 検査終了： H20.4.24 機器冷却系設備インタロック

核計装 検査終了： H20.3.12 警報,計測範囲確認

破損燃料検出装置 警報,計測範囲確認

原子炉制御設備 検査終了： H20.7.24 警報,インタロック

安全保護回路

原子炉保護設備ロジック回路動作,工
学的安全施設作動設備ロジック回路動
作,原子炉保護回路設定値確認,工学的
安全施設作動回路設定値確認

計装（原子炉計装及びプロセス計装） 警報,計測範囲確認

計装（原子炉容器上部プレナム計装） 検査終了： H20.8.6 計測範囲確認

原子炉格納容器及び附属設備 検査終了： H20.7.24 警報,インタロック

バキュームブレーカ 検査終了： H20.4.18 現地における作動検査及び漏えい

原子炉格納容器及び附属設備 検査終了： H21.12.8 漏えい率検査

気体廃棄物処理設備 検査終了： H19.11.14 インタロック

液体廃棄物処理設備 検査終了： H20.5.28
警報,インタロック,液体廃棄物処理装
置運転性能

非常用電源設備（非常用電源系） 検査終了： H20.7.29 警報,インタロック

非常用電源設備（ディーゼル発電機） 検査終了： H20.7.29 インタロック,自動負荷

非常用電源設備（蓄電池） 検査終了： H20.2.6 警報,インタロック

非常用電源設備（インバータ） 検査終了： H20.2.19 警報,インタロック

換気空調設備 検査終了： H20.4.18

工場における微粒子フィルタ性能,工
場におけるよう素除去フィルタ性能,
現地における微粒子フィルタ性能,現
地におけるよう素除去フィルタ性能,
インタロック

共通保修設備 検査終了： H20.7.30 運転性能

共通保修設備（２次系洗浄水循環ポンプ） 検査終了： H20.7.30 運転性能

検査終了： H21.11.17

核燃料物質の取扱施設及び貯
蔵施設

原子炉冷却系統施設

計測制御系統施設

施設区分名 検査実施状況 検査内容

放射性廃棄物の廃棄施設

その他原子炉の附属施設

検査終了： H21.11.25

検査終了： H21.11.26

検査終了： H21.11.19

検査終了： H21.11.20

検査終了： H21.11.16

検査終了： H21.11.16

原子炉格納施設

検査終了： H21.11.27

系統設備

 

93



 

２．電気事業法（６０件） 

（１）ナトリウム漏えい対策のための「改造工事」に係る検査（１２件） 

【電事法：イ項】 

2次主冷却系設備（中間熱交換器（C）出口主配管の交換復旧） 検査終了： H18.9.22
材料,構造(寸法･外観･据付),強度･漏
えい

2次主冷却系設備（入口分配管復旧） 検査終了： H18.8.29
材料,構造(寸法･外観･据付),強度･漏
えい

2次主冷却系設備（ポンプ入口・ドレン管台） 検査終了： H18.9.29
材料,構造(寸法･外観･据付),強度･漏
えい

2次ナトリウム補助設備（２次ナトリウム充填ドレン系及び２次ナト
リウムオーバーフロー系の改造範囲）

検査終了： H18.10.5
材料,構造(寸法･外観･据付),強度･漏
えい

２次アルゴンガス系設備（２次アルゴンガス系主配管の改造範囲） 検査終了： H18.11.15
材料,構造(寸法･外観･据付),強度･漏
えい

支持構造物 検査終了： H17.2.25 構造(外観･据付)

支持構造物（補助冷却設備、２次ナトリウム補助設備及び２次主冷却
系設備）

検査終了： H18.10.13 構造(外観･据付)

支持構造物（２次メンテナンス冷却系主配管支持構造物追設） 検査終了： H18.10.20 構造(外観･据付)

支持構造物（２次主冷却系主配管及びナトリウム中水漏えい検出設備
配管）

検査終了： H18.10.20 構造(外観･据付)

支持構造物（温度検出器） 検査終了： H19.1.30 構造(外観･据付)

支持構造物（2次ナトリウム充填ドレン操作盤） 検査終了： H19.4.25 構造(外観･据付)

系統設備 検査実施状況 検査内容施設区分名

原子炉冷却系統設備

共通

 

【電事法：ハ項】 

原子炉冷却系統設備 ２次主冷却系設備及び補助冷却設備（蒸発器カバーガス圧力計） 検査終了： H19.8.22 警報

検査内容施設区分名 系統設備 検査実施状況

 

 

 

（２）長期停止に伴う設備の务化等による「補修・取替」に係る検査（２７件） 

【電事法：燃料体検査】 

高速増殖原型炉もんじゅ燃料体　炉心燃料集合体（内側炉心：6体） 検査終了： H20.11.4
材料，外観，寸法、密度、プルトニウ
ム均一度、欠陥、溶接部、表面密度、
漏えい、構成確認

高速増殖原型炉もんじゅ燃料体　炉心燃料集合体（内側炉心：6体） 検査終了： H20.11.4 外観，寸法、構成確認

施設区分名 系統設備 検査実施状況 検査内容

原子炉本体

 

【電事法：イ項】 

2次主冷却系設備（ポニーモータC交換） 検査終了： H19.2.16 構造(外観･据付)

原子炉補機冷却水設備（海水系配管（A）交換） 検査終了： H21.1.20
材料,構造(寸法,外観,据付),強度･漏
えい

原子炉補機冷却水設備（熱交換器（C）一部施栓） 検査終了： H21.4.24 構造(外観)

原子炉補機冷却水設備（海水系配管（B）交換） 検査終了： H21.4.24
材料,構造(寸法,外観,据付),強度･漏
えい

原子炉補機冷却水設備（海水系配管（C）交換） 検査終了： H21.10.14
材料,構造(寸法,外観,据付),強度･漏
えい

計測制御系統設備 制御材駆動装置（FCRD上部案内管部交換） 検査終了： H19.4.3 構造(外観･据付),強度･漏えい

放尃線管理設備 換気設備（アニュラス循環排気装置ダクト補修） 検査終了： H21.5.15
材料,構造(寸法･外観･据付),強度･漏
えい

廃棄物処理設備（主配管の一部取替） 検査終了： H17.9.26
材料,構造(寸法･外観･据付),強度･漏
えい

廃棄物処理設備（主配管の一部材質変更） 検査終了： H19.2.23
材料,構造(寸法･外観･据付),強度･漏
えい

廃棄物処理設備（主配管の一部材質変更） 検査終了： H20.3.6
材料,構造(寸法･外観･据付),強度･漏
えい

廃棄物処理設備（主配管の一部材質変更） 検査終了： H21.7.17
材料,構造(寸法･外観･据付),強度･漏
えい

支持構造物（海水系配管支持構造物（A）交換） 検査終了： H21.1.20 構造(外観･据付)

支持構造物（海水系配管支持構造物（B）交換） 検査終了： H21.4.24 構造(外観･据付)

支持構造物（海水系配管支持構造物（C）交換） 検査終了： H21.10.14 構造(外観･据付)

支持構造物（線源領域中性子束検出器取替） 検査終了： H17.12.26 構造(外観･据付)

その他 排気筒 検査終了： H21.11.27 材料,外観

共通

検査実施状況 検査内容施設区分名 系統設備

原子炉冷却系統設備

廃棄施設
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【電事法：ハ項】 

原子炉冷却系統設備 機器冷却水系設備 機器冷却系冷却ポンプＡ 検査終了： H10.5.29 ポンプ運転性能

破損燃料検出装置（破損燃料検出装置） 検査終了： H21.11.19 警報,計測範囲確認

破損燃料検出装置
　タギング法破損燃料検出装置質量分析系（質量分析計）

検査終了： H15.3.19 警報,計測範囲確認

制御棒駆動装置 検査終了： H21.8.21
警報インタロック,制御棒駆動機構常
駆動性能,制御棒そう入時間

燃料設備 使用済燃料貯蔵設備（燃料池水冷却浄化装置循環ポンプの羽根車交換） 検査終了： H20.2.22 燃料池水冷却浄化装置ポンプ運転性能

プロセスモニタリング設備排水モニタ 検査終了： H11.5.14

モニタリング設備 原子炉補助建物エリアモニタ 検査終了： H10.5.29

換気設備 検査終了： H21.10.21

工場における微粒子フィルタ性能,工
場におけるよう素除去フィルタ性能,
現地における微粒子フィルタ性能,現
地におけるよう素除去フィルタ性能,
インタロック,アニュラス負圧

計測制御系統設備

放尃線管理設備

検査実施状況 検査内容施設区分名 系統設備

 

【電事法：ニ項】 

原子炉本体

炉心
  燃料体
    炉心燃料集合体（初装荷燃料Ⅱ型及びⅢ型）
    ブランケット燃料集合体

検査終了： H21.7.22 燃料装荷検査

検査内容施設区分名 系統設備 検査実施状況

 

 

 

（３）改造・補修等を行っていない設備のうち長期間運転を行っていないものの機能・性

能に係る検査（２１件） 

【電事法：イ項】 

原子炉冷却系統設備 ２次主冷却系設備（蒸気発生器伝熱管） 検査終了： H20.3.13 伝熱管検査

放尃線管理設備 放尃線管理用計測装置 検査終了： H17.3.24 外観,据付（イ項検査）

検査内容施設区分名 系統設備 検査実施状況

 

【電事法：ハ項】 

1次主冷却系設備 検査終了： H21.11.25 警報,インタロック

2次主冷却系設備及び補助冷却設備 検査終了： H21.11.26 警報,インタロック,ポンプ運転性能

1次ナトリウム補助設備 検査終了： H21.11.20 警報

2次ナトリウム補助設備 検査終了： H20.7.23 警報,ポンプ運転性能

1次アルゴンガス系設備 検査終了： H20.9.30 インタロック

メンテナンス冷却系設備 検査終了： H21.11.16 警報,ポンプ運転性能

核計測装置 検査終了： H20.3.12 警報,計測範囲確認

破損燃料検出装置 検査終了： H21.11.19 警報,計測範囲確認

原子炉制御設備 検査終了： H21.12.8 警報インタロック検査

安全保護系 検査終了： H21.11.27

原子炉保護設備ロジック回路動作,工
学的安全施設作動設備ロジック回路動
作,原子炉保護回路設定値確認,工学的
安全施設作動回路設定値確認

燃料取扱装置 検査終了： H20.7.30 燃料取扱装置運転性能,動力源喪失

燃料貯蔵設備及び使用済燃料貯蔵設備 検査終了： H20.8.6 炉外燃料貯蔵設備ポンプ運転性能

放尃線管理設備 放尃線管理用計測装置 検査終了： H17.3.24 性能確認（ハ項検査）

気体廃棄物処理設備 検査終了： H19.11.14 インタロック

液体廃棄物処理設備 検査終了： H20.5.28
インタロック,液体廃棄物処理装置運
転性能

格納容器隔離弁 検査終了： H20.7.24 警報インタロック

バキュームブレーカ 検査終了： H20.4.18 現地における作動及び漏えい

原子炉格納容器 検査終了： H21.12.8 漏えい率検査

附帯設備 非常用予備発電装置 検査終了： H21.12.8 自動負荷投入検査

検査内容検査実施状況

原子炉冷却系統設備

計測制御系統設備

燃料設備

廃棄設備

原子炉格納施設

施設区分名 系統設備
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高速増殖原型炉もんじゅ安全性総点検に係る対処及び報告について 

（第５回報告）に対する評価と指摘事項 

 

平成 22年 2月 10日 

原子力安全基盤機構 

 

1．はじめに 

    本書は、日本原子力研究開発機構(以下、「原子力機構」という。)が、原子力安全・保

安院に平成 21年 11月 9日に提出した「高速増殖原型炉もんじゅ安全性総点検に係る対

処及び報告について(第 5回報告)」(以下、「第 5回報告」という。)の記載内容について、

原子力安全基盤機構の評価結果と指摘事項をまとめたものである。 

 

2．品質保証に係る評価 

   平成 7 年 12 月のナトリウム漏えい事故を踏まえ、もんじゅ安全性総点検チームによ

る「動力炉・核燃料開発事業団 高速増殖原型炉もんじゅ安全性総点検結果について」（平

成 10年 3月 30日、以下「安全性総点検」という。）において、品質保証体系及び品質保

証活動に関する指摘事項が挙げられている。 

 (1)立入検査での確認 

原子力安全基盤機構は、平成 18 年に行った立入検査において、原子力安全基盤機構

の策定した「組織風土务化防止の取り組みの考え方と把握の視点」に基づき、原子力機

構の組織風土・安全文化の状況を確認するとともに、原子力機構が上記の指摘事項を踏

まえ進めてきた品質保証体系、品質保証活動の改善内容が適切なものであることを確認

した。 

 (2)特別な保安検査での確認 

しかしながら、平成 20年 3月に発生した 1次メンテナンス冷却系の CLD誤警報発報に

端を発した特別な保安検査で、原子力機構の経営及び敦賀本部の関与不足、管理・意思

決定の仕組み等の改善の必要性が明らかとなった。原子力安全基盤機構は、特別な保安

検査に参加し、原子力機構が行った行動計画実施による自立的な品質保証体制構築に向

けた改善が妥当なものであることを確認した。 

 (3)指摘事項 

上記の通り、原子力機構が、安全性総点検及び特別な保安検査での指摘事項を踏まえ、

品質保証体制、活動に関し進めてきた改善により、品質保証に係る仕組みは構築された

と考えられるが、品質保証に関しては、現状に満足することなく、常に向上させようと

する姿勢と取り組みが重要である。このような観点と、昨年 10 月以降に生じた漏えい

検出器に係る作業時の LCO 逸脱や、補助冷却設備(ACS)の空気冷却器用送風機不作動時

の確認において人的ミスが発生していることを踏まえ、更なる改善と向上に向け、以下

を指摘事項とする。 

① 実際に生じた不具合を踏まえ、品質保証上の改善点(アウトプットに対するチェッ

クの在り方、要領書の類に対するチェック＆レビューの方法など)を明確にするなど

による品質保証活動向上への取り組みが重要である。その際には、生じた不具合を

（添付-19） 
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個人の問題とせず、方法や体制上の改善点の摘出を図っていくことが望まれる。 

② 上記①とも関連して、QMSに関しては、自らの仕組み、方法と比較して、電力会社、

メーカ等の優れた点を貪欲に採り入れるなど、QMS の向上を図るための取り組みが

より活性化することが望まれる 

③ 組織体制の強化は、組織を構成する個々人の向上を抜きには考えられない。今後の

もんじゅを担っていく人材の育成をどのようにして行っていくのかについて、原子

力機構の人材育成に対する考え方、試運転の果たす役割等を検討、もしくは再確認

した上で、今後の例えば運開時点における達成目標等を明確にしておくことが望ま

れる。 

 

3．運転管理に係る評価  

   「安全性総点検」において、運転管理に関する課題として、運転手順書に関する課題、

教育訓練・運転管理体制に関する課題及び事故時対応体制に関する課題が摘出されたが、

原子力安全基盤機構は、これら全課題について、原子力機構が行った改善内容が適切で

あることを確認した。    

また、平成 20年 3月に発生した 1次メンテナンス冷却系の CLD誤警報発報によって、

マニュアル類の改善、事故時対応体制の改善を進めてきたにもかかわらず、これらに改

善の余地があることが明確になり、特別な保安検査の結果を含め、改善すべき課題が摘

出された。原子力安全基盤機構は、顕在化した問題点に関し、原子力機構が行った改善

内容が適切であることを確認した。 

 

4．設備改善に係る評価 

「安全性総点検」において、「空気雰囲気に設置されている設備からのナトリウム漏え

いを早期に検出すること」、「ナトリウム漏えい量の抑制、空気供給の遮断、確実な消火

により事故の拡大防止及び影響の緩和を図ること」の 2点に関する設備改善が指摘され

ている。原子力安全基盤機構は、これらの設備改善について、改造工事段階での使用前

検査及び工事確認試験で行われた性能に係る使用前検査により、原子力機構が行った改

善内容が適切であることを確認した。      

また、ナトリウム漏えい検出器の誤警報発報が生じ設備改善を要する事例が生じたが、

誤警報の原因となった CLDの不具合とその対策に関し、原子力機構が行った改善が適切

であることを確認した。 

 

5．長期停止設備の健全性に係る評価と指摘事項    

(1) 機器・設備レベル（設備点検）に係わる評価 

原子力機構は、設備点検に関し、使用前検査対象設備に自主保安設備を加えた全

設備を対象として保守管理上の重要度に応じた点検を行い、重要度の高い設備につ

いては、分解点検等も実施している。また、設備健全性確認段階で生じた不具合事

例を踏まえ点検を行い、炉心確認試験に必要な全ての設備が健全であることを確認

している。原子力安全基盤機構は、原子力機構の設備健全性確認計画については平

成 18年 7月～8月の立入検査で、点検結果については平成 21年 10月～12月に３回
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に分けて実施した立入検査により、両者の妥当性を確認した。 

 

(2) 系統・プラントレベルの健全性確認（プラント確認試験）に係わる評価 

原子力機構は、系統レベル又は複数の系統にまたがるプラントレベルの機能・性

能について、プラント確認試験を自主的に実施しているが、長期間に亘り機能等の

健全性確認を行っていなかったことを考慮して、一部については、使用前検査を再

度受検している。原子力安全基盤機構は、原子力機構の実施したプラント確認試験

について、試験項目や試験結果の妥当性を確認した。 

 

(3) リスク情報を用いた点検確認事項の充足性の評価 

原子力安全基盤機構は、設備点検対象の充足性を評価するため、独自にリスク情

報（もんじゅ PSA で評価したＦＶ重要度などの指標1）を用いて安全評価結果への影

響の大きな設備を摘出し、摘出された設備が点検対象となっているかを確認した。

その結果、摘出された設備は、全て点検対象として健全性確認が行われていること

を確認した。もんじゅの PSA の特徴として、１次系及びメンテナンス冷却系からの

ナトリム漏えい事象の影響が大きいが、これに関し、ナトリウム漏えい対策による

設備改善、ナトリウム漏えい検出器の改善等、重要度解析結果との照合からも適切

な改善が行われていることを確認した(図１及び表 1 参照。図１は FV 重要度と RAW

重要度の組み合わせに基づく重要度分類と、例として１次主冷却系設備の重要度分

類と設備点検の対応を示し、表１は、FV 重要度の上位設備と設備点検の対応を示し

ている)。 

上記の評価事例に示すように、今後の出力運転に向けて、リスク情報を活用した保

全計画の策定が望まれる。 

   

(4) ACS不作動事象への対応に関する指摘事項 

平成21年12月11日に実施した非常用ディーゼル発電機Aの自動負荷投入確認にお

ける補助冷却設備(ACS) の空気冷却器用送風機の不作動事象に関し、以下の評価と指

摘を行った。 

①  今回の事象については、実際の運転での条件との相違はあるにせよ、本来、

高度な信頼度が要求される遮断器の不作動に起因した送風機の起動失敗は、

工学的安全設備における「冷やす機能」を有する安全上重要な設備の機能に

影響を及ぼす可能性のある事象と位置づけられる。 

②  今回、発生した補助冷却設備（重要度分類：ＭＳ１）の空気冷却器用送風

機の不作動は、３系統の崩壊熱除去系統を有する設備において、かつ、原子

炉の崩壊熱が放散熱よりも下回っている原子炉低温停止のプラント状態で発

生したものであり、本不具合が直ちに原子炉施設の安全機能に重大な影響を

及ぼすものではない。 

                         
1 (1) FV重要度：対象としている安全設備等の故障を無くした場合に、炉心損傷頻度がどの程度低減するかを表す指標。 

(2) RAW重要度： 対象としている安全設備等が故障した場合に、炉心損傷頻度がどの程度増加するかを示す指標。 
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③  本事象の影響に関し、出力運転状態において事象が発生したことを想定し

ても、多重性を有する補助冷却設備(独立な３系統)及び冷却材ナトリウムの

有する自然循環除熱機能によって、崩壊熱除去機能に及ぼす影響が小さくな

ることから、本事象に起因する炉心損傷確率の増加量(ΔCDF)は 1×10-９/炉年

以下と評価され、炉心損傷の可能性は無視できることを確認した。 

④  わが国の軽水炉の運転実績における遮断器不作動事象の発生頻度は極めて

小さいことから、本事象の原因分析と水平展開の実施、対策実施結果の確認・

検査が重要である。 

  

(5) 臨界近接に係わる課題の確認に関する指摘事項 

もんじゅの炉心確認試験に向けて、以下の事項について確認しておく必要があるこ

とを指摘した。 

① 制御棒、安全保護系、中性子計装の動作確認 

② 臨界近接手順の妥当性確認 

③ 0%出力時の臨界到達性の確認(手法と判断基準) 

④ 0%出力条件における出力係数の確認 

  

6．新知見の反映に係る評価 

新知見の反映に関しては、第４回報告までに内容の妥当性が確認されている。このう

ちの安全研究の反映で挙げられている「蒸気発生器伝熱管破損対策」については、関連

する設備の改善内容の確認及びインターロック試験については実施済みであるが、ブロ

ーダウンの性能評価については、性能試験で確認することになっている。 

原子力安全基盤機構は、100％及び 40%出力運転時の蒸気発生器ブローダウン特性試験

の比較解析を行い、両出力運転条件での蒸気発生器各部の温度・圧力挙動がほぼ同等の

特性を示すことから、原子力機構が 40%出力運転時のブローダウン特性試験に基づいて

100%出力運転時のブローダウン特性を推定し、蒸気発生器伝熱管対策に対する最終的な

評価を行うことは妥当と評価した。 

      

7．まとめ 

    原子力機構が原子力安全・保安院に提出した第 5回報告について評価を行った結果、

原子力機構は、安全性総点検での指摘事項を品質保証体系と活動、設備や運転管理面に

反映していること、また、プラント確認試験段階で生じた CLD の誤警報に係る不具合に

関しても、漏えい検出器の改良や手順書類の見直しが行われていることを確認した。ま

た、長期停止設備の健全性確認に関しては、点検計画に基づき、点検対象設備のすべて

の点検を原子力機構が実施し、原子力安全基盤機構が独自に実施した PSA における重要

度解析結果と照らし合わせても漏れなく行われていることを確認した。 

以上 
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図１ FV重要度とRAW重要度の組み合わせによる重要度分類と１次主冷却系での評価結果例 

軽水炉（JNES)で用いていている暫定的なスクリーニング基準をもんじゅの重要度指
標に当てはめ、安全上重要な機器の候補を選定する。

0.0 0.001 1.0

1.0

2.0

FV重要度

RAW
重要度

領域（Ⅲ）
・故障によるリスクインパクト大
機器健全性の維持が必要

→ リスク重要度中

領域（Ⅰ）
・故障によるリスクインパクト大
機器健全性維持の必要性大

→ リスク重要度高

領域（Ⅱ）
・故障によるリスクインパクト大
機器健全性の維持が必要

→ リスク重要度中

領域（Ⅳ）
・故障によるリスクインパクト小
機器健全性維持のが必要性小

→ リスク重要度低い

0.0 0.001 1.0
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FV重要度

RAW
重要度

領域（Ⅲ）
・故障によるリスクインパクト大
・機器健全性の維持が必要性小

→ リスク重要度中

領域（Ⅰ）
・故障によるリスクインパクト大
・機器健全性維持の必要性大

→ リスク重要度高

領域（Ⅱ）
・故障によるリスクインパクト小
・機器健全性の維持が必要性大

→ リスク重要度中

領域（Ⅳ）
・故障によるリスクインパクト小

が

→ リスク重要度低い

１． 暫定的な重要度分類表
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ガードベッセル 

電磁流量計 原
子
炉
へ

２次系へ

ガードベッセル 領域Ⅰ

・機能喪失 F/V=0.027   RAW=3.1×104

中間熱交換器漏えい 領域Ⅳ

・1次側 F/V=0.0001以下 RAW=1.6

・2次側 F/V=0.0001以下 RAW=1.6

ポニーモータ 領域Ⅳ

・継続運転失敗 F/V=0.0001以下 RAW=1.0

逆止弁 領域Ⅳ

・破損/リーク

F/V=0.0001以下 RAW=1.1

リスク領域Ⅳ

リスク領域Ⅲ

リスク領域Ⅱ

リスク領域Ⅰ

リスク領域Ⅳ

リスク領域Ⅲ

リスク領域Ⅱ

リスク領域Ⅰ

２．１次主冷却系機器の重要度評価結果例

使用前検査で点検

配管漏えい 領域Ⅳ

・ F/V=0.0001以下 RAW=1.6

配管漏えい（2重漏えい） 領域Ⅰ

・機能喪失 F/V=0.26   RAW=3.8×104

(最初の漏えいが主冷却系の場合）

・機能喪失 F/V=0.03 RAW=1.4×104

(最初の漏えいがメンテナンス冷却系の
場合）

使用前検査で点検 循環ポンプ 領域Ⅱ

・循環ポンプトリップ F/V=0.027   RAW=1.0

プラント確認試験で
点検

コールドレグ破損 領域Ⅲ

・ F/V=0.0001以下 RAW=1.9×102

使用前検査で点検
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表 1 FV重要度上位の重要度機器選定結果（AM後）ともんじゅ設備点検状況  

順
位 

系統 起因事象及び機器故障 
FV 

重要度 
もんじゅ設備の点検実施状況 

1 1 次冷却材 小漏えい (ガードベッセル内)  5.5×10-1 

2 
ガードベッセル内主配管(残りループ 1)―設計想
定漏えい (使命時間=20 日) （2 重漏えい時） 

2.6×10-1 

2 

1 次主冷却系 

ガードベッセル内主配管(残りループ 2)―設計想
定漏えい (使命時間=20 日) （2 重漏えい時） 

2.6×10-1 

(*1)：使用前検査で点検。 

・１次主冷却系設備の主配管・主要弁については、外観点検、

肉厚測定、性能・機能確認を行い設備の健全性を確認。 

4 
1 次メンテナ
ンス冷却系 

メンテナンス冷却系 小漏えい  1.8×10-1 

(*2)：使用前検査で点検 

・１次メンテナンス冷却系については、外観検査、性能・機能

確認を行い設備の健全性を確認。 

5 
電動弁 260A,B,C-MV1 の共通原因による開閉失
敗  

1.6×10-1 

6 

補助冷却設備 

機能喪失による 電動弁 復帰失敗  1.6×10-1 

(*3)：プラント確認試験で実施 

・補助冷却設備機能確認試験で各機器が正常に動作することを

確認。 

7 
オーバーフロー系配管―小漏えい(使命時間=20
日) （2 重漏えい時） 

1.4×10-1 

8 

1 次主冷却系 

1 次冷却材 小漏えい (ガードベッセル外)  1.3×10-1 

(*1)と同じ 

9 
1 次メンテナ
ンス冷却系 

1,2 次メンテナンス系手動起動 操作失敗  5.3×10-2 

(*4)：プラント確認試験で点検 

・メンテナンス冷却系設備機能確認試験で送風機、電磁ポンプ

を運転し、定格容量、定格楊程が確保されていることを確認。 

10 
ガードベッセル内 1次主冷却系A ﾙｰﾌﾟ主配管―設
計想定漏えい (使命時間=7 日) （2 重漏えい時） 

3.3×10-2 

11 
ガードベッセル内 1次主冷却系B ﾙｰﾌﾟ主配管―設
計想定漏えい (使命時間=7 日) （2 重漏えい時） 

3.3×10-2 

12 

1 次主冷却系 

ガードベッセル内 1次主冷却系C ﾙｰﾌﾟ主配管―設
計想定漏えい (使命時間=7 日) （2 重漏えい時） 

3.3×10-2 

(*1)と同じ 

13 2 次主冷却系 2 次冷却材流量減尐  2.8×10-2 

(*5)：プラント確認試験で点検 

・2 次主循環ポンプ主モータ機能確認試験で２次主循環ポンプ

の流量を変化させ、定格流量の 40％～100％まで、10％毎の流

量整定状態で流量、電圧、電流等を測定し、判断基準を満足す

ることを確認。 

14 全系統 その他の過渡変化  2.7×10-2 

(*6)：プラント確認試験で点検 

① 制御棒の落下 

 制御棒ラッチ・デラッチ試験で、操作が正常に行えることを

確認。 

② 誤リップ 

 安全保護系機能確認試験で、安全保護系のトリップ設定値に

ついて、その作動値が設定値精度範囲内であることを確認。 

③ １次冷却系流量増大 

 １次主循環ポンプ主モータ機能確認試験で、１次主冷却系流

量の各段階において、M-G セットの静特性が判断基準を満たし

ていることを確認。 

15 1 次主冷却系 1 次主冷却系 循環ポンプトリップ  2.7×10-2 

(*7)：プラント確認試験で点検 

・１次主冷却系設備インタロック確認試験で、各機器のインタ

ロックが正常に作動することを確認。 

16 
ガードベッセ
ル 

ガードベッセル 機能喪失(GV)  2.7×10-2 

(*8)：使用前検査で点検 

・原子炉本体のその他の主要な設備として、原子炉容器ガード

ベッセルの务化事象に対し評価を行い、务化がないと評価。 

17 1 次冷却材 設計想定漏えい (ガードベッセル内)  1.9×10-2 

18 
1 次主冷却系 

オーバーフロー系配管―小漏えい(使命時間=7日) 
（2 重漏えい時） 

1.7×10-2 
(*1)と同じ 

19 
2 次メンテナ
ンス冷却系 

電磁ポンプ P1 継続運転失敗  1.6×10-2 (*4)と同じ 

20 1 次主冷却系 
ガードベッセル内 OF 系・ﾒﾝﾃ系接続部―設計想定
漏えい (使命時間=20 日) （2 重漏えい時） 

1.4×10-2 (*1)と同じ 
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もんじゅ安全性確認検討会の設置について 

 

平成１７年１１月１日 

総合資源エネルギー調査会 

原子力安全・保安部会 

原 子 炉 安 全 小 委 員 会 

１．趣  旨 

（１）高速増殖原型炉「もんじゅ」においては、平成７年１２月、試験運転中にナトリウム冷却材

漏えい事故が発生し、原子炉を停止した。その後、ナトリウムを循環している状態を維持した

まま、現在に至っている。日本原子力研究開発機構においては、漏えい対策等の改造工事に係

る許認可を取得し、本年３月より改造工事に着手したところである。また、平成１０年３月に

は、科学技術庁による「もんじゅ安全性総点検」報告がとりまとめられた。 

（２）原子力安全・保安院は、今後、改造工事に係る使用前検査、保安規定の変更認可及び原子力

保安検査など、法令に基づく規制を確実に実施していく必要がある。また、同院は、日本原子

力研究開発機構が実施する、上記「安全性総点検」での指摘事項への対応、長期間使用を停止

している設備・機器等の健全性確認等についても規制当局としての評価を行っていくなど、厳

正な安全規制を着実に行い、安全確保に万全を期すこととしている。 

（３）一方、国内では１０年以上に及ぶ長期停止後の原子力発電所の再起動は前例のないことであ

り、また、核燃料サイクル開発機構が、本年１０月に日本原子力研究所と統合し日本原子力研

究開発機構が設立されたことを踏まえ、同機構の組織運営・管理体制、品質保証体制、人材確

保対策等を含め、「もんじゅ」の安全確保に関係する事項全般にわたり総合的な検証を行って

いく必要があると考える。 

（４）このため、日本原子力研究開発機構による安全確保のための様々な取り組み、原子力安全・

保安院の規制活動に関して、広範かつ専門的な視点から意見を伺うとともに、透明性の一層の

向上を図ることを目的として、総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会原子炉安全小

委員会の下に「もんじゅ安全性確認検討会」を設置し、公開の場で、「もんじゅ」の安全確保

に関する諸活動について検証する。 

 

２．検討事項 

（１）日本原子力研究開発機構の組織運営・管理、品質保証体制等 

（２）改造工事に係る使用前検査等法令に基づく措置 

（３）「安全性総点検」に関する対応内容 

（４）長期停止中の設備・機器等の健全性確認 

（５）その他 

 

３．検討スケジュール 

日本原子力研究開発機構による安全確保の取り組み、原子力安全・保安院による規制活動の進

捗等を踏まえ、随時開催することとする。 

 

４．委員構成 

別紙のとおり。
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（別紙） 

 

総合資源エネルギー調査会 原子力安全保安部会 原子炉安全小委員会 

もんじゅ安全性確認検討会名簿 

 

主 査 

大 橋 弘 忠  東京大学大学院工学系研究科 教授 

 

委 員 

秋 庭 悦 子  社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会 常任理

事（～平成２１年１２月３１日） 

飯 塚 悦 功  東京大学大学院工学系研究科 教授 

岩 井 善 郎  福井大学工学部機械工学科 教授 

上 村 達 男  早稲田大学法学学術院長兼法学部長 

神 田 啓 治  エネルギー政策研究所所長 京都大学名誉教授 

菊 地 義 弘  広島大学 名誉教授 

齊 藤 正 樹  東京工業大学原子炉工学研究所 教授 

首 藤 由 紀  株式会社社会安全研究所 ヒューマンファクター研究部部長 

東 嶋 和 子  科学ジャーナリスト 

中 安 文 男  福井工業大学原子力技術応用工学科 教授 

仁 田 周 一  東京農工大学 名誉教授 

ニノ方   壽   東京工業大学原子炉工学研究所 教授 

橋 詰 武 宏  仁愛大学人間学部コミュニケーション学科 教授  

福 長 恵 子  社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会 理事 

（平成２２年２月８日～） 

堀 池   寛   大阪大学大学院工学研究科 教授 

班 目 春 樹  東京大学大学院工学系研究科 教授 

宮   健 三  法政大学大学院システムデザイン研究科 客員教授 

山 中 伸 介  大阪大学大学院工学研究科 教授 

 

（敬称略、五十音順） 

（平成２２年２月１０時点） 
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もんじゅ安全性確認検討会の審議過程 

 

（第１回） 

１．日時 平成１７年１１月１日（火） 

２．議題 ①もんじゅ安全性確認検討会の設置 

     ②「もんじゅ」に関するこれまでの主な経緯と取組み 

     ③今後の検討事項 

④改造工事の内容と安全確保対策 

（第２回） 

１．日時 平成１７年１２月２１日（水） 

２．議題 ①独立行政法人日本原子力研究開発機構における安全確保の取組み 

     ②原子力安全・保安院の安全規制活動 

（第３回） 

１．日時 平成１８年２月２８日（火） 

２．議題 「もんじゅ」の設備健全性確認計画の内容 

（第４回） 

１．日時 平成１８年３月２９日（水） 

２．議題 ①「もんじゅ」の燃料に係る健全性確認 

②海外の高速炉におけるトラブル事例等の反映に係る原子力機構による取組

み 

（第５回） 

 １．日時 平成１８年５月２５日（木） 

 ２．議題 ①「もんじゅ」の燃料に係る健全性確認 

② これまでの議論の整理と今後の対応 

（第６回） 

 １．日時 平成１８年９月６日（水） 

 ２．議題 長期停止プラントの設備健全性確認計画の妥当性の評価 

（第７回） 

 １．日時 平成１８年１０月１９日（木） 

 ２．議題 高速増殖原型炉もんじゅ安全性確認報告の内容と評価の方針 

（第８回） 

 １．日時 平成１８年１２月６日（水） 

 ２．議題 「高速増殖原型炉もんじゅ安全性確認報告」に対する評価 

（第９回） 

 １．日時 平成１９年６月５日（火） 
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 ２．議題 ①もんじゅの現状と今後の取組みについて 

      ②もんじゅの安全規制に関する最近の取組みについて（もんじゅ燃料に係る

設置変更許可申請に対する安全審査の状況） 

（第１０回） 

 １．日時 平成１９年１１月２日（金） 

 ２．議題 ①「もんじゅ」の現況について 

      ②「もんじゅ」に対する使用前検査等の実施状況について 

      ③ナトリウム漏えい検出器誤警報への対処について 

      ④もんじゅ安全性総点検第４回報告について 

（第１１回） 

 １．日時 平成２０年２月８日（金） 

 ２．議題 ①「高速増殖原型炉もんじゅ安全性確認報告」に対する評価 

      ②「もんじゅ」に係る安全性確認の今後の進め方 

③高速増殖原型炉「もんじゅ」に対する使用前検査等の実施状況 

（第１２回） 

 １．日時 平成２０年４月２１日（月） 

２．議題 ①１次メンテナンス冷却系ナトリウム漏えい警報の発報に係る対応 

      ②安全文化に係る確認の状況 

      ③高速増殖原型炉「もんじゅ」に対する使用前検査等の実施状況 

（第１３回） 

１．日時 平成２０年６月５日（木） 

２．議題  ①１次メンテナンス冷却系ナトリウム漏えい警報の発報に係る点検及び復旧 

②ナトリウム漏えい検出器に係る使用前検査 

③１次メンテナンス冷却系ナトリウム漏えい警報の発報に係る原子力安全・

保安院の対応 

・特別な保安検査 

・ナトリウム漏えい検出器不具合対応に係る専門家からの意見聴取 

（第１４回） 

 １．日時 平成２０年７月２４日（水） 

 ２．議題 ①第１回特別な保安検査の結果及び指摘事項への対応について 

      ②ナトリウム漏えい検出器に係る点検状況について 

③高速増殖原型炉「もんじゅ」に対する使用前検査等の実施状況 

（第１５回） 

 １．日時 平成２０年１０月２２日（水） 

 ２．議題 ①行動計画の実施状況等について 
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      ②第２回特別な保安検査の結果を踏まえた今後の対応について       

（第１６回） 

 １．日時 平成２０年１１月２５日（火） 

 ２．議題 ①長期停止プラントの設備健全性確認等の実施状況について 

      ②行動計画の実施状況等について       

（第１７回） 

 １．日時 平成２１年 １月２９日（木） 

 ２．議題 ①行動計画の実施状況等について 

②平成２０年度第３回特別な保安検査の結果について 

（第１８回） 

 １．日時 平成２１年 ４月２２日（水） 

 ２．議題 ①行動計画の実施状況等について 

②平成２０年度第４回特別な保安検査の結果について 

（第１９回） 

 １．日時 平成２１年 ５月２５日（月） 

 ２．議題 ①新体制による組織強化等の状況について 

②「もんじゅ」試運転再開に当たっての安全確認の考え方について 

（第２０回） 

 １．日時 平成２１年 ７月３０日（木） 

２．議題 ①行動計画の実施状況等について 

②平成２１年度第１回保安検査（特別な保安検査）の結果等について 

（第２１回） 

 １．日時 平成２１年１０月１５日（木） 

 ２．議題 ①もんじゅの安全管理面に係る取組について 

②もんじゅの設備健全性確認について 

③安全性総点検報告（第４回報告）の評価について 

（第２２回） 

 １．日時 平成２１年１１月１３日（金） 

 ２．議題 ①安全性総点検報告（第５回報告）について 

      ②使用前検査及び立入検査の実施状況について 

（第２３回） 

 １．日時 平成２２年 ２月１０日（水） 

 ２．議題 高速増殖原型炉もんじゅ試運転再開に当たって安全性評価について 
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高速増殖原型炉もんじゅに関する技術的事項に係る意見聴取について 

 

平成２１年１２月１１日 

原子力安全・保安 院 

原子力発電検査課新型炉規制室 

 

１．経緯 

高速増殖原型炉もんじゅは、平成７年１２月のナトリウム漏えい事故以降、プラント

の運転を停止しているが、独立行政法人日本原子力研究開発機構は、平成２１年１１月

９日、もんじゅ試運転再開に向けた安全管理面及び設備面の取組結果として、「高速増殖

原型炉もんじゅ安全性総点検の対処及び報告について（第５回報告）」を原子力安全・保

安院（以下「当院」という。）に提出した。 

もんじゅ試運転再開に当たっては、安全性総点検の指摘事項への対応状況の確認の他、

自律的な品質保証体制の確立や長期停止設備の健全性確認など、もんじゅに係る安全性

についての評価が必要となる。この評価に係る技術的事項については、以下に定めると

ころにより、総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会並びに部会に設置された

小委員会及びワーキンググループに属する委員、臨時委員又は専門委員（以下「委員」

という。）から意見聴取ができるものとする。 

なお、評価は、経済産業省がその所掌事務及び権限に基づき行うが、委員から聴取し

た意見については、評価の参考とするものである。 

 

２．意見聴取事項 

（１）高速増殖原型炉もんじゅの試運転再開に向けた品質保証に係る対応の妥当性 

（２）高速増殖原型炉もんじゅの試運転再開に向けた運転管理、保守管理、設備健全性確

認に係る対応の妥当性 

 

３．体制 

２．の検討を進めるに当たり、学識経験者等の意見を参考とするため、以下の体制等

で意見聴取会を開催することとする。 

①意見聴取会は、２．（１）及び（２）について、各々５～６名で構成する。 

②意見聴取会は、委員、保安院、ＪＮＥＳで構成する。 

③意見聴取会は、原則公開とする。 
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高速増殖原型炉もんじゅに関する技術的事項に係る意見聴取に係る 

専門家名簿 

 

 

（敬称略、五十音順） 

 

 

１．品質保証関係 

 

飯塚 悦功  東京大学大学院工学系研究科教授 

齊藤 正樹  東京工業大学原子炉工学研究所教授 

首藤 由紀  株式会社社会安全研究所代表取締役所長 

仁田 周一  東京農工大学 名誉教授 

宮  健三  法政大学大学院システムデザイン研究科客員教授 

（オブザーバー） 

牧野 眞臣  独立行政法人原子力安全基盤機構原子力システム安全部特任参事 

 

 

２．運転管理、保守管理、設備健全性確認関係 

 

岩井 善郎  福井大学工学部機械工学科教授 

齊藤 正樹  東京工業大学原子炉工学研究所教授 

仁田 周一  東京農工大学名誉教授 

ニノ方 壽  東京工業大学原子炉工学研究所教授 

堀池  寛  大阪大学大学院工学研究科教授 

班目 春樹  東京大学大学院工学系研究科教授 

（オブザーバー） 

梶本 光廣  独立行政法人原子力安全基盤機構原子力システム安全部次長 
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高速増殖原型炉もんじゅに関する技術的事項に係る意見聴取会の開催実績 

 

 

１． 品質保証関係 

 

（第１回） 

１．日時 平成２１年１２月１１日（金） 

２．議題 ①高速増殖原型炉もんじゅに関する技術的事項に係る意見聴取の進め方につ

いて 

②安全性総点検報告（第５回報告）について（品質保証関係） 

（第２回） 

 １．日時 平成２１年１２月２８日（月） 

 ２．議題 ①安全性総点検報告（第５回報告）について（品質保証関係） 

②安全性評価の骨子案について 

 

２． 運転管理、保守管理、設備健全性確認関係 

 

（第１回） 

１．日時 平成２２年１月１８日（月） 

２．議題 ①高速増殖原型炉もんじゅに関する技術的事項に係る意見聴取の進め方につ

いて 

②安全性総点検報告（第５回報告）について（運転管理、保守管理、設備健

全性確認関係） 

（第２回） 

１．日時 平成２２年１月２６日（火） 

２．議題 ①安全性総点検報告（第５回報告）について（運転管理、保守管理、設備健

全性確認関係） 

②安全性評価の骨子案について 
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高速増殖原型炉もんじゅの安全性総点検に対する対処及び報告を踏まえて 

今後事業者及び規制行政庁に求める対応について 

 

 
 

もんじゅは、国のエネルギー政策に基づき、科学技術庁（当時）を主管官庁とする特

殊法人として設立された動力炉・核燃料開発事業団（当時）が技術開発を進め、設計・

建設した研究開発段階の原子炉である。現在は、動力炉・核燃料開発事業団の後身であ

る核燃料サイクル開発機構と日本原子力研究所が統合して発足した日本原子力研究開発

機構（以下「原子力機構」という。）が運転・管理を引き継いでいる。今後のもんじゅ

の試運転再開にあたって、安全確保及び安全規制において、研究開発段階にある原子炉

としてのもんじゅの特徴を踏まえることが重要である。 

 

これまでの経緯の中で、特に、平成７年の２次系ナトリウム漏えい事故の発生と、事

故時対応における不備については、その背景としての組織要因の存在が指摘され、その

結果として、いわゆる動燃改革が行われ、核燃料サイクル開発機構への改組を含めた、

改善のための組織的努力が行われた。しかしながら、平成２０年には、ナトリウム漏え

い検出器のトラブルや屋外排気ダクト腐食の発生により、改めて共通的な背景要因が指

摘される結果となった。原子力機構は自らが実施した根本原因分析結果を踏まえ「行動

計画」を一昨年夏に策定し、組織体制の見直し・強化など品質・管理の充実に取り組ん

でいる。試運転再開に向けて原子力機構自らが目標として掲げている「自律的な品質保

証体制の確立」にあたっては、このようなこれまでの経緯に係る事実を直視するととも

に、克服するものでなければならない。 

 

原子力安全委員会は、もんじゅがナトリウムを冷却材として使用する研究開発段階の

原子炉であることに鑑み、原子力機構内の安全に係るさまざまな意思決定において、専

門家の判断が優先されるべきであることを、従来から強調してきたところであるが、専

門家には、他から信頼される研ぎ澄まされた専門知が求められることを指摘しておきた

い。また、専門的判断の基盤を堅固なものとするために、運転経験および技術的知見の

蓄積と活用や、現場の専門的能力並びにモチベーションの維持・向上のための取組が計

画的・継続的に進められることが重要と考える。 

 

もんじゅは、国のエネルギー政策の一環として、研究開発・設計・建設・運転が進め

られてきた研究開発段階の原子炉であって、安全確保についても、特に平成７年の事故

以後は、国による指導・監督の強化が図られている。一方で、今後、原子力機構が安全

確保における第一義的責任を全うするためには、原子力機構自身の技術的判断に基づい

て、安全確保策の再評価と改良を継続的に進める必要があることは言うまでもない。こ

2 2 安 委 決 第 ３ 号  

平成 22 年２月４日  

原子力安全委員会決定 
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の際に、過去の判断や説明の無謬性を前提としたり、判断の自主性、自由度を制限され

るようなことになれば、原子力機構の技術的判断能力の向上や安全確保のレベル向上に

資することとならない可能性があることに注意しなければならない。 

 

もんじゅの運転は、わが国における高速増殖炉開発の基幹を成す重要なものであり、

国際的な高速増殖炉技術の実用化に対する期待にも応え、高いレベルでの安全運転の実

績を築くためには、原子力機構は、科学的合理性に基づく費用対効果の高い運転管理方

策の開発に努めるべきである。例えば、保全重要度の設定等においては、もんじゅの安

全上の特徴を積極的に反映すべきであり、合理的に運転管理を行うことが、原子力機構

の技術的判断能力の向上と、保全のための資源の有効活用のために望まれる。 

 

ナトリウム漏えい監視装置については、安全上の重要度や監視の目的に応じて種々の

ものがあるところ、現状の保安規定の下では、すべての監視装置について、動作可能で

あることが確認できない場合（代替監視装置がある場合を除く）や警報を発して所定の

時間内に誤警報と確認できない場合は運転上の制限の逸脱としており、逸脱した場合に

は、速やかに報告することが求められている。このように結果として安全上の重要度に

よらず規制上の報告が求められることは、過去のナトリウム漏えい事故を踏まえ、試験

的運転を十数年ぶりに行うという特殊な状況においては、慎重を期すとの観点から執ら

れている措置と認識する。今後、原子力機構及び原子力安全・保安院は、安全上の重要

度に基づき、性能試験や本格運転の実績を踏まえたものとしていくことが必要であるこ

とを指摘しておきたい。 

 

もんじゅの運転にあたっては、地元の信頼を得て行われることが重要である。そのた

めには、原子力機構により、トラブルを含め、プラントの運転状況について、速やかに

適切な開示・公開が行われること、恒常的・定例的な説明の場が設けられることは特に

重要である。運転に係る情報を公開し、透明性を高めることは、地元の信頼を得るとと

もに、現場の安全意識を高め、トラブル等について安全上の重要性を的確に判断する能

力を高めることにも有効である。また、規制行政庁おいても、トラブル等の安全上の重

要性について、速やかに判断するとともに、的確に情報を発信することが重要である。 

 

原子力安全委員会は、以上から、今後とも、下記のような対応が必要であると考え、

それが実現されるように、研究開発段階にある高速増殖炉もんじゅの設置者である原子

力機構、規制行政庁である原子力安全・保安院に対し一層の取組を求める。 

 

 

記 

 

１．原子力機構は、主管官庁である文部科学省の指導の下に、今後とも緊張感を保ちつ

つ、高い安全意識の維持強化に努めるとともに、高速増殖炉の特性を踏まえて現場
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及び組織としての専門的知識の向上を不断に図れるように、体制の一層の充実を含

めて対応を図ること。また、原子力安全・保安院においても、専門的知見の蓄積と

向上を図るよう、規制資源の一層の充実を含めて対応を図ること。 

 

２．原子力機構は、今後の運転経験を踏まえて保全計画、体制、保安規定及びその下位

文書である手順書等を適時見直すとともに、通報連絡を含めた地元自治体、地元報

道機関等に対する安全に関する情報発信について、日常的に高い透明性の維持・向

上に努めること。また、原子力安全・保安院は、今後、原子力機構における運転実

績等を踏まえ、安全上の重要度を踏まえた規制の科学的合理性の一層の向上及びト

ラブル等の安全上の重要性についての情報発信に引き続き努めること。 
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